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第 1 章 業務の目的・方法 

1.1 業務の概要 

1.1.1 背景 

世界人口の 16％（6人に 1人）に当たる約 13億人が障害者であり（2021年）、その約 8割が開発途

上国に居住している [1] [2]。世界の最貧困層の 20％が何らかの障害を抱えており、また 5歳未満児の

死亡率が 20％以下に減少している国でも、障害のある子どもの死亡率は 80％にも達する可能性があ

る [2]。開発途上国において、障害者は様々な障壁や差別に直面し、基礎的な社会サービスへのアクセ

スすら困難な状況にある。こうした状況への対応には、国際協力にも障害の視点を反映させ、そのプ

ロセスに障害者を包摂する障害主流化に取り組むことが不可欠である。 

国連「障害者の権利に関する条約」（Convention on the Rights of Persons with Disabilities: CRPD）の第

32条は、国際協力を障害者の権利実現の重要な手段として位置づけ、国際協力のあらゆる段階におい

て障害者の包摂、すなわち障害インクルージョンを確保することを締約国に求めている。さらに、「持

続可能な開発のための 2030アジェンダ」が掲げる「誰一人取り残さない」という理念は、障害者を含

め、社会的・制度的な障壁により不利な状況に置かれている人々が、開発のプロセスに包摂され、開

発の成果を公平に享受することを求めている。これらの要請を背景として、国連機関や二国間援助機

関を含む国際社会において、国際協力における障害主流化を推進する動きが近年一層強まっている。 

こうした国際的な動向を踏まえ、国際協力機構（Japan International Cooperation Agency : JICA）にお

いても、障害主流化に向けた取組が積極的に進められている。2021年に策定された「社会保障・障害

と開発分野における JICAグローバル・アジェンダ」では、障害インクルーシブな開発の推進を掲げ、

すべての JICA事業において障害主流化を進める方針が明確に示された。さらに、2023年には「JICA

事業の障害主流化促進に係る情報収集・課題分析業務」が実施され、同調査で明らかとなった課題を

踏まえ、障害主流化の一層の推進に向けた具体的な取組が進められている。 

1.1.2 目的 

上記の背景を踏まえ、「障害主流化セクター別ガイダンスノート作成業務」（以下「本件業務」）は、

JICA 事業における障害主流化の推進に向け、JICA 関係者が案件形成・実施において障害主流化に資

する取組を実行するための執務参考資料を作成することを目的に実施された。執務参考資料は、以下

の 8分野を対象とした。 

 

  

①教育（高等教育も含む） ②保健医療 ③栄養の改善 ④社会保障  

⑤運輸交通 ⑥都市・地域開発 ⑦防災・復興を通じた災害リスクの削減 ⑧ガバナンス 
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1.1.3 業務期間 

2025年 1月 15日～2026年 2月 27日 

1.1.4 本件業務の成果品 

本件業務では、執務参考資料として、8 分野を対象とする「分野別ガイダンスノート」を策定する

とともに、分野横断的な視点から、障害主流化に関する JICA の基本方針及び具体的な実施方法を体

系的に整理した「共通ガイダンスノート」を作成した。これらのガイダンスノートは JICA のウェブ

サイト1に掲載されており、JICA 職員に限らず、国際協力に携わる幅広い関係者による活用が期待さ

れる。ガイダンスノートは英語版も作成しており、JICA英語版ウェブサイトにて公開予定である。 

1.1.5 本件業務の実施体制 

本件業務の実施体制を図 1-1 に示す。本件業務では、8 分野における専門性及び協力支援の実務経

験を有する計 7名のコンサルタントを配置した。このうち 3名を、障害と開発分野に高い専門性を有

する「障害主流化強化」担当として位置づけ、各分野の課題と障害と開発分野の専門的知見を融合さ

せたガイダンスノートの作成に取り組んだ。 

コンサルタントの所属は以下の通りである。 

 株式会社コーエイリサーチ＆コンサルティング 

 日本工営株式会社 

 日本工営都市空間株式会社 

 Human Connect LLC 

さらに、DPI日本会議2のメンバーを「障害当事者団体連携促進」担当として配置し、本件業務のす

べての実施プロセスを通じて、DPI 日本会議と緊密に連携しながら業務を進めた。これにより、障害

当事者の参画を確保し、その視点を業務に反映させるとともに、後述する勉強会等を通じて、関係者

の意識啓発と能力強化を図った。 

 
出所：調査チーム 

図 1-1 本件業務の実施体制 

 

1 https://www.jica.go.jp/activities/issues/social_sec/1577179_14952.html 
2 DPI（Disabled Peoples’ International） の日本国内組織。身体・知的・精神・難病等の障害種別を超えた約 90の団体が

加盟し、障害当事者の声を国の施策に反映する活動を行っている。 

課題分野担当

障害当事者団体との連携

業務主任者/

障害主流化強化(1)/社会保障

障害当事者団体連携促進

教育/

障害主流化強化(3)

保健医療/栄養の改善/

障害主流化強化(2)
運輸交通

都市・地域開発/防災・復興を
通じた災害リスクの削減

DPI日本会議

ガバナンス

障害主流化強化

https://www.jica.go.jp/activities/issues/social_sec/1577179_14952.html
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1.1.6 本報告書の構成 

本報告書は、成果品であるガイダンスノートの作成に向けた基礎資料として、対象 8分野における

障害主流化に関する情報を収集・分析したものである。構成は以下のとおり。 

第1章 調査の目的・方法 

第2章 教育分野における障害主流化 

第3章 保健医療分野における障害主流化 

第4章 栄養の改善分野における障害主流化 

第5章 社会保障分野における障害主流化 

第6章 運輸交通分野における障害主流化 

第7章 都市・地域開発分野における障害主流化 

第8章 防災・復興分野における障害主流化 

第9章 ガバナンス分野における障害主流化 

1.2 業務の方法等 

1.2.1 業務の実施工程 

本件業務の実施工程を図 1-2に示す。 

 

出所：調査チーム 

図 1-2 本件業務の実施工程 

ガイダンスノートの策定に向けて、まず 8 分野における障害主流化に関する文献調査を実施した。

併せて、障害当事者団体へのヒアリングを行い（詳細は 1.2.2参照）、得られた知見を整理・分析して

本報告書を取りまとめた。ガイダンスノートは、本報告書に整理した分析結果を基礎として策定した。 

ガイダンスノートの策定過程では、JICAの各分野担当部署と連携し、情報収集・分析段階で各部署

とのキックオフミーティングを実施した。さらに、ガイダンスノートのドラフト作成段階では分野ご

とに勉強会を開催し、内容の適切性・妥当性の確認に加え、実務での適用を見据えた意見交換を行い、

ドラフトに反映した。キックオフミーティング及び勉強会の開催概要を表 1-1（次頁）に示す。 

障害当事者（DPI日本会議）による
レビュー・インプット

ガイダンス
ノートの
完成

最終報告書
の提出

報告会の
開催

障害当事者団体への
ヒアリング（8団体）

分野共通ガイダンスノート

情報収集・分析 ガイダンスノートの作成

分野別ガイダンスノート（8分野）
勉強会での
意見反映情報収集・分析 ガイダンスノートの作成

分野ごと
の勉強会
の実施

全体
勉強会

     *

* 分野ごとのキックオフミーティング
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また、先述の通り、本件業務の実施にあたっては、DPI 日本会議と密に連携し、障害当事者の視点

が各成果物に適切に反映されるよう取り組んだ。具体的には、調査開始時に事業の障害主流化に関す

る勉強会を開催したほか、本報告書及びガイダンスノートに対するレビューとインプットを受けた。

さらに、分野ごとの勉強会についても、DPI日本会議との協働により実施した。 

表 1-1 JICA内担当部署とのキックオフミーティング及び勉強会の開催 

キックオフミーティング 

（括弧内は対応分野） 

日程 勉強会 日程 

人間開発部基礎教育グループ 

（教育） 

2025年 2月 10日 全体勉強会（業務開始時） 2025年 1月 31日 

人間開発部社会保障チーム 

（社会保障） 

2025年 4月 15日 保健医療 2025年 9月 9日 

社会基盤部（運輸交通） 2025年 4月 15日 運輸交通 2025年 10月 3日 

地球環境部（防災・復興） 2025年 4月 17日 教育 2025年 10月 3日 

社会基盤部（都市・地域開発） 2025年 4月 18日 都市・地域開発 2025年 10月 10日 

ガバナンス・平和構築部 

（ガバナンス） 

2025年 5月 12日 防災・復興 2025年 10月 15日 

人間開発部保健グループ 

（保健医療） 

2025年 5月 14日 ガバナンス 2025年 10月 29日 

人間開発部基礎教育グループ 

高等教育・社会保障グループ 

（教育） 

2025年 5月 16日 栄養の改善 2025年 12月 16日 

人間開発部保健グループ 

経済開発部 

（栄養の改善） 

2025年 6月 10日 最終報告会 2026年 2月 4日 

   出所：調査チーム 

1.2.2 障害当事者団体ヒアリング 

本件業務の実施にあたり、表 1-2に示す障害当事者団体及び当事者個人へのヒアリングを実施した。

ヒアリングでは、各障害種別の視点から、(1)障害者の権利保障及び社会参画を推進する上で重要な事

項、(2)国際協力事業への障害当事者の参画を促進するための取組と留意点、(3)各課題分野において優

先的に取り組むべき事項について意見を聴取した。ヒアリング結果は、本調査報告書及びガイダンス

ノートに反映した。 

表 1-2 障害当事者団体ヒアリングの概要 

協力団体・個人 ヒアリング日程 形式 

全日本ろうあ連盟 2025年 3月 27日 対面 

全国手をつなぐ育成会連合会 2025年 3月 31日 オンライン 

DPI女性ネットワーク  2025年 4月 1日 オンライン 

全日本難聴者・中途失聴者団体連合会 2025年 4月 8日 対面 

全国精神保健福祉会連合会  2025年 5月 16日 オンライン 

日本身体障害者団体連合会  2025年 5月 21日 オンライン 

奈良﨑 真弓 氏 

（知的障害当事者団体「にじいろでGO！」 会長） 

2025年 6月 9日 対面 

日本視覚障害者団体連合 2025年 7月 11日 オンライン 

出所：調査チーム 
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1.3 共通ガイダンスノート 

共通ガイダンスノートは、インクルーシブな開発協力の推進を目的として、すべての分野に共通す

る障害主流化の基本方針及び原則、具体的な実践方法を整理したものである。本ガイダンスノートは、

8つの分野別ガイダンスノートと併せて活用することにより、JICA職員ならびに国際協力に携わる関

係者が、案件形成から実施に至る各段階において障害主流化に取り組むための実務的な指針となるこ

とを意図している。 

本ガイダンスノートの策定にあたっては、JICA人間開発部高等教育・社会保障グループ社会保障チ

ームが示す障害主流化の方針と整合を図りつつ、同チームとの継続的な協議を通じて内容の検討を行

い、策定を進めた。 

また、本ガイダンスノートは、障害主流化は障害者のみを対象とする取組ではなく、多様な人々を

包摂し、事業全体の効果と持続性を高めるための重要なアプローチであるとの認識に基づいている。

さらに、障害主流化のプロセスにおいて不可欠な要素である「障害当事者の参画」を重視し、その意

義を明確に示すとともに、実務において活用可能な具体的な実践方法を整理した。共通ガイダンスノ

ートの構成は、表 1-3に示すとおりである。 

表 1-3 共通ガイダンスノートの構成 

1. JICAの障害主流化に関する基本方針  

(1) 障害主流化とは 

(2) 基本方針 

(3) 原則 

(4) 留意点 

2. 事業における障害主流化の実践 

(1) 障害主流化の 4つの取組 

(2) 事業サイクルにおける基本プロセス  

3 事業スキームごとの基本プロセスとポイント 

4. 障害主流化の実践の具体的方法 

(1) 障害当事者の参画の方法 

(2) 障害当事者の参画の形態 

(3) 基礎的環境整備と合理的配慮 

(4) 情報保障とアクセシブルフォーマットでの情

報提供 

(5) インクルーシブなイベント（会議、セミナー、

研修等）の実施 

用語解説 

出所：調査チーム 
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1.4 用語解説 

本報告書で用いる主要な用語の定義を以下に示す。なお、本報告書では、法令表記に基づき、引用

部分を除いて「障害」で統一する。 

用語 定義 

アクセシビリティ 障害者が他の人と平等に施設やサービスを利用できるよう保障することを意

味する。これには、物理的な空間、交通機関、情報やコミュニケーション（情

報通信技術やシステムを含む）、そして一般に公開されているその他の施設や

サービスへのアクセスが含まれる（障害者権利条約第 9条）。 

インクルージョン 多様性を前提に排他的な環境を取り除き必要な改変（合理的配慮の提供を含

む）を行うこと。 

基礎的環境整備 個別具体的な「合理的配慮」の基礎として、建築物や製品、制度や事業が利用

者の機能的な多様性を踏まえ設計・運営されること。いわゆるインクルーシ

ブでアクセシブルな環境・製品・制度・事業の整備を意味する。 

合理的配慮の提供 障害者から「社会の中にあるバリア（障壁）を取り除くために何らかの対応が

必要」との意思が伝えられたときに、行政機関や事業者等が、負担が重すぎな

い範囲で必要かつ合理的な対応を行うことを意味する。 

「合理的配慮」の内容は、障害特性やそれぞれの場面・状況に応じて異なる。

事業者は、主な障害特性や合理的配慮の具体例などをあらかじめ確認した上

で、個々の場面で柔軟に対応することが求められる。その際に重要なのは、障

害者と事業者とが対話を重ね、共に解決策を検討・形成していく建設的対話

である。 

障害 障害者権利条約（CRPD）では、障害とは次のように説明されている。 

「機能障害（impairments）を有する者とこれらの者に対する態度及び環境

による障壁との間の相互作用であって、これらの者が他の者との平等を基礎

として社会に完全かつ効果的に参加することを妨げるものによって生ずる」  

すなわち、障害は、心身機能に障害のある人々の社会参加を困難にしている

事物、制度、慣行、観念など、様々な社会的障壁によって生み出されるもので

ある。 

JICAでは、上記条約の定義を踏まえ、社会参加の制約そのものを障害と捉え

ている。すなわち、障害の原因は機能障害などの多様性を考慮しない社会や

環境の障壁にあるとする「障害の社会モデル」の考え方に基づいている。 

障害の医療モデルと 

社会モデル 

医療モデル（個人モデル）とは、障害が発生している原因は障害者個人の機能

が制限されていることであると考え、個人の機能回復を優先的な解決事項と

したモデル。 

障害の社会モデルとは、障害者とみなされる人々に対する社会的排除や社会

参加の制約そのものを障害と捉え、その原因は人の多様性を考慮しない社会

にあるとする考え方を基盤としている。障害の社会モデルでは、物理的な障

壁や障害者を受け入れない人々の態度、さらに機能障害を理由に国家資格の

取得を制限する欠格条項制度のような排他的な要因を解消し、社会を改革す

ることを優先的な解決の取組としている。 

障害細分化データ 性別や年齢別のデータと同様に、障害の有無や機能障害別等のデータを意味

する。 
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用語 定義 

障害当事者団体 障害者自身が主導し、構成員の過半数が障害当事者である団体のこと。これ

らの団体は、団体の意思決定において、障害当事者が中心的な役割を果たし

ており、障害者の権利擁護、政策提言、社会参加の促進などを目的として活動

する。 

障壁 機能障害のある人が社会に完全かつ効果的に参加することを妨げる、制度的、

物理的、情報面、意識上の要因。本報告書では障壁を以下の 4 種類で整理し

ている。 

 制度的障壁：教育、雇用、医療、司法、交通などの制度に平等にアクセス

できないような法律や制度、またはそれらの不備・運用の問題 

 物理的障壁：段差など、車いす利用者等の移動を妨げる建物構造や、介助

者等の人的支援の不足など 

 情報面の障壁：情報が点字、音声、手話、分かりやすい言葉などで提供さ

れないことで、情報にアクセスできない状況 

 態度や意識上の障壁：障害者に対する偏見、誤解、無理解、社会的慣行・

信念など、これらの障壁は広範囲にわたり存在し、他の障壁に対処する意

欲を低下させる可能性がある 

出所： [3] [4]等を基に調査チーム作成 
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 教育分野における障害主流化 

2.1 ガイダンスノートが対象とする主な取組領域と活動 

教育分野の JICAグローバル・アジェンダ（課題別事業戦略、以下 JGA）では、「誰ひとり取り残さ

ない教育の改善クラスター」が設定されており、その中で教育協力事業における障害主流化及びマイ

ノリティ配慮の方針が示されている [1]。障害については、「障害児の『学びの保障』の実現を目的に、

対象国の構想・戦略とイニシアティブを尊重しつつ、これまでの知見と経験を最大限に活用し、『障

害主流化』アプローチに基づいて、対象国のインクルーシブ教育の実現と障害児の将来的な自立と社

会参加に貢献する」とされている。この方針を受け、すべての教育協力事業において合理的配慮と基

礎的環境整備の要素を取り入れることが求められている [1]。 

上記を踏まえ、教育分野のガイダンスノートでは、JICAの優先取組課題に基づく他の教育分野 JGA

クラスターの方針に沿って、以下の 3つの小分野を主な取組領域とする。なお、本章で扱う技術教育・

職業訓練は、前期中等教育後の進路となっている公的職業訓練機関を対象として実施する案件を想定

する。 

• 基礎教育（教科書・教材開発を中心とした学びの改善クラスター、コミュニティ協働型教育

改善クラスター）：子どもの学びの改善、教科書・教材開発、コミュニティ協働・学校運営

改善など 

• 高等教育（拠点大学強化クラスター） 

• 技術教育・職業訓練 

2.2 障害の視点から見る教育分野の基本的理解 

本項において、障害のある学習者に対する教育を取り巻く状況や基本事項について説明する。 

2.2.1 障害のある学習者1の教育形態に関する議論 

図 2-1は、障害者権利条約（CRPD）をもとに、障害のある学習者の教育形態を示した図である。障

害者を教育から排除する「排除（エクスクルージョン）」、教育の場を分ける「分離（セグリゲーシ

ョン）」、場は一緒にするが個々のニーズに応じた教育ではなく画一的な教育に障害者を合わせよう

とする「統合（インテグレーション）」、そして障害者を含め学習者の多様性を尊重する「包摂（イ

ンクルージョン）」に分けられる。 

 
1 本章では、初等教育から高等教育、技術教育・職業訓練で学ぶ児童生徒及び学生を対象としていることから、児童生

徒及び学生を指す場合は「学習者」と表記する。 
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出所： [2] を基に調査チーム作成 

図 2-1 障害のある学習者の教育形態 

元来、1959年にデンマークでバンク-ミケルセンが提唱した「ノーマライゼーション」という概念が

浸透し、それまで「排除（エクスクルージョン）」や「分離（セグリゲーション）」であった障害の

ある学習者への教育が、「統合（インテグレーション）」として具現化されることになった。しかし、

「統合（インテグレーション）」は学ぶ場を同じにするだけで、個々の教育的ニーズには対応してい

ないことから、1994年の「サラマンカ声明」において、「インクルーシブ教育」の概念が明記された。

同声明には、「特別な教育的ニーズを持つ子どもたちは、彼らのニーズに合致できる児童中心の教育

学の枠内で調整する、通常の学校にアクセスしなければならず、このインクルーシブ志向をもつ通常

の学校こそ、（中略）インクルーシブ社会を築き上げ、万人のための教育を達成する最も効果的な手

段 [3]」との記載があり、すべての子どもたちが地域の学校に通い、学校において個々のニーズに応じ

た教育を提供することの重要性が強調されている。嶺井（2021）によると、1992年前後から国際社会

において統合教育からインクルーシブ教育への転換を目指す動きが見られ始め、次第にその理念が広

く共有されるようになっていった [4]。なお、障害主流化においても、「障害者」と「障害のない人」

という二元論で捉えるのではなく、社会には多様な人々が存在するという前提に立ち、排除をなくし

ていく取組が重要である。 

教育開発の観点から見ると、1990年の「万人のための教育世界会議」において、基礎教育が基本的

な人権であることが国際社会によって再認識された。会議では、基礎的な学習ニーズを満たすために、

女子や教育の機会が与えられていない人々に対して教育の機会を提供することが目的として掲げられ

た。その後、各国の就学率に改善が見られるなか、「ラスト 5％、10％」と呼ばれる、依然として就学

が困難な状況にある学習者への就学機会の確保が着目されるようになった [5]。その後の障害者権利

条約（CRPD）の採択や、後述するインチョン宣言、教育におけるインクルージョンと公平に関する国

排除：エクスクルージョン 分離：セグリゲーション

統合：インテグレーション 包摂：インクルージョン
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際フォーラム等に見られるように、インクルーシブ教育の推進に向けた国際的な動きが活発になって

きている。 

2.2.2 教育分野における障害主流化とインクルーシブ教育 

本報告書において、教育分野における障害主流化は、「JICAの教育分野の事業から障害のある学習

者が取り残されないための取組」と定義する。主流化（メインストリーミング）は、アメリカにおけ

る公民権運動による人種差別撤廃運動をもとに、障害のある学習者も含む多様な学習者の教育機会を

保障することから出てきた考え方である [6]。アメリカでは、このメインストリーミングの流れを受

けて、1990年に障害者教育法が制定され、1997年と 2004年の 2度の改正を経て、「できる限り制約

の少ない環境において2」、無料の適切な公教育を提供し、保護者や教員などから成る個別教育プログ

ラム（Individualized Education Program: IEP）チームが学習者一人ひとりの教育ニーズに応じた IEPを

策定することを義務付けている [7]。 

障害者権利条約（CRPD）一般的意見 4号3では、インクルーシブ教育について、第 10項に以下のと

おり記載されている [8]。 

10.インクルーシブ教育は、以下のように理解される。 

 （a）すべての学習者の基本的人権。特に、教育は個々の学習者の権利であり、児童の場合、親や養

育者の権利ではない。この点において、親の責任は児童の権利に従属する。 

 （b）すべての生徒の福祉を重視し、彼らの固有の尊厳と自律を尊重し、個人のニーズと、効果的に

社会に参加し、貢献する能力を認めるという原則。 

 （c）他の人権を実現する一手段。障害のある人が貧困から脱し、地域社会に完全に参加する手段を

得、搾取から保護されることを可能にするために主要な手段。また、インクルーシブな社会を実現す

るために主要な手段。 

 （d）教育を受ける権利を妨げる障壁の撤廃に対する継続的かつ積極的なコミットメントのプロセ

スの結果で、すべての生徒に配慮し、効果的にインクルージョンするために、通常学校の文化、方針

及び実践を変革することを伴う。 

また、国連児童基金（UNICEF）は以下のように説明している [9]。 

すべての児童生徒を包含し、彼らが誰であろうと、また彼らの能力や要求が何であろうと、彼らが学

ぶことを歓迎し、支援する教育システム。これは、授業やカリキュラム、校舎、教室、遊び場、学校

への交通手段、トイレなどが、すべてのレベルのすべての子どもにとって適切であることを確認する

ことを意味する。インクルーシブ教育とは、すべての子どもたちが同じ学校で共に学ぶことを意味す

る。 

 
2 原文では、「in the least restrictive environment」となっており、最大限可能な限り障害のない学習者と同じ環境におい

て学ぶことが規定されている。 
3 締約国の解釈が課題となる重要条文について国連障害者権利委員会が策定する公式文書。条約の解説や実現のための

具体的方法等が記載されている。2016年 8月に、「インクルーシブ教育を受ける権利に関する一般的意見第 4号」が

採択された。インクルーシブ教育に関する見解を別添資料 1に引用する。 
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障害主流化が、障害視点を前提としている一方、インクルーシブ教育は、能力や民族の違い、障害

などに関わらず、すべての児童生徒に平等な機会を提供するアプローチである。 

本報告書においては、すべての学習者が共に学ぶインクルーシブ教育を前提としつつ、障害のある

学習者がほかの学習者とともに学ぶための具体的方策を記述する。 

2.2.3 教育における差別の禁止と合理的配慮 

障害者権利条約（CRPD）では、障害に基づく差別を禁止している。教育分野においては、障害を理

由とした入学拒否、視覚障害者がほかの学習者と同様の試験を受けさせられること等が差別として挙

げられる。同様に、合理的配慮の否定も差別に含まれる。教育における合理的配慮は、障害のある学

習者がほかの学習者と平等に教育を受ける権利を確保するために、教育機関が個別に必要となる変更

や調整を行うことである。教育機関は、原則として本人または代理人からの申し出があった場合に、

障害のある学習者の状況を把握し、合理的配慮の内容について本人や保護者と合意の上、必要な合理

的配慮を提供することが求められる。日本の具体的な合理的配慮の例について、「2.6教育分野におけ

る障害主流化に向けた対策と取組」において詳述する。 

2.3 障害の視点から見る教育分野の問題 

2.3.1 障害のある学習者の教育へのアクセスが制限されている（就学率が低い） 

障害のある学習者の就学率は、障害のない学習者と比較して低い水準にとどまっている。国連の「障

害と開発レポート 2024」 [10]によると、35 か国/地域において、10 歳から 17 歳の障害のある子ども

の 7％が一度も学校に通ったことがないのに対し、同じ年齢の障害のない子どもは 5％であった。ま

た、初等教育段階における障害のある女子の不就学率は 11％、男子は 10％と大きな差は見られなかっ

たものの、前期中等教育段階では、障害のある女子の不就学率が 20％、男子が 14％と、教育段階が進

むにつれてジェンダー格差が拡大する傾向が示されている。さらに、前期中等教育年齢の障害のある

学習者の 16％、後期中等教育年齢では 32％が不就学であり、教育段階が進むにつれて就学率が低下し

ている。 

また、障害のある学習者の修了率の低さも問題として挙げられる。国連の「障害と開発レポート 2024」 

[10]によると、24 か国/地域において、初等教育修了率は、障害のない学習者が 75％だったのに対し、

障害のある学習者は 69%であった。UNICEFの報告書 [11]においても、障害のある学習者は留年した

りドロップアウトしたりするリスクが高くなると指摘されている。就学率と同様に、教育段階が進む

につれて、修了率は低くなる傾向にある。上記国連のレポートによると、30か国/地域において、障害

のない学習者の 16％が高等教育を修了したのに対し、障害のある学習者は 6％であった。特に、学習

障害や知的障害のある学習者の場合、学年が上がるにつれて学習速度についていくことが難しくなり、

ドロップアウトに至るケースが多く見られる。 
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2.3.2 障害のある学習者がニーズに応じた質の高い学びを享受できていない 

アクセスの問題を克服し、入学できたとしても、質の面での課題がある。 

学力を見てみると、障害のある学習者が基本的な読解力や計算力を身に付けることができる可能性

は障害のない学習者に比べて 42％低いとされている [12]。UNICEFは、ヨーロッパと中央アジアにお

いて、障害のある学習者は学校に通っているものの、時代遅れのカリキュラムや学習、生活や仕事に

必要な知識や技能を身につけさせない教育方法の結果として、障害の有無に関わらず多くの子どもた

ちが学習面で遅れをとっていると指摘している [13]。さらに、同報告書において、多くのメインスト

リーム校は、障害のある学習者に対応する準備が十分ではなく、教師は必要な教育を提供するための

スキルや時間がなく、教師への支援も不足しているとの指摘もあり、障害のある学習者は、学校に通

っていたとしても、適切な指導を受けることができていない。 

2.3.3 障害のある学習者が一般の教育制度から排除されている 

就学できたとしても、本人や保護者の希望にかかわらず一般の教育制度から排除され、障害のない

学習者と分離された環境でしか学べない場合もある [14]。国連の報告書によると、障害のある学習者

に対する教育の権利を保障する法律がある国は 87％に及ぶ一方で、インクルーシブ教育を法的に保障

している国は 17％にとどまっている [10]。 

これは、特別支援学校など障害のある学習者のための教育の場が整備されている国に見られがちな

状況であり4、すべての学習者が共に学べるインクルーシブ教育を推進するための仕組みや環境づくり

が求められている。 

2.4 教育分野における障害主流化の重要性 

教育を受ける権利は基本的人権であり、その基本的人権を保障することは、国際社会の最重要課題

のひとつと言える。教育分野における障害主流化は、障害のある学習者が社会を構成する一員として

不可欠な資質を身につけるだけでなく、個性や能力を伸ばし、個々の可能性を広げ、自らの意思で人

生を選択できるようにするために必要不可欠である。また、卒業後に経済活動や労働市場に参加し、

地域社会の一員として障害者が活躍するための準備段階としても、教育は重要な役割を担っている。 

2.4.1 持続可能な開発目標（SDGs）達成への貢献 

SDGs のゴール 4 において「すべての人々への包摂的かつ公正な質の高い教育を提供し、生涯学習

の機会を促進する」が掲げられており、障害の有無や国・地域の違い、貧困の有無などに関わらず、

質の高い教育をすべての人に提供することが目標とされている。障害に関連する教育分野のターゲッ

トは以下のとおりである [15]。 

 
4 国立特別支援教育総合研究所の資料によると、障害者権利条約（CRPD）締結国の条約の履行状況に関して障害者権利

委員会が提出する総括所見において、日本をはじめ韓国やドイツが分離された環境で教育を受けている状況について勧

告を受けている [40]。 
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〔ターゲット4.3〕 2030年までに、教育におけるジェンダー格差を無くし、障害者、先住民及び脆弱な立場にある子

どもなど、脆弱層があらゆるレベルの教育や職業訓練に平等にアクセスできるようにする。 

〔指標4.5.1〕  詳細集計可能な、本リストに記載された全ての教育指数のための、パリティ指数(女性/男性、地

方/都市、富の五分位数の底/トップ、またその他に、障害状況、先住民、紛争の影響を受けた者

等の利用可能なデータ) 

 

〔ターゲット4. a〕 子ども、障害及びジェンダーに配慮した教育施設を構築・改良し、全ての人々に安全で非暴力

的、包摂的、効果的な学習環境を提供できるようにする。 

〔指標4.a.1〕  基礎的サービスを提供している学校の割合（サービスの種類別） 

(a)電気 

(d)障害を持っている学生のための適切な施設や道具 

(e)基本的な飲料水 

(f)男女別の基本的なトイレ 

(g)基本的な手洗い場（WASH指標の定義別） 

SDGs で定められた教育分野の目標に基づき、「インチョン宣言－2030 年に向けた教育：包括的か

つ公平な質の高い教育及び万人のための生涯学習に向けて」が 2015年 5月に、「教育 2030行動枠組

み－万人のためのインクルーシブ、公平、質の高い教育と生涯学習に向けて－」（教育 2030アジェン

ダ）が 2015年 11月に採択された。SDGsゴール 4の達成を目指し、「アクセス」、「インクルージョ

ン」、「公平性」、「男女平等」、「生涯学習」を 2030年の新たな教育開発ビジョンとして設定し、

質の高い生涯学習を保障することなどを示している [16]。 

2.4.2 障害者権利条約（CRPD）の履行 

締約国が障害者権利条約（CRPD）を履行する上で、教育分野における障害主流化の取組は不可欠で

ある。第 24条「教育」が最も関連する条項が多いが、加えて関係者の理解促進も重要となるため、締

結国に求められる関連条項を以下に抜粋する。 

第4条 一般的義務 

「障害者と共に行動する専門家及び職員に対する当該権利に関する研修を促進すること」 

第6条 障害のある女子 

「障害のある女子が複合的な差別を受けていることを認識するものとし、この点に関し、障害のある女子が全ての人

権及び基本的自由を完全かつ平等に享有することを確保するための措置をとる」 

第8条 意識の向上 

「障害者の技能、長所及び能力並びに職場及び労働市場に対する障害者の貢献についての認識を促進すること」 

「教育制度の全ての段階（幼年期からの全ての児童に対する教育制度を含む。）において、障害者の権利を尊重

する態度を育成すること」 

第24条 教育 

 「教育についての障害者の権利を認め、この権利を差別なしに、かつ、機会の均等を基礎として実現するため、あら

ゆる段階におけるインクルーシブな教育制度及び生涯学習を確保すること」 

「障害者が障害に基づいて一般的な教育制度から排除されないこと及び障害のある児童が障害に基づいて無償のか
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つ義務的な初等教育から又は中等教育から排除されないこと」 

「締約国は、障害者が、差別なしに、かつ、他の者との平等を基礎として高等教育一般、職業訓練、成人教育及び

生涯学習の機会を与えられることを確保する。このため、締約国は、合理的配慮が障害者に提供されることを確保す

る」 

第27条 労働及び雇用 

「障害者が技術及び職業の指導に関する一般的な計画、職業紹介サービス並びに職業訓練及び継続的な訓練を

利用する効果的な機会を有することを可能とすること」 

2.4.3 JICAグローバル・アジェンダ（JGA）達成への貢献 

教育分野の JGAは、「質の高い教育の提供を可能にすることで、人々が自らの才能と能力を十分に

伸ばし、尊厳をもって生きることができる社会の基盤を築き、ひいては持続可能な社会経済開発を推

進」することを目的とし、以下 4つのクラスター事業戦略を設定している。 

 教科書・教材開発を中心とした学びの改善クラスター 

 コミュニティ協働型教育改善クラスター 

 誰ひとり取り残さない教育改善クラスター 

 拠点大学強化クラスター 

「誰ひとり取り残さない教育改善クラスター」では、「ジェンダー、障害、不就学、紛争影響、言

語・社会・文化・地理的な隔たり等によって、こうした教育を受ける機会から取り残されないよう、

その一人ひとりの教育ニーズを満たす取り組みを加速させること」を目的に、「子ども一人ひとりの

特有なニーズに応じた教育の機会提供を強化する」ような開発協力を展開している。特に、対象とな

る脆弱層の子どもを①ジェンダー、②障害、③不就学、④紛争影響、⑤言語・社会・文化・地理的な

隔離に分けており、これら脆弱層の子どもを対象とした事業実施のほか、その他クラスターの事業に

脆弱層の子どもを主流化するアプローチもとっている。 

技術教育・職業訓練については、クラスターにはなっていないものの、JGAでは教育と産業界を結

ぶ重要な分野と位置付け、若年層の雇用に結びつけることを目的としている。また、SDGs のターゲ

ット 4.5に言及しつつ、「女子、障害児、難民等、取り残された子どもへの教育機会の提供も、引き続

き重要な課題であることから、日本/JICAの強み、経験に応じた協力アプローチを設定する」としてい

る。しかしながら、JICAの教育協力事業においては、様々な場面で障害のある学習者が排除される可

能性がある。例えば、学校建設の案件で障害者が利用しやすい施設になっていない、教科書改訂案件

で点字教科書や電子教科書等の多様な形態が準備されない、教員養成校の案件で障害のある学習者に

関する講義や実習が含まれない、などの状況が考えられる。「誰ひとり取り残さない教育改善クラス

ター」のもとで、障害児を主な対象とした協力が検討・実施される一方、教育から取り残されている

学習者に教育機会を提供していくには、すべての事業において障害主流化を進めていくことが必要不

可欠である。 
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2.4.4 その他の国際動向 

 「インチョン宣言―2030 年に向けた教育：包括的かつ公平な質の高い教育及び万人のため

の生涯学習に向けて」の採択 

2015年に採択された「インチョン宣言－2030年に向けた教育：包括的かつ公平な質の高い教育及び

万人のための生涯学習に向けて」は、2030年までにすべての人が包摂的、公正で質の高い教育を受け、

生涯学習の機会を促進することを目指している。「誰も取り残されないことを確実にするために、必

要な教育政策の修正をし、最も不利な立場にいる人々や、特に障害を持つ人々に注力することを約束

する」 [17]というビジョンが掲げられている。インチョン宣言は、同年に策定された SDGsのゴール

4として統合されている。 

 「教育におけるインクルージョンと公平に関する国際フォーラム」の開催 

国連教育科学文化機関（UNESCO）は、「教育 2030アジェンダ」の実現に向けて、パートナー機関

と連携しながら、その推進と調整の中核的な役割を担っている。特に、上記インチョン宣言において

は、UNESCOが教育分野における国際的なリーダーシップを発揮し、SDGsゴール 4の達成に向けた

グローバルな枠組みの形成と実施を主導することが明示されている。 

2019年には「教育におけるインクルージョンと公平に関する国際フォーラム」をコロンビアのカリ

で開催した。このフォーラムは、教育政策立案者、教育実務者、市民社会組織、NGO、国連機関、開

発パートナー、そして民間セクターの間で、教育におけるインクルージョンの強化に向けた共通理解

とコミットメントを構築することを目的とし、40か国以上から関係者が参加した。ここで署名された

「カリ・コミットメント」は、インクルージョンを強化するために以下の対策を国レベル、地域レベ

ルで行うとしている。 

表 2-1 「教育におけるインクルージョンと公平に関する国際フォーラム」で合意された 

インクルージョンを強化するための対策 

立法と政策立案 分野横断的なアプローチを採用する。 

教育法、政策、計画において誰もが質の高いインクルーシブな学習機会にアク

セスできるようにする。 

意思決定者の役割と

責任 

すべてのシステムレベル、すべての部門にわたって、質の高い、インクルーシ

ブで公平な学習機会へのアクセスを確保するための責任を負う。 

教育課程 文化、芸術、スポーツを含む幅広いものでなければならず、教育実践は言語、

文化の多様性を取り入れたものでなくてはならない。 

学習環境 安全で、あらゆる形態の暴力がなく、すべての人が学習成果を保障されるよう

な環境を作る。 

ICT（情報通信技術）の

導入 

すべての学習者にとって使用しやすいものとする。 

関係者の理解 教育関係者や政策立案者は障害、移民・難民、ジェンダーなどの多様性に対し、

必要な価値観と態度、正しい理解を持つ。 

データとエビデンス

の重要性 

データとエビデンスに基づいたモニタリングを行う。 

資金調達 政府は適切な資金調達を支援し、資金が公平で効果的に使用されるようにする。 
出所： [18]を基に調査チーム作成 
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2.5 教育分野において障害者のアクセスと参画を阻む障壁 

2.3で述べた障害の視点から見た教育分野の問題を踏まえ、これらの問題を引き起こす要因として、

障害者を取り巻く障壁を表 2-2に例示する。 

表 2-2 教育における障害のある学習者を取り巻く障壁 

障壁 具体例 

制度的障壁： 

教育制度、カリキュラ

ム、学習活動 

• 主要な利害関係者（関連政府省庁（教育、雇用、建物、公共交通機関の責任

者を含む）、社会的パートナー及び障害者の代表を含む市民社会）との協議

をもとに政策や戦略が策定されていない。 

• 障害のある学習者に教育を提供する法律や政策はあるが、インクルーシブ教

育の戦略や計画が策定されていない。 

• 評価基準がすべての学習者の多様なニーズを満たしていない。 

• 教員の知識や理解、技術の不足により、学習者の多様なニーズに応じた学級

運営や授業が提供されない。 

物理的障壁： 

階段や段差、施設の設

備面及び人的資源の

不足 

• 教育機関の建物にスロープや使いやすいトイレが設置されておらず、車いす

利用者や身体障害のある学習者が通学できない。 

• 学校までの道のりが遠く、悪路であるために、車いす利用者や身体障害のあ

る学習者が通学できない。 

• 視覚障害のある学習者が教室や廊下等を自力で移動することが難しい。 

• 障害のある学習者をサポートできる支援スタッフの不足により、ほかの学習

者と同等に学ぶことができない。 

• 実験室の机や機材の高さや配置が配慮されておらず、車いす利用者や身体障

害のある学習者が実験に参加できない。 

情報面の障壁： 

様々な障害や特性に

配慮した情報保障の

欠如 

• 聴覚障害のある学習者に対し、手話通訳が配置できず情報格差が生じる。 

• 視覚障害のある学習者に対し、点字教材や拡大された教材がなく情報格差

が生じる。 

• 文字の読み書きに課題のある学習者に対し、タブレット等の ICT 機器が提

供できず、情報格差が生じる。 

• 実験の授業や研究活動において、機器の使用に関する説明が視覚・聴覚的

に配慮されていない。 

• 平易な言葉や適切なスピードでの情報提供ができていない。 

意識上の障壁： 

障害者に対する思い

込みや偏見 

• 障害のある学習者は学ぶことができないという考え、外見に対する偏見等

が教育関係者やクラスメート、保護者、地域住民の間にあるために、教育へ

のアクセスが妨げられたり、ドロップアウトにつながったりしている。 

• 障害者が就労することへの偏見、差別から、技術教育・職業訓練を受けるこ

とができない。 
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• 障害のある学生は高等教育で学ぶ意味がないという考えのために、高等教

育へのアクセスが妨げられ、入学後も合理的配慮を受けられなかったりほ

かの学生から差別を受けたりする。 

• 特に障害のある女性は、学校内外でいじめやジェンダーに基づく暴力を経

験しがちである。 

出所： [19] [20] [21] [22]を基に調査チーム作成 

2.6 教育分野における障害主流化に向けた対策と取組 

2.6.1 障壁に対する取組 

2.5で述べた障壁を取り除くための取組の例を表 2-3にまとめる。 

表 2-3 障壁に対する取組の例 

障壁 取組の例 

制度的障壁： 

教育制度、カリキュ

ラム、学習活動 

• 国勢調査やアンケート調査を通じた障害細分化データの収集とデータに基づ

いた教育政策の策定とその確実な実施5 

• インクルーシブ教育推進のための予算確保6 

• 教育政策や制度設計の過程における障害当事者や保護者の参加 

• 教育機関の方針や計画に障害のある学習者への対応や差別禁止事項を明記 

• テストや試験の際の合理的配慮の提供 

• カリキュラムの達成目標や評価方法の柔軟性の担保 

• 障害のある学習者の指導に関する教員研修の実施 

• 教員養成課程における障害のある学習者の指導に関する項目の導入 

物理的障壁： 

階段や段差、施設の

設備面及び人的資源

の不足 

• 教育機関の建物のすべてのスペースへのアクセスを確保するため、滑りにく

い廊下、階段やスロープ、エレベーターの設置 

• 車いすでも十分に通れるドア幅の確保 

• 廊下や階段への手すりの設置 

• スクールバス等の通学手段の提供/支援 

• 誰もが利用しやすいトイレの設置 

• 支援者の配置（通学時・学習時など） 

情報面の障壁： 

様々な障害や特性に

配慮した情報保障の

欠如 

• 視覚障害のある学習者のための音声形式の情報提供の準備 

• 電子教材、スクリーンリーダー、点字教材、拡大読書器などの教材教具の準備 

• 聴覚障害のある学習者のための文字媒体の教材の準備 

• 手話通訳の配置 

• 言語障害のある学習者のための、書面やコミュニケーションボード等の代替

コミュニケーションの準備 

• 認知に特性のある学習者のための、視覚的にわかりやすい配布物や分かりや

すい言葉等による情報提供 

 
5 ワシントン・グループの短縮質問紙セットや子ども用の機能モジュールがデータ収集のツールとして活用可能であ

る。https://www.washingtongroup-disability.com/question-sets/wg-short-set-on-functioning-wg-ss/  
6 障害のある学習者は障害のない学習者に比べて 2～2.5倍の経済的支援を必要としており、アメリカ、カナダ、セル

ビア等がこのモデルを用いて予算を決定している [23]。 

https://www.washingtongroup-disability.com/question-sets/wg-short-set-on-functioning-wg-ss/
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障壁 取組の例 

• 教育機関の建物のすべてのスペースに、イラストやピクトグラムでの案内を

追加 

意識上の障壁： 

障害者に対する思い

込みや偏見 

• 職員、保護者、地域住民に対し、障害理解を深める研修の実施 

• 学習者同士で助け合うピアサポート体制の導入 

出所： [23] [19]を基に調査チーム作成 

2.6.2 学びのユニバーサルデザイン（Universal Design for Learning: UDL） 

障害のある学習者がほかの学習者と同じ場で学ぶ際、画一的な授業や学級運営ではなく、学習者の

さまざまなニーズに対応できるカリキュラムや教授法が必要となる。通常学級での従来の教え方に障

害のある学習者が適応できるようにするのではなく、教え方そのものを変えていくために、すべての

学習者にとってなにが「障害」となっているのかという視点に基づいた考え方が UDL である。UDL

は、アメリカの非営利団体である Center for Applied Special Technology（CAST）によって提唱され、障

害の有無にかかわらず、すべての学習者の学びを支援するために、柔軟な教材や指導方法の枠組みを

教育者向けに提案している。CASTは、脳科学の研究を基に以下の3つのUDL原則を示している [24]。 

表 2-4 UDLの原則と具体例 

UDL原則 学びの視点 具体例 

原則 I： 

提示のための多様な

方法の提供 

（学びの“what”／“何

を”学ぶか） 

学習内容や教師から伝える必要

のある情報を、すべての学習者

が理解できるよう、提示のため

のオプションを提供する 

• 印刷教材だけでなくデジタル教材を活用

する 

• 図や表の記号に文章による説明を加える 

• 順序性のあるプロセスを段階ごとに分か

りやすく示す 

原則 II：行動と表出の

ための多様な方法の

提供 

（学びの“how”／“ど

のように”学ぶか） 

学習の進め方や自己表現、発表

の手立てのオプションを複数提

供する 

• マウス以外でキーボードを操作できるよ

うにする 

• 音声入力ソフトや電卓等を活用して課題

に取り組めるようにする 

原則 III：取組のための

多様な方法の提供 

（学びの“why”／”な

ぜ”学ぶのか） 

学習への取組方法について、多

様なオプションを提供する 

• 課題の難しさのレベルや課題に使うツー

ルを複数提示して自分で選択できるよう

にする 

• 学級の決まったルーティンを作る 

• 気持ちを落ち着かせるスペースや個別学

習できるスペースを準備する 

出所： [24]を基に調査チーム作成 

2.6.3 日本での取組事例―基礎的環境整備と合理的配慮 

2012年 7月に示された「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支

援教育の推進（報告）」（中央教育審議会初等中等教育分科会）において、「障害のある子どもが十

分に教育を受けられるための合理的配慮及びその基礎となる環境整備」という考え方が示されている。
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基礎的環境整備は合理的配慮の基礎となるもので、国、都道府県、市町村が行い、合理的配慮は個々

の特性に応じて学校の設置者及び学校が提供するという整理がされた。 

 

出所： [25]を基に調査チーム作成 

図 2-2 合理的配慮と基礎的環境整備の関係 
 

また、「障害者差別解消法（障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律）」が 2016年 4月か

ら施行され、国・地方公共団体は合理的配慮の提供に法的義務を負っている。民間事業者に対しても、

2024年 4月から合理的配慮の提供が義務付けられた。同法の施行により、学校・園において、障害の

ある児童生徒等の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について、必要かつ

合理的な配慮を提供することが義務付けられている。 

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所では、インクルーシブ教育システム構築支援データベー

ス7（通称インクルDB）を作成しており、全国の幼稚園、小学校、中学校、高校、特別支援学校から

集めた基礎的環境整備や合理的配慮の事例を閲覧することができる。また、各都道府県の教育委員会

や教育センターも合理的配慮の事例集を出している。基礎的環境整備と合理的配慮に関し、具体例を

下表にまとめる。 

表 2-5 基礎的環境整備と合理的配慮の具体例  

基礎的環境整備 • 学校施設の段差を解消する。 

• 点字ブロックや点字看板を設置する。 

• 授業においてデジタル教科書を活用する。 

• 在籍する障害のある学習者への対応を検討する校内委員会を設置する。 

• 障害のある学習者への指導に関する専門性向上のための教員研修を実施する。 

• 専門性のある教員、支援員等を追加で配置する。 

合理的配慮 • 一人ひとりのニーズに応じた点字、手話、情報通信技術（ICT）機器等のコミュ

ニケーション手段を確保する。 

• 聴覚障害の学習者のためにビデオ教材（視聴覚教材）に字幕を挿入する。 

• 漢字の読み書きが苦手な学習者に、書き順のついたワークシートを配布するな

ど、補完的な対応をする。 

• 医療的ケアが必要な学習者のための部屋や設備を確保し、看護師を配置する。 

• 刺激に敏感な学習者が気持ちを落ち着かせる（クールダウンする）ための部屋

を確保する。 

 
7 トップページ | インクルーシブ教育システム構築支援データベース（インクルDB） 

国、都道府県、市町村による環境整備

Aさん
のため
の合理
的配慮

Bさん
のため
の合理
的配慮設置者・学校が実施

合理的配慮

合理的配慮の基礎
となる環境整備
（基礎的環境整備）

https://inclusive.nise.go.jp/


全世界（広域）障害主流化セクター別ガイダンスノート作成業務 

業務完了報告書－第 2 章 教育分野における障害主流化 

 

2-13 

• 認知に特性のある学習者のために、口頭による指導だけでなく、板書やメモ等

による情報提示を行う。 

• 聴覚障害の学習者のために音声情報を書きとる支援員（ノートテイカー）を配

置する。 

• 入学試験の際に個々の必要性に応じた配慮を行う（例：手話通訳の配置、回答

用紙の拡大、試験問題の拡大、試験時間延長、座席配慮等）。 

出所： [26] [27]を基に調査チーム作成 

また、日本学生支援機構は、「障害学生に関する紛争の防止・解決等事例集」8を作成しており、毎

年度、全国の大学・短期大学・高等専門学校等から収集した合理的配慮に関する事例を障害種ごとに

まとめている。職業訓練については、厚生労働省が障害者を対象とした訓練校やコースを設置してお

り、その中でも合理的配慮は個々のニーズに応じる必要があることから、基礎的環境整備と合理的配

慮に関する整理が進められている。加えて、「特別な支援」として、集合訓練が難しい参加者の個別

対応も行っている。 

コラム：実習、実験授業における基礎的環境整備と合理的配慮 

JICAは、理数科教育や工学系高等教育の支援を重点的に行っており、協力内容には機材を用いた実習

や実験も含まれる。このような授業における基礎的環境整備と合理的配慮の例を以下に挙げる。 

基礎的環境整備： 

 教室のドア、通路は車いすが移動可能なスペースを考慮する。 

 実験テーブルは昇降可能なものにする。 

 シンクは車いすで操作しやすいよう手前に設置する。 

 配置を自由にするためにテーブルや機器にはキャスターをつける。 

 緊急用シャワーの位置を低くして車いす利用者でも使えるようにする。 

 非常時の警報が視覚的にもわかりやすいよう回転灯で知らせる装置を設置する。 

合理的配慮： 

 野外実習の同行が難しい場合に装着型カメラを用いて映像を見ながら実習に参加する。 

 実験に関し、当事者に分かりやすい追加のマニュアルを用意する。 

 個別の支援者を配置する。 

出所： [28] [29] [30]を基に調査チーム作成 

障害主流化を進める上で、合理的配慮の提供は必要不可欠であるが、各教育機関の基礎的環境整備

の状況に左右されることになり、また、当事者を含めた関係者が合理的配慮提供の過程や内容につい

て正しく理解しておくことが必要となる。実際、教育における合理的配慮の提供には課題もあり、日

本の教育現場における合理的配慮の提供については、以下のような課題があることが指摘されている 

[31] [32]。 

 合理的配慮とプライバシー：合理的配慮のニーズを本人が意思表明することで、障害がある

ことが周囲に露呈するというプライバシーの課題 

 
8 障害学生に関する紛争の防止・解決等事例集 | JASSO 

https://www.jasso.go.jp/statistics/gakusei_shogai_kaiketsu/index.html
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 合理的配慮の適格性判断：発達障害など、目に見えにくい障害や診断されていない場合に合

理的配慮を提供するかどうかという課題 

 配慮を求める側の認識：配慮を求める側がこれまでの経験から、努力しなければならない、

周囲に合わせなければならないと思いこみ、必要な配慮を伝えられないという課題 

2.6.4 他国際援助機関における取組事例 

 世界銀行 教育プロジェクトにおける障害インクルージョンの取組（ガイアナ） 

「ガイアナ教育セクター改善プロジェクト」（2017年～2025年）では、就学前教育、初等教育、前

期中等教育の各段階における教育の質の向上を目指し、障害のある学習者が地域の学校で学べるよう、

以下の 7つの活動が実施された [33]。 

 意思決定と参加：カリキュラム改訂の計画段階に、国家障害委員会等の団体を巻き込む 

 態度の改善：障害のある学習者に対する教員の肯定的な態度を育むための研修を実施する 

 利用しやすさ：教材が障害、性別、文化の多様性に対応したものであることを保障する 

 労働：性別、人種、民族の異なる教員を確保し、障害のある教員が採用されるような措置をとる 

 モニタリング：性別、人種、民族の異なる学習者、障害のある学習者に関する啓発活動に参加し

た教員数を指標とする 

 コンサルテーション：障害者や当事者団体との対話や協議をプロジェクト期間中に実施する 

 知識とエビデンスに基づく政策立案：障害のある学習者が学ぶ学校をプロジェクトの対象校に

選定する 

 Save the Children 教育分野における障害主流化の好事例に関するレポート 

Save the Childrenは、9か国で実施した教育プロジェクトにおいて取り組んだ障害主流化の好事例を

1 冊のレポートにまとめている [34]。コソボの事例では、すでにある特別支援学校をリソースセンタ

ーに、特別支援教室をリソースルームに移行するという政府の方針に沿って、インクルーシブ教育の

推進を支援した。プロジェクトでは、市民社会組織と協力し、以下の活動を実施した。 

 障害のある子どもたちや、ロマ、アシュカリ、エジプシャン9のコミュニティに属する子ども

たちなど、社会から疎外されたグループの子どもたちの就学を促進する。 

 学校を安全で、インクルーシブで、インタラクティブな学習環境に変える。 

 子どもたち、保護者、コミュニティが、自分たちの権利を学校に要求できるようにする。 

具体的には、市町村レベルに教育評価チームを設置し、障害のある子どもの教育ニーズをアセスメ

ントするとともに、障害当事者団体と協働して、子どもの権利に関する保護者向け啓発活動を実施し

た。これらの取組により、教育評価チームメンバーが市町村教育局の人的・物的資源の計画策定に参

 
9 コソボに居住する少数民族。 
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加するようになり、またチームメンバーは試験結果だけではない視点から子どもを評価することがで

きるようになった。また、学習環境についても、インクルーシブ教育や個別教育計画の作成に関する

教員研修が実施され、より子どもが参加しやすい授業となるような工夫がなされた。 

 アジア開発銀行（ADB）高等教育機関におけるアクセシビリティの確保（ソロモン諸島） 

ADBは、ソロモン諸島における「Higher Education in the Pacific Investment Program（Tranche 2）」に

おいて、高等教育格差の解消と、科学、技術、工学分野を含む高等教育への女性の参加促進を目的と

した支援を行った [35]。同プログラムの支援で建設された南太平洋大学の新キャンパスは、女子学生

の安全に配慮したスペースの設計や、障害者がアクセスしやすいトイレや廊下、駐車場を設置するな

ど、障害とジェンダー両面からアクセスに配慮した建物となっている。 

 技術教育・職業訓練における障害配慮（バングラデシュ） 

技術教育・職業訓練に関し、バングラデシュ政府は国際労働機関（ILO）の支援を受けて国家技能開

発政策を策定し、障害者のインクルージョンを推進した。政策には、すべての技術教育・職業訓練機

関に障害者の入学枠 5％を設けること、奨学金や宿泊施設、交通手段を提供すること、アクセシブル

な施設の提供などが規定されている。また、すべての技術教育・職業訓練機関の年間計画や予算、職

員の業績評価に障害者への配慮を盛り込むようにし、成績優秀な校長を表彰したり、雇用につながる

ように雇用主向けの合理的配慮の事例集を作成したりして、障害者の雇用を促進した [36]。 

2.7 教育分野における障害主流化に係る成果指標 

経済協力開発機構（OECD）の教育におけるインクルージョンの指標に関するワーキングペーパー

で示された指標例等をもとに、本ガイダンスノートで活用可能な指標例を以下に示す。 

表 2-6 活動を評価するための指標例  

障壁 評価項目 指標例 

政策 障害のある学習者の教

育、インクルーシブ教育

に関する政策や戦略の有

無 

 障害のある学習者がほかの学習者とともに学べることが

法律や政策に含まれているか 

 学校に関する情報はすべての人が閲覧可能になっている

か 

財政源 障害のある学習者に対す

る予算の確保 

 障害のある学習者に対する予算が国家レベル、地方レベ

ル、学校レベルで確保されているか 

カリキュラム 障害のある学習者にも対

応したカリキュラムの準

備 

 学習者中心のアプローチがとられ、障害のある学習者が

考慮されているか 

 評価方法が柔軟なものとなっているか 

教員研修 多様なニーズに応じた教

え方に関する教員研修の

実施 

 定期的に多様なニーズに応じた教授方法や学級運営に関

する教員研修を実施しているか 

 ICT の活用や支援機器の活用等に関する教員研修を実施

しているか 

 高等教育機関や技術教育・職業訓練機関におけるコース

デザインは多様なニーズに対応できる柔軟性があるか 

教材 教科書や教材の形態  教科書や教材は音声、書籍、電子等の様々な形態で準備

できているか 
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障壁 評価項目 指標例 

外部機関との

連携 

障害のある学習者に関係

する医療機関や福祉機関

との連携 

 医療機関や福祉機関、行政と連携して、障害のある学習

者に対する支援を実施できているか 

学校環境 障害のある学習者が利用

しやすい教育機関の物理

的環境 

障害のある学習者をいじ

めたり差別したりしない

方針 

 障害のある学習者が利用しやすいスロープ、トイレが設

置されているか 

 障害のある学習者を差別しない方針が教育機関の文書に

明記されているか 

 学習者同士で支援し合うようなピアサポート体制を校内

で構築できているか 

個人へのサポ

ート 

合理的配慮が提供できる

体制 

 個々のニーズを聴取し、合理的配慮を提供できるプロセ

スがあるか 

 合理的配慮を提供できているか 
出所： [37] [38] [39]を基に調査チーム作成 

また、成果指標に関しては、事業に応じて以下の観点から設定することができる。 

 障害のある学習者の就学率 

 障害のある学習者が入学や合理的配慮などの意思決定に関わったかどうか 

 障害のある学習者のドロップアウト率 

 障害のある学習者の卒業率・修了率 

 障害のある学習者の就職率 

 障害のある学習者の学位取得率  
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別添資料 1：障害者権利委員会による「インクルーシブ教育を受ける権利に関する一般

的意見第 4号」（2016年）におけるインクルーシブ教育に関する説明の抜粋 [8] 

10. インクルーシブ教育は、以下のように理解される。 

（a）すべての学習者の基本的人権。特に、教育は個々の学習者の権利であり、児童の場合、親や養育者の

権利ではない。この点において、親の責任は児童の権利に従属する。 

（b）すべての生徒の福祉を重視し、彼らの固有の尊厳と自律を尊重し、個人のニーズと、効果的に社会に

参加し、貢献する能力を認めるという原則。 

（c）他の人権を実現する一手段。障害のある人が貧困から脱し、地域社会に完全に参加する手段を得、搾

取から保護されることを可能にするために主要な手段。また、インクルーシブな社会を実現するため

に主要な手段。 

（d）教育を受ける権利を妨げる障壁の撤廃に対する継続的かつ積極的なコミットメントのプロセスの結果

で、すべての生徒に配慮し、効果的にインクルージョンするために、通常学校の文化、方針及び実践

を変革することを伴う。 

11．委員会は、排除、分離、統合及びインクルージョンの違いを認識することの重要性を強調する。排除は、

生徒が直接的または間接的に、何らかの形態の教育を享受する機会を妨げられたり、否定されたりすると

きに発生する。分離は、障害のある生徒の教育が、特定の機能障害やさまざまな機能障害に対応するために

設計され、あるいは使用される別の環境で、障害のない生徒から切り離されて行われるときに発生する。統

合は、障害のある人は既存の主流の教育機関の標準化された要件に適合できるという理解の下に、彼らを

そのような機関に配置するプロセスである。インクルージョンには、対象となる年齢層のすべての生徒に、

公正な参加型の学習体験と、彼らのニーズと選好に最も合致した環境を提供することに貢献するというビ

ジョンを伴った、障壁を克服するための教育内容、指導方法、アプローチ、組織体制及び方略の変更と修正

を具体化した制度改革のプロセスが含まれる。たとえば組織、カリキュラム及び指導・学習方略などの構造

的な変更を伴わずに障害のある生徒を通常学級に配置することは、インクルージョンにならない。さらに、

統合は分離からインクルージョンへの移行を自動的に保障するものではない。 

12．インクルーシブ教育の基本的な特徴は、以下のとおりである。 

（a）「全システム」的アプローチ：教育省は、あらゆる資源が、インクルーシブ教育の推進と、制度的文

化、政策及び実践における必要な変更の導入と定着に投資されることを確保しなければならない。 

（b）「全教育環境」：教室での指導と人間関係、理事会、教員の監督、カウンセリングサービス及び医療、

校外学習・修学旅行、予算配分、障害のある学習者及び障害のない学習者の親とのあらゆるやりとり、

該当する場合は、地域社会や広く一般の人々をも含む、あらゆる段階及びあらゆる分野におけるイン

クルーシブ教育の実現に必要な文化、政策及び実践の導入と定着のためには、教育機関による責任あ

るリーダーシップが不可欠である。 

（c）「全人」的アプローチ：すべての人の学習能力を認め、障害のある学習者を含むすべての学習者へ

の高い期待を確立する。インクルーシブ教育は、さまざまな強み、ニーズおよび学習スタイルに合

わせた柔軟性のあるカリキュラムと指導・学習方法を提供する。このアプローチは、すべての学習
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者がその可能性を実現できるように、支援、合理的配慮及び早期介入を行うことを意味する。教育

活動の計画において焦点となるのは、その内容ではなく、学習者の能力と志である。「全人」的ア

プローチは、適切な支援を伴うアクセシブルな学習環境におけるインクルーシブな教室指導の確保

による教育現場での分離の廃止を目指している。教育システムは、生徒がシステムに適合すること

を期待するのではなく、個別の教育的対応を提供しなければならない。 

（d）教員支援：すべての教員及びその他の職員は、障害のある教員を含むインクルーシブな学習環境を

提供する基本的価値観と能力を得るために必要な教育と研修を受ける。インクルーシブな文化は、

協力、人と人との交流及び問題解決による取り組みを促進する、アクセシブルで支援を受けられる

環境を提供する。 

（e）多様性の尊重と重視：学習コミュニティのすべてのメンバーは平等に歓迎され、障害、人種、皮膚

の色、性別、言語、言語的文化、宗教、政治的及びその他の意見、国籍、種族的出身、先住民であ

ること、あるいは社会的出身、財産、家柄、年齢、その他の地位にかかわらず、多様性を尊重され

なければならない。すべての生徒が、高く評価され、尊重され、受け入れられ、自分の意見に耳を

傾けられていると感じなければならない。また、虐待といじめを予防する効果的な措置を設ける。

インクルージョンには、生徒への個別のアプローチが必要である。 

（f）学習者に優しい環境：インクルーシブな学習環境とは、誰もが安心し、サポートや刺激を受け、自分

の意見を表現できると感じるとともに、前向きな学校コミュニティの構築への生徒の関与が大いに

重視される、アクセシブルな環境である。学習、好ましい人間関係の構築、友情及び受容において

は、ピアグループの存在が認められる。 

（g）効果的な移行：障害のある学習者は、学校での学習から職業及び高等教育、そして最終的には就労

への効果的な移行を確実に行うための支援を受ける。学習者の能力と自信が育まれ、学習者は合理

的配慮を受け、アセスメントと試験の手続きにおいて平等に扱われ、その能力と技能は他の者との

平等を基礎として認定される。 

（h）パートナーシップの認識：教員組合、学生会及び学生連盟、障害者団体、教育委員会、PTA及びそ

の他の機能している学校支援団体は、公式・非公式を問わず、すべて障害に対する理解と知識を増

強することを奨励される。親や養育者及び地域社会の関与は、資源と強みを提供してくれる資産と

見なされる。学習環境とより広範な地域社会との関係は、インクルーシブな社会への道として認識

されなければならない。 

（i）監視：継続的なプロセスとして、インクルーシブ教育は、公式・非公式を問わず、分離も統合も起き

ていないことを確かにするために、定期的に監視され、評価されなければならない。第 33条に従

い、監視には、必要に応じて障害のある児童の親や養育者とともに、児童や集中的な支援を必要と

している人を含む障害のある人の関与を、その代表団体を通じて得るべきである。「持続可能な開

発のための 2030アジェンダ」に合致した方法で、障害インクルーシブな指標が開発され、使用され

なければならない。 
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 保健医療分野における障害主流化 

3.1 ガイダンスノートが対象とする主な取組領域 

JICAグローバル・アジェンダ（課題別事業戦略、以下 JGA）では、保健医療分野においては「平時

からの公衆衛生危機に対する予防・備え・対応の強化を含む各国での保健システム強化を通じ、より

強靱・公平・持続可能なユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）の達成」を目的としている。本

ガイダンスノートはこの目的に沿って、JICA の優先取組課題に基づく JGA クラスターを主な取組領

域とする（表 3-1）。 

表 3-1 保健医療分野のガイダンスノートが対象とする主な取組領域 

JGAクラスター 主な取組領域 

① 保健医療サービス提供強化～

強靭・公平・持続可能な UHC

の達成 

 保健システムを構成する「ガバナンス・リーダーシップ」、「人

材」、「施設・医療機材」、「財政・保健施設マネジメント」、「保

健情報」の強化 

② 感染症対策・検査拠点強化  感染症検査・研究拠点の新増設・拡充、専門人材育成 

 感染者の早期発見・接触者追跡の強化 

 国境水際対策の強化、等 

③ 母子手帳活用を含む質の高い

母子継続ケア強化 

 質の高いサービスを継続して提供する体制の強化 

 母子手帳等母子健康に係る家庭用記録の活用促進 

④ 医療保障制度の強化  医療保障制度の整備・改善：政策・制度への助言、サービス

提供との連携、資金支援 

出所： [1]を基に調査チーム作成 

なお、食育・給食については「栄養の改善」分野ガイダンスノートで扱い、医療保障（医療保険）

以外の年金、雇用保険、労災保険等の社会保険は「社会保障」分野ガイダンスノートで扱うこととす

る。 

3.2 障害の視点から見る保健医療分野の基本的理解 

3.2.1 障害インクルーシブな保健システム 

障害者権利条約（CRPD）第 25条では、締約国は「障害者が障害に基づく差別なしに到達可能な最

高水準の健康を享受する権利を有することを認める」ことが明記されており、これが保健医療分野に

おける障害主流化の根幹となる理念である。 

従来の保健システムでは、障害者を「治療や医学的介入の対象」として捉える医療モデルが中心で

あった。しかし、障害者権利条約（CRPD）に基づく人権モデルでは、障害者を権利を有する主体とし

て位置づけ、保健医療サービスへの平等なアクセスと意思決定への参画を保障することが求められて

いる。 

障害インクルーシブな保健システムとは、障害者が障害のない人と同じ質・範囲・水準の保健サー

ビスを享受でき、個別のニーズに応じた合理的配慮が提供される仕組みである。さらに、障害者がサ

ービス設計や政策決定に参加できる仕組みも重要な要素である。 
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3.2.2 ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）と障害者 

UHCとは、「すべての人が、十分な質の保健医療サービスを、経済的困難をこうむることなく、必

要な時に受けられるようにすること」を指し、この「すべての人」には当然、障害者も含まれる。 

UHCの 3つの次元（対象者、サービス、費用）すべてにおいて、障害者は以下のような特有の課題

に直面している [2]。 

 対象者：医療制度や健康保険制度において十分にカバーされておらず、障害者のニーズを想定

していない制度設計により制度の対象から取り残されている。 

 サービス：障害者はより多くの健康課題を抱えるため保健医療サービスのニーズが高く、さら

にリハビリテーション等の専門サービスが必要であるにもかかわらず、アクセス障壁や医療従

事者の知識・技術不足により適切なサービスを受けられない。 

 費用：医療費に加え、交通費や介助費用などの付加的な費用負担が公的に保障されていない場

合、障害者や家族の経済的負担が増加する。 

世界の 13 億人の障害者が、質の高い保健医療サービスを適時・適切に利用できるようにすること

は、UHCの達成に不可欠である。 

3.2.3 UHCの実現と障害インクルーシブな保健システム 

UHCの理念を現実のものにするためには、障害者が排除されないインクルーシブな仕組みが必要不

可欠である。 

障害インクルーシブな保健システムは、UHCの達成を支える基盤である。障害者のニーズに対応す

ることは、結果的に誰もが利用しやすい、質の高い保健サービスの整備につながり、UHC全体の質と

公平性を高める。 

3.3 障害の視点から見る保健医療分野の問題 

3.3.1 障害者が直面する健康格差 

 健康状態における格差 

障害者は、障害のない人と比較して深刻な健康格差に直面している。これらの格差は以下の 3つの

側面で顕著に現れている [3]。 

 早期死亡リスクの増加：障害者は、障害のない人と比較して（最大で 20 年早く）早期に亡

くなるリスクが高い。精神障害者では高所得国において男性で 20年、女性で 15年の死亡年

齢の差が見られる。知的障害者の年間死亡率は一般人口の 2 倍である。脊髄損傷者の場合、

低中所得国での院内死亡率は高所得国の約 3倍に達する。 
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 特定の疾病の罹患率や重症化リスクの増加：障害者は、メンタルヘルス関連の問題や栄養関

連の問題（低栄養など）に直面しやすく、重篤な妊産婦合併症のリスクが高い傾向がある。

また、医療従事者による障害に併存する疾患の見落としが健康状態の悪化につながる可能性

がある。 

 全般的な健康状態の悪化：保健医療サービスへのアクセスや利用の困難さ、経済的な障壁、

コミュニケーションの障壁が複合的に影響し、障害者は障害のない人と比較して全般的に健

康状態が悪化しやすい状況が見られる。 

これらの健康格差の多くは、基礎となる健康状態や機能障害によって説明されるものではなく、回

避可能で不公平な環境的・社会的要因によって生じている。すなわち、これらは「健康の不公平性（health 

inequities）」であり、障害者権利条約（CRPD）の第 25 条に基づく「到達可能な最高水準の健康」を

享受する権利の実現を阻害していると言える [3]。 

 保健医療サービス利用における格差 

健康状態における格差に加え、障害者が必要とする保健医療サービスを十分に受けられないという

サービス利用における格差も深刻である。主な格差として以下が挙げられる [3]。 

 未充足医療ニーズ：高い医療費、物理的アクセシビリティの欠如、医療従事者の知識不足や

差別的態度などにより、多くの障害者は必要な医療サービスにアクセスできない状態（未充

足医療ニーズ）を経験している。 

 専門医療へのアクセス困難：リハビリテーション、精神保健、専門医療への紹介・受診が困

難な状況にある。南部アフリカでは、必要なリハビリテーションを受けられる障害者はわず

か 26％に過ぎない。眼鏡を含む支援技術へのアクセスも、国によって 3～90％と大きな格差

がある1 [4]。 

 予防医療の機会損失：健康診断、予防接種、がん検診等の予防医療サービスの利用率が低い。

例えば、認知障害のある女性の乳がん検診受診率は、障害のない女性と比較して著しく低い。

これは、コミュニケーションの困難さ、複雑な交通手段、医療従事者の偏見などが原因とな

っている。 

  

 
1 眼鏡を含む支援技術へのアクセスは人間開発指数（Human Development Index: HDI）のカテゴリー別に推計されている。

低HDI国：平均 10.7%（範囲 2.6%～17.1%）、中HDI国：平均 33.2%（範囲 15.7%～65.3%）、高HDI国：平均 64.6%

（範囲 35.4%～80.2%）、超高HDI国：平均 87.7%（範囲 54.7%～89.8%）であり、2.6%（約 3%）から 89.9%（約 90%）

の差がある [4]。 
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3.4 保健医療分野における障害主流化の重要性 

3.4.1 持続可能な開発目標（SDGs）達成への貢献 

保健医療分野における障害主流化は、持続可能な開発目標（SDGs）の達成に大きく貢献するもので

ある。特に、「あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する（ゴール 3）」

を中心に、貧困撲滅（ゴール 1）、ジェンダー平等（ゴール 5）、格差是正（ゴール 10）の達成への貢

献が挙げられる。 

特に、ゴール 3（健康）のターゲット 3.8では「すべての人々に対する財政リスクからの保護、質の

高い基礎的な保健サービスへのアクセス及び安全で効果的かつ質が高く安価な必須医薬品とワクチン

へのアクセスを含む、UHC を達成する」ことが掲げられており、障害者を含むすべての人が質の高い

保健医療サービスを受けられることの重要性が強調されている。 

3.4.2 障害者権利条約（CRPD）の履行 

障害者権利条約（CRPD）は、障害者が生涯を通じて健康を享受し、質の高い保健医療サービスを受

ける上で、保健医療制度が果たす重要な役割を強調している。特に、第 25条「健康」では、障害者が

障害に基づく差別なく、到達可能な最高水準の健康を享受する権利を、締約国の義務として明記して

いる。母子継続ケアについては、第 23条「家庭及び家族の尊重」において、障害者が生殖・出産に関

する情報・教育にアクセスし、子どもの養育にあたり適切な援助を受ける権利が明記されている。 

これに関連し、第 9条「施設及びサービス等の利用の容易さ」では保健施設を含むすべての施設の

アクセシビリティ確保を、第 26条「ハビリテーション（適応のための技能の習得）及びリハビリテー

ション」では保健分野を含む包括的なリハビリテーションサービスの提供を求めている。さらに、第

12条「法律の前にひとしく認められる権利」は、保健医療サービスの利用において障害者の法的能力

とインフォームドコンセントの権利を保障することを規定している。 

障害者権利条約（CRPD）は、第 25条の健康への権利を中心に、関連する諸条文が相互に関連しつ

つ保健医療分野における障害者の権利を包括的に保障しており、締約国にはこれらの権利に基づく障

害者の保健医療へのアクセスと質の確保に向けた継続的な取組が求められている。 

3.4.3 JICAグローバル・アジェンダ（JGA）達成への貢献 

JGAは、保健医療分野においては「平時からの公衆衛生危機に対する予防・備え・対応の強化を含

む各国での保健システム強化を通じ、より強靱・公平・持続可能なUHCの達成」を目的としている。

保健医療分野における障害主流化の推進は、この UHC 達成において不可欠な要素である。特に「公

平」な保健システムの構築には、障害者の保健医療アクセスの改善が必要不可欠であり、保健医療分

野の JGAの 4つのクラスターすべてにおいて障害の視点を組み込むことで、真に誰一人取り残さない

持続可能なUHCの実現に寄与することが期待される。 
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3.4.4 関連する国際動向 

 国連 UHCに関する政治宣言（UHCハイレベル会合）（2019年） 

2019年の国連UHC政治宣言では、世界人口の 15％を占める障害者が依然として満たされていない

健康ニーズを抱えていることを認識し、各国に対して障害者の保健サービスへのアクセス向上を求め

ている。具体的には、物理的、態度的、社会的、構造的、財政的な障壁を除去し、質の高いケアの基

準を提供し、障害者のエンパワーメントと包摂を促進することをコミットメントとして掲げている。

また、障害に配慮した介入の実施や、障害者の特定のニーズに対応した研修の開発も含まれており、

2030年までに誰一人取り残さないインクルーシブな保健システムの構築を目指している [5]。 

 第 74回世界保健総会決議 EB148.R6「障害者にとって到達可能な最高水準の健康」採択 

（2021年） 

第 74回世界保健総会で採択された決議 EB148.R6「障害者にとって到達可能な最高水準の健康」は、

障害者が直面する重大な障壁に取り組み、保健分野をより包括的にすることを目的とし、以下の 3つ

の重点領域に焦点を当てている。 

• 効果的な保健サービスへのアクセス：物理的・情報的・態度的障壁を除去する 

• 健康危機時の保護：COVID-19 のような公衆衛生上の緊急事態において障害者が不平等に影響

を受ける問題に対処する 

• 分野横断的公衆衛生介入へのアクセス：障害者のニーズを反映した介入の実現を目指す 

また、この決議により、信頼できる障害データの収集と分析の改善や 2022年末までの障害者の健康

に関する報告書の作成等が要請された [6]。 

 ICD-11（国際疾病分類第 11版）における機能（functioning）評価に関する補足セクション

の導入 

2022年に発行された ICD-11（国際疾病分類第 11版）では、機能（functioning）評価に関する補足セ

クションが導入されている。従来の ICDが疾病・死因分類に焦点を当てていたのに対し、この機能評

価補足セクションは ICF（国際生活機能分類）の要素を統合し、46の機能領域コードを通じて個人の

機能状態を包括的に評価可能にしている [7]。WHO加盟国での使用は任意であるが、障害者の健康と

機能の状況をより正確に把握し、包括的な保健医療政策立案に寄与する基盤となることが期待される。

同セクションの導入は、医療記録や保健統計において疾病情報と機能情報が同時に捕捉され、保健医

療分野における障害主流化が「障害」ではなく「機能（functioning）」を共通・基礎概念とする方向に

発展していることを示している。 

 リハビリテーション 2030 

リハビリテーション 2030 は、WHO が 2017 年に提唱した世界的なリハビリテーション強化イニシ

アチブである。その基本理念は、すべての人がライフコース全体を通じてリハビリテーションを利用
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できるようにし、保健システムを強化してリハビリテーションをすべての医療レベルにおいて包括的

に統合することである。リハビリテーション 2030の 10の優先行動領域には、リーダーシップと政治

的支援の構築、国家計画への統合、保健セクターとの連携強化、UHC への組み込みなどが含まれる 

[8]。2023 年の世界保健総会では、リハビリテーションを保健システムに統合することを求める決議

（WHA76.6）が採択され、リハビリテーションが UHC を達成するために不可欠な保健施策として認

識されることとなった [9]。 

3.5 保健医療分野において障害者のアクセスや参画を阻む障壁 

3.5.1 保健医療サービスへのアクセスと参画を阻む障壁 

保健医療サービスへのアクセス及び利用において、障害者は、制度的、物理的、態度的な障壁に直

面している。これらの障壁は、必要な医療サービスの遅延や未利用につながり、健康状態の悪化や健

康格差の拡大を引き起こす可能性が指摘されている [3]。障害者が保健医療サービスを必要と認識し

てから実際にサービスを受け、治療・フォローアップケアに至るまでの過程（ペイシャントジャーニ

ー）に沿って、保健医療サービスと保健システムにおける主な障壁の関係を図 3-1に示す。 

 
出所： [10]を基に調査チーム改変 

図 3-1 保健医療サービスと保健システムの障壁 

保健医療サービスと保健システムにおける主な障壁の例を表 3-2に示す。 

  

デマンド
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サプライ
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保健医療サービス、施設インフラ、情報
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表 3-2 保健医療サービスと保健システムにおける主な障壁とその例 

障壁 例 

1. デマンドサイド（サービスを求める側） 

自己決定権、障害者の権利

と選択肢に対する認識 

• 自身の健康状態や必要なサービスについての情報不足や認識の遅れ。 

• 過去の経験（差別的な扱い、サービスの拒否など）から、医療機関に行

くこと自体へのためらい。 

• 医療現場での対応が障害者の人権を侵害しているという認識が不十分な

ため、障害者が必要な支援を受けられなかったり、被害を受けることが

ある。 

医療費の支払い能力 • 医療費以外の、交通費、通訳費用、介助者の費用など、サービス利用に

伴う付加的な費用負担が公的に保障されていない場合、個人・家族にか

かる経済的負担が増える。 

2. サプライサイド（サービス提供側） 

医療従事者の知識、スキル、

態度 

• 医療従事者の研修に「障害と人権」に関する知識・情報や配慮が不足し

ている。 

• 偏見や差別的な態度、プライバシーの侵害。 

• 障害種別特有の課題への対応不足（以下は例）： 

- 症状表現の困難（痛みなどを言語化できない）により早期発見・早

期治療の機会を逸する。 

- 診療時のパニックや触診への拒否反応により医師が診療を中断・断

念するケースがある。 

- 受診行動そのものの困難さ、症状の可視性の低さによる配慮不足 

保健医療施設のインフラ • 医療施設の物理的なアクセシビリティが不十分（建物、部屋、検査機器、

診察台、トイレなど）。 

• 様々な種類の障害に対応した点字、手話などのアクセシブルフォーマッ

トでの情報が少ない。 

3. 保健システム 

リーダーシップ・マネジメ

ント 

• 多くの国の保健省において、障害者のインクルージョンに責任を持つ部

署やスタッフがおらず、また障害当事者の声を吸い上げる機会やメカニ

ズムも少ないことから当事者の声（ニーズの実態）が届かない。 

法的枠組・政策 • 多くの国が障害者権利条約（CRPD）を批准しているものの、第 25条（健

康）に基づく権利・義務が履行されていない。障害者の医療を受ける権

利を保護する法規制や政策を実現するための「当事者参画」での保健分

野の政策への取組が不十分。 

• 障害者や障害当事者団体が国家保健政策・計画の策定・評価プロセスに

参画する機会が限定的であり、障害者の保健医療へのアクセスが具体的

に言及されていない。 

保健財政 • 保健省の予算において、保健サービスへのアクセス障壁に対処するため

の費用などが不足していることが多い。 

保健情報 • 障害に関するデータが限られており、優先順位が低くなる。 

• 障害インクルーシブな開発のための効果的な介入に関するエビデンスが

不足している。 

出所： [10], [11], 障害当事者団体へのヒアリングを基に調査チーム作成 

3.5.2 各 JGAクラスターにおける障害の視点から見る障壁 

JICA の保健医療分野における 4 つの JGA クラスターにおいて、障害者が直面する障壁は多岐にわ

たる。以下に、各クラスターにおける障壁を整理する。 
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 保健医療サービス提供強化クラスター 

保健医療サービス提供強化クラスターにおける障害者が直面する障壁は、保健システムのすべての

構成要素にわたって体系的に存在している。これらの障壁は相互に関連し合い、障害者の保健医療ア

クセスに複合的な障壁を形成していると考えられる。 

表 3-3 保健医療サービス提供強化クラスターにおける障壁 

保健システム 障壁の例 

ガバナンス・ 

リーダーシップ 

• 政策・計画からの排除：国家保健政策や戦略計画において障害者の健康ニーズが明示的

に言及されていない 

• 専門部署の不在：多くの保健省において、障害を専門とする部署や担当者が配置されて

いない 

• 意思決定プロセスからの排除：障害者や障害当事者団体が国家保健政策・計画の策定・

評価プロセスに参画する機会が限定的 

• 分野横断的政策調整の不備：保健省と他省庁（社会保障、障害者支援担当）間での政策

調整メカニズムが欠如している 

人材 • 基礎教育での障害理解不足：医療従事者の基礎教育カリキュラムに障害に関する内容が

不十分、障害種別に応じた専門的診療技能の不足 

• 継続教育の欠如：現職医療従事者への障害に関する研修機会が少ない 

• 専門人材の不足：手話通訳者、支援技術専門家等の専門人材が絶対的に不足 

• 態度的障壁：医療従事者の障害に対する偏見や差別的態度が根強く存在 

• 連携スキルの不足：医療従事者の福祉制度理解不足により効果的連携が阻害される 

施設・医療機材 • 物理的アクセシビリティの欠如：建物入口、廊下、診察室、トイレ等の段差やスペース

の問題、エレベーター、手すり、視覚・聴覚障害者向け設備の不備、診察台、医療機器の

高さ調整機能の不足 

• 情報アクセシビリティの不備：点字、音声、手話、分かりやすい言語や図・絵などアクセ

シブルフォーマットでの情報提供の不足、デジタル情報のアクセシビリティ対応不備 

• 支援機器・技術の不足：移乗用リフト、コミュニケーション支援機器等の不備 

財政・保健施設

マネジメント 

• 追加費用への配慮不足：障害者が医療サービス利用時に必要な追加費用（通訳費、交通

費、介助費等）への配慮不足 

• 質管理における包摂性の欠如：医療の質の評価指標に障害者への配慮や満足度が含まれ

ていない 

• 資源配分の不平等：障害者のニーズに対応するための予算配分が不十分 

• 分野間費用負担の未整理：保健医療と福祉支援の境界が不明確で、費用負担責任が曖昧 

保健情報 • データ収集の欠如：障害者の健康状態、医療サービス利用、アウトカムに関するデータ

収集・分析が不十分 

• 分類・分析の不備：障害種別、程度別の詳細な分析ができていない 

• エビデンスの不足：効果的な介入方法に関する研究・エビデンスが限定的 

出所： [12], [3], [10]等を基に調査チーム作成 

 感染症対策・検査拠点強化クラスター 

感染症の検知から対応評価までの一連のサーベイランスループの各段階において、表 3-4に示すと

おり、障害者が直面する障壁が存在する。サーベイランスループの各段階において、障害者の特性や

ニーズが適切に考慮されていないことが、感染症流行時の脆弱性を高める要因となることが考えられ

る。 
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表 3-4 感染症対策・検査拠点強化クラスターにおける障壁 

アプローチ 直接アウトカム 障壁の例 

探知 • コミュニティやプライマリ・ヘ

ルス・ケアレベルで疾病発生を

迅速に探知するための能力が強

化される 

• 検査室における検査能力が整備

される 

• 検査室連携体制が整備される 

• 情報アクセシビリティの不備：手話通訳、字幕、分かり

やすい言語での情報提供の不足やデジタルデバイドに

よる情報格差 

• 検査へのアクセスにおける不備：検査施設の物理的ア

クセシビリティ問題、検査手順における合理的配慮の

不足 

報告 • 感染症情報が迅速かつ適切に報

告されるための体制が整備され

ている 

• 報告システムからの排除：障害者の感染状況が適切に

報告システムに反映されない 

• データ収集の不備：障害別の感染率、重症化率、死亡率

等の詳細データが収集されていない 

• 情報共有の遅れ：障害者支援機関や医療施設等との情

報共有体制の不備や情報共有のタイミングの遅延 

分析・解釈 • 感染症情報を迅速かつ適切に分

析・解釈するための体制整備・能

力強化がなされている 

• データ分析の不備：障害別の感染率、重症化率、死亡率

等の詳細データが分析されていない 

対応評価 • 重篤な感染症発生時の対応とモ

ニタリング・評価が行われてい

る 

• 対応計画への包含不足：感染症対応計画において障害

者の特別なニーズが考慮されていない 

• フィードバック機能の不備：障害当事者からの対応評

価・改善提案を収集する仕組みの不足 

出所： [13], [3], [10]等を基に調査チーム作成 

 母子手帳活用を含む質の高い母子継続ケア強化クラスター 

母子手帳活用を含む質の高い母子継続ケア強化クラスターにおいても、表 3-5に示すとおり、障害

者が直面する障壁は多岐にわたる。妊娠期から幼児期までの継続的なケアの各段階において、サービ

ス提供側、受益者側、マルチセクターのそれぞれで障害インクルーシブな支援体制の構築が求められ

る。 

表 3-5 母子手帳活用を含む質の高い母子継続ケア強化クラスターにおける障壁 

分野 障壁の例 

サ
ー
ビ
ス
提
供
側 

ガバナンス・ 

リーダーシップ 

• 母子保健政策からの障害者の排除：母子保健政策・戦略において障害のある母親や

子どもの特別なニーズが考慮されていない 

• 妊産婦・母子保健サービス計画の不備：障害のある女性の妊娠・出産・育児支援に

関する具体的計画や指針の欠如 

保健人材 • 母子保健従事者の理解不足：助産師、産科医、小児科医、保健師等の基礎教育・継

続教育において障害に関する知識が不十分 

• コミュニケーション支援技能の欠如：手話、視覚的コミュニケーション、分かりや

すい説明技術等の習得機会の不足 

• 障害者への偏見：医療従事者の差別的態度や偏見（障害者を性的主体として認識し

ないため、性感染症予防、避妊などリプロダクティブヘルスサービスの対象者とし

て認識しないなど） 

• 専門人材の不足：障害のある妊産婦・母子への専門的支援を行える医療従事者の絶

対的不足 

施設・医療機材 • 産婦人科・小児科施設のアクセシビリティ不備：産科診察台の高さ調整機能不足、

分娩室への車椅子でのアクセス困難、新生児ケア設備の不備 

• 母子手帳等情報のアクセシビリティ不足：点字、音声、視覚的表示、分かりやすい

言語での母子手帳・指導材料の未整備 
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分野 障壁の例 

• 母子手帳の主体的記録管理に係る仕組みの不備：障害者自身が記録を書き込み、管

理できる仕組み（例：アプリを活用した音声入力、点字での書き込みスペース、バ

インダー形式での記録管理等）の不備 

• 補助具・支援機器の不備：障害のある母親の授乳支援機器、移乗用具、育児補助具

等の不足 

• 緊急時対応設備の不適応：緊急帝王切開、新生児蘇生等における障害者への配慮が

不十分な医療機器設計 

保健財政 • 追加的ケア費用への配慮不足：障害のある母親の妊娠・出産・育児に必要な追加的

医療費、支援費用の予算措置不足 

• 支援技術・機器調達予算の不備：障害者向け医療機器、コミュニケーション支援機

器等の調達予算の未計上 

• 長期継続ケア費用の過小評価：障害のある子どもの継続的な医療・療育費用の積算

不備 

保健情報 • 障害別母子保健データの不足：障害の種類・程度別の妊娠・出産・育児に関するデ

ータ収集・分析体制の未整備 

• 母子手帳記録の不備：障害に関連する健康情報、発達情報、支援ニーズ等の記録項

目・様式の不適切性 

• エビデンス基盤の脆弱性：障害のある母子への効果的支援方法に関する研究・エビ

デンスの蓄積不足 

サ
ー
ビ
ス
受
益
側 

女性、家族、地域

社会の参画 

• 障害のある女性の自己決定権の制限：家族や地域社会による障害女性の妊娠・出産・

育児に関する意思決定への過度な介入 

• 社会的偏見と差別：「障害者は子どもを産むべきではない」といった地域社会の偏見

や差別的態度 

• 家族の支援能力不足：障害のある母親や障害のある子どもへの適切な支援方法に関

する家族の知識・技能不足 

• ピアサポート体制の不備：障害のある母親同士の経験共有・相互支援ネットワーク

やピアカウンセリングの未発達 

マ
ル
チ
セ
ク
タ
ー 

食料、ジェンダ

ー、水と衛生、イ

ンフラ、デジタ

ル、教育等 

• 栄養支援の不適切性：障害の特性を考慮した妊産婦・母子への栄養指導・支援の不

足 

• 交通・移動アクセスの障壁：障害のある母親が保健医療施設へアクセスする際の交

通手段、道路インフラの不備 

• 教育機関との連携不足：障害のある子どもの早期発見・早期介入における保健・教

育セクター間の連携体制の未整備、等 

出所： [14], [3], [10]等を基に調査チーム作成 

 医療保障制度の強化クラスター 

医療保障制度における障害に係る問題は、保健財政の機能（財源確保、プーリング、購入）の各段

階で生じている。障害者は一般人口と比較して医療ニーズが高いにもかかわらず、破滅的医療支出の

リスクが高く、制度設計から運用まで複合的な障壁に直面している。表 3-6に保健財政の機能別に主

な障壁を整理する。 

表 3-6 医療保障制度の強化クラスターにおける障壁 

保健財政の

機能 
直接アウトカム 障壁の例 

財源確保 • 公的保健財源確保に向けた中長期

的な計画が策定される。 

• 医療保障制度の対象者（特に貧困

層・脆弱層）が把握される。 

• 所得や資産に応じて税や健康保険

料が徴収される。 

• 保健財政計画からの排除：中長期的な保健財政計画に

おいて障害者の医療ニーズや追加的費用が考慮されて

いない 

• 障害関連医療費の過小推計：保健財政計画において障

害者の追加的医療ニーズ（リハビリ、補装具等）が適切

に積算されていない 
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保健財政の

機能 
直接アウトカム 障壁の例 

• 税制・保険料徴収の不公平：障害による就労制限を考慮

しない一律の保険料設定、減免制度の不備 

プーリング • 過度に断片化された保健財源プー

ルが統合される。 

• 制度の断片化による格差：フォーマルセクター向け制

度から障害者の多くが除外、インフォーマルセクター

での低カバー率 

• 障害者向けプールの未整備：障害者を対象とした独立

したリスクプールや、障害者の高い医療ニーズを考慮

した財源再配分メカニズムの不在 

• 財源再配分の不公平：障害者の医療ニーズの高さを考

慮した財源配分メカニズムの不在 

購入 • 医療保障の給付内容が財源の範囲

内で健康ニーズや費用対効果等に

基づき決定される。 

• 医療機関に対して質の高いサービ

スを効率的に提供するインセンテ

ィブが設定される。 

• 給付パッケージの不適切性：リハビリテーション、支援

技術、精神保健サービス等の必須サービスの除外 

• 医療技術評価での差別：費用対効果分析における障害

者のQOL（生活の質）の過小評価 

• 診療報酬設定の不適切性：障害者への診療に必要な追

加時間（コミュニケーション支援、移乗介助等）に対す

る適切な診療報酬が設定されていない 

• 質認証制度の不備：医療機関認証基準にアクセシビリ

ティや合理的配慮の要件が含まれていない 

出所： [15], [3], [10]等を基に調査チーム作成 

3.6 保健医療分野における障害主流化に向けた対策と取組 

3.6.1 障害者の健康格差是正実施のための基本原則 

保健医療分野における障害主流化を効果的に推進するためには、まず基本となる原則を明確にして

おく必要がある。WHO「障害者の健康格差に関するグローバル報告書（2022年）」では、障害者の健

康格差是正を進めるための原則として以下の 3つが示されている。 

 保健医療分野のあらゆる活動において障害者の健康格差是正を中心に位置づける 

保健医療分野におけるすべての政策、戦略、プログラム、サービスの計画・実施・評価において、

障害者の健康格差是正を優先課題として位置づける。これは、障害者が障害のない人と同等の健康ア

ウトカムを達成できるよう、システム全体で取り組むことを意味する。 

 障害者とその代表組織のエンパワーメントと意味のある参画を確保する 

保健医療分野のあらゆる活動の実施において、障害者とその代表組織が意思決定プロセスに意味の

ある形で参画できるようにする。「Nothing about us, without us（私たちのことを、私たち抜きに決めな

いで）」の理念に基づき、障害者の声と経験を政策策定から実施、評価まですべての段階で反映させ

る。 

 保健医療分野の活動が障害者の健康格差是正に与える影響をモニタリング・評価する 

実施した活動が障害者の健康格差是正にどの程度貢献しているかを継続的にモニタリング・評価し、

必要に応じて改善を図る。これには、障害種別にデータを分類・分析し、エビデンスに基づいた意思

決定を行うことが含まれる。 
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これらの原則は相互に関連しており、統合的なアプローチとして実践することで、真に包摂的で公

平な保健医療システムの構築に寄与することが期待される。特に障害者の意味ある参画は、政策や介

入の効果とサービスの質・安全性・アクセシビリティの向上を実現し、より効果的で持続可能な保健

システムの強化を図る上で重要な要因である。 

3.6.2 障壁に対する取組事例 

前項 3.5で述べた障壁に対する取組の例と好事例を表 3-7に記載する。 

表 3-7 障壁に対する取組の例と好事例 

障壁 取組の例 好事例 

1. デマンドサイド（サービスを求める側）  

自己決定権、障害者

の権利と選択肢に対

する認識 

• 市民社会及びメディアキャンペー

ンによる認識向上、アクセシブルな

形式での情報提供、患者支援グルー

プの設立。 

• フィリピン：障害者セルフヘルプグル

ープを設立し、専門支援者がリプロダ

クティブヘルスのニーズの理解と医療

アクセス向上を支援。当事者主体の健

康管理を促進。 

医療費の支払い能力 • 社会保障または医療保険の提供、障

害者への手数料免除、移動費用削減

のための統合ケア及びアウトリー

チプログラム。 

• ベトナム：障害者手当と補助医療保険

制度により、交通費等の医療アクセス

関連費用を支援。医療以外の付帯費用

軽減を図る包括的支援。 

2. サプライサイド（サービス提供側）  

医療従事者の知識、

スキル、態度 

• 初期・継続研修における障害認識と

技能研修の組み込み、障害者の医療

従事者としての雇用、障害者の医療

ケアを専門的に調整・管理する担当

者の配置。 

• ケニア：手話通訳研修を実施し医療従

事者の障害理解を向上。 

• エチオピア、モザンビーク、ルワンダ：

障害研修によりサービスの質的改善を

目指す。 

保健医療施設のイン

フラ 

• アクセシビリティ基準の確立、施設

の定期監査、アクセシビリティ改修

予算の確保、包摂的な施設・設備の

設計。 

• ブラジル：全国 38,812のプライマリ・

ヘルス・ケア施設でアクセシビリティ

監査を実施。成果連動型支払制度に施

設アクセシビリティを組み込み、改善

を促進。 

3. 保健システム  

リーダーシップ・ 

マネジメント 

• 保健省内での障害インクルージョ

ンを担当する委員会または担当者

の設置、障害者を含む調整構造の確

立、危機または災害対応行動におけ

る障害に関するリーダーシップの

確立。 

• オーストラリア、カナダ：COVID-19対

応時に障害者諮問委員会を設置。危機

時における障害者の視点を政策決定に

反映し、専門的支援体制を構築。 

法的枠組・政策 • 既存の法律・政策の見直し、新たな

法律の制定または既存の法律・政策

の拡張、実施監視メカニズムの確

立。 

• ウルグアイ：障害者の健康格差是正政

策により、医療従事者研修、施設のユ

ニバーサルデザイン、障害者の医療ア

クセス時の直接・間接費用補助を義務

化。最低要件を設定し、包括的支援を

目指す。 
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障壁 取組の例 好事例 

保健財政 • 障害インクルーシブな保健サービ

ス提供（アクセシビリティ、支援技

術など）のための予算確保、インク

ルーシブな保健予算に関する保健

省と財務省の連携、追加費用を考慮

した適切な償還メカニズムの提供。 

• ドイツ：知的障害者の歯科治療におい

て、診療時間延長に対する追加報酬制

度を導入。障害特性に配慮した診療へ

の適切な経済的補償を目指す。 

保健情報 • 保健情報システム及び大規模保健

調査への障害指標の組み込み、障害

特化調査の実施、障害者の健康状況

の定期的検討。 

• 英国：学習障害者登録制度により年次

保健データを収集し、健康格差の実態

把握と介入指針作成を実現。死亡率調

査も併行実施。 

出所： [11], [16]を基に調査チーム作成 

3.6.3 他国際援助機関等における取組事例 

 世界銀行 フィリピンCOVID-19緊急対応プロジェクト（Philippines COVID-19 Emergency 

Response Project2）における障害当事者との協議・連携 [17] 

COVID-19 流行中、世界銀行のフィリピンにおける対応には、障害者との協議と意見聴取が重要な

要素として組み込まれていた。プロジェクトサイクル全体を通じて、障害者は関与すべき重要なグル

ープとして特定され、障害当事者団体との体系的な協議が実施された。本事例は、緊急時対応におけ

る障害者の参画と意見反映の重要性を明確に示すとともに、短期的な危機対応が長期的な政策改善に

つながる可能性を具体的に実証している点で、保健医療分野における障害主流化の好事例として考え

られる。 

COVID-19対応での障害者との協議・連携 

 プロジェクト全体を通じて障害者を重要なステークホルダーとして位置づけ 

 障害当事者団体との積極的な協議を実施 

具体的な取組 

 環境社会フレームワークを通じて、COVID-19情報へのアクセス障壁や病院での障壁を特定 

 医療従事者への追加研修、アクセシブルなサービス提供場所の明示、アクセシビリティ改善の

ための追加評価などの対応策を策定 

 COVID-19家計調査に障害に関する指標を含め、データの分類分析を可能にした 

長期的なインパクト 

 本プロジェクトでの協働を通じ、COVID-19対応を超えた保健プロジェクトでの包摂性の可能

性を実証 

 政府の脆弱グループ向け保健施設評価調査にも障害者を含めるようになった 

 調査結果を基に、障害者の健康改善に向けたアクションプランを策定予定 

 
2 https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P173877 
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 UNICEF バングラデシュの公的保健医療施設における障害者にフレンドリーな保健医療

（Disability-friendly healthcare: DFHC）に関する調査を通じた障壁特定と研修の制度化 

[18] 

2019年、UNICEFはバングラデシュ政府の非感染性疾患（NCDs）対策プログラム及び現地NGOと

連携し、公的保健医療における障害者にフレンドリーな保健医療（Disability-friendly healthcare: DFHC）

サービスにおける障壁を特定する包括的研究を実施した。本事例は、エビデンスに基づく障壁分析か

ら政府との協働による研修プログラム開発につなげた好事例であり、政府規模での研修プログラム実

施により継続的な取組を生み出している点で、保健医療分野における障害主流化の効果的なアプロー

チを示している。 

包括的な障壁特定調査の実施 

 公的保健医療施設 150施設を対象に、情報、コミュニケーション、インフラ、医療従事者の能

力の 4領域でDFHC評価を実施 

 政策立案者、行政官、医療従事者、NGO、地域指導者、障害者、介助者を含む幅広い関係者と

の協議を実施 

主な調査結果 

 ほとんどの公的保健施設が 4領域すべてにおいて障害対応が不十分 

 情報とコミュニケーションは主に介助者のみがアクセス可能 

 インフラアクセシビリティ（入口、トイレ等）は平均 20%（大病院 46%、一次医療施設 17.1%） 

 医療従事者の多くがDFHCを提供する能力が不十分と評価 

関係者からの提言 

 障害者：情報提供とコミュニケーションに関するスタッフの技能向上研修の実施 

 地域指導者、障害者、介助者：手すり、車いす、スロープの設置 

 医療従事者：DFHCに関する知識と認識の向上 

政府との協働による研修の制度化 

 UNICEFと政府が協働で医療従事者向け研修プログラムと教材を開発 

 2021年に 22か所の保健施設で 434名の医療従事者に研修実施（英語とベンガル語で実施） 

 ガイドラインをオンラインで公開し、政府が 20県の新規採用医師 360名に研修実施 

 2022年にコックスバザール難民キャンプの 4施設で 65名の保健従事者に研修実施 

 2023年も研修が継続実施されている 

 JICAアンゴラ 母子健康手帳を通した母子保健サービスの向上プロジェクト 

（技術協力プロジェクト：2017～2022年） 

アンゴラの母子健康手帳を通した母子保健サービスの向上プロジェクトでは、母子健康手帳の導入

プログラムを作成してモデル州にて運用し、管理体制の構築および妊産婦等のための母子保健に関す

る知識の向上を図った。そして、全国版のプログラムを作成し、手帳の全国展開戦略を策定した。こ

れらを実施する中で、障害のある母子にもサービスが届くように検討し、保健医療分野における障害

主流化を促進した。本事例は、既存のプロジェクト活動に障害の視点を後から組み込むことで障害主

流化を実現した実践例である。 
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現地関係者への問題提起と現状把握 

 COVID-19 流行中の定例オンラインミーティングにて、「障害のある母子が保健施設を訪問

しているか」という問いかけから開始 

 スーパービジョンでの施設訪問時に、障害者の受診状況、医療従事者の対応状況などの観察

を依頼 

ワークショップによる課題の共通認識 

 オンラインワークショップで、保健施設での観察結果を基に現状を整理 

 課題の共通認識：「障害のある母子がいるが、保健サービスに繋がっていない」、「障害のあ

る母子がサービスから取り残されないことを目指し、何らかの対応をする必要がある」 

 日本での母子健康手帳を通じた多様なニーズへの配慮に関する事例を紹介（リトルベビーハ

ンドブック（低出生体重児を対象とした手帳）等） 

 アンゴラで必要な取組について協議し、優先度と実現可能性を検討 

具体的な活動の実施 

 医療従事者研修の教材（講義スライド）への障害に関する内容の追加（2021年 3月） 

 変更した教材を使用した医療従事者研修の実施（2021年 4～5月） 

 コミュニティ開発ワーカーの研修教材への障害に関する内容の追加（2021年 3月） 

 Eラーニング研修教材への障害に関する内容の追加（2021年 10月～2022年 2月） 

 母子健康手帳の全国展開戦略への記載（2021年 10月～2022年 3月） 

成果と今後の展開 

 プロジェクト専門家および現地関係者の障害理解が促進された 

 「障害のある人にもサービスが届くようにプログラムを作成していこう」という考え方が現

地関係者に受け入れられた 

 後続案件3でも、研修教材（講義スライド）に障害に関する内容が盛り込まれ、現場レベル

のニーズが顕在化しやすくなった 

 2024 年に点字の母子健康手帳を作成する動きに発展し、2025 年に点字版母子健康手帳が印

刷された 
出所：[15], [16]を基に調査チーム作成 

  

 
3 プライマリヘルスケア施設における妊産婦ケアの質改善プロジェクト（2023 年～2027 年） 
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3.7 保健医療分野における障害主流化に係る成果指標 

障害主流化に係る取組によって期待される成果（変化）を測る指標（障害主流化指標）として、WHO

の「Health equity for persons with disabilities: Guide for action（2024年）」に所収されている指標などが

参考となる。一方で、JGAのクラスターごとにクラスターの成果目標と指標が定められていることか

ら、その目標と指標を基に、各国際援助機関等の指標を参照しつつ障害主流化指標を検討することも

可能である。表 3-8に保健医療サービス提供強化クラスターにおける指標案を示す。 

表 3-8 障害主流化指標―保健医療サービス提供強化クラスターの指標案 

直接目標 指標 障害主流化指標の案 

保健医療サービス

提供の政策が策定

される。 

① 策定された政策、戦略、ロードマップ、

ガイドライン、基準数（うち格差対策を

記載した文書数） 

② 政策策定・履行にかかる研修コース数 

③ 策定された防災・気候変動関連投資計画

数 

• 策定された政策、戦略、ロードマッ

プ、ガイドライン、基準数（うち障

害者のアクセス改善、障害者の雇用

や起用等を明記した文書数） 

• 政策策定・履行にかかる研修コース

数（うち障害に関する内容を含む研

修コース数） 

• 策定された防災・気候変動関連投資

計画数（うち障害者の避難・緊急時

対応を含む計画数） 

保健人材の継続的

な能力向上体制が

整備される。 

① 能力強化のために策定されたツール数

（うち質向上、医療安全・院内感染対策

に関するツール数） 

② 育成された人材数 

• 能力強化のために策定されたツー

ル数（うち障害者への対応方法等を

含むツール数） 

• 育成された人材数（うち障害と人権

に関する研修を受けた人材数） 

適切な保健医療サ

ービス提供のため

の施設・資機材が

整備される。 

① 整備された施設数（うち認証要件に合致

した数、ジェンダー・障害者配慮がなさ

れた施設数、防災・気候変動対応がなさ

れた施設数、デジタル技術活用により効

率性向上が図られた施設数） 

② 施設機材維持管理の人材育成人数又は

国数 

③ 選択された必須医薬品在庫切れ解消の

ための対策の有無 

• 整備された施設数（うち障害者配慮

がなされた施設数） 

• 整備された施設数（うちアクセシビ

リティ基準を満たした施設数） 

病院財政・運営が

向上し、適切なリ

ソース配分がなさ

れる。 

① 病院運営管理人材育成人数 

② 施設マネジメントの改善が図られた施

設数（うち住民とコミュニケーションが

実施された施設数） 

• 施設マネジメントの改善が図られ

た施設数（うち障害者もしくは障害

者団体との協議を実施した施設数） 

保健情報システム

の整備・利活用が

促進される。 

① 保健情報システムを新規導入・更新した

国数（うち脆弱層のアクセス等のデータ

分析を含むシステム導入国数） 

② 保健情報データ利活用の人材育成人数

又は国数（うち脆弱層のアクセス等のデ

ータ分析を含む育成人数又は国数） 

• 保健情報システムを新規導入・更新

した国数（うち障害者のアクセス等

のデータ分析を含むシステム導入

国数） 

• 保健情報データ利活用の人材育成

人数又は国数（うち障害者のアクセ

ス等のデータ分析を含む育成人数

又は国数） 

出所： [12]を基に調査チーム作成 
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 栄養の改善分野における障害主流化 

4.1 ガイダンスノートが対象とする主な取組領域 

栄養の改善分野の JICA グローバル・アジェンダ（課題別事業戦略、以下 JGA）においては、開発

途上国の子どもを中心とする脆弱な人々の慢性的な低栄養状態の改善に向けた取組により、国際的に

深刻化が懸念されている「栄養不良」の課題解決を目的としている。また、「過栄養」に対する取組

も、同課題が深刻化している国において推進し、栄養不良の二重負荷（低栄養、過栄養）の低減も目

指している。本ガイダンスノートはこの目的に沿って、JGAに示される以下の領域を主な取組領域と

する（表 4-1）。 

表 4-1 栄養の改善分野のガイダンスノートが対象とする主な取組領域 

JGAにおける領域 主な取組領域 

① ライフコースを通じた栄養改善  プライマリ・ヘルス・ケア（PHC）を通じた栄養改善 

1） 母子栄養改善 

2） 非感染性疾患（NCDs）対策 

 食育・給食の推進 

② 食と栄養のアフリカイニシアテ

ィブ（IFNA） 

 政策提言・アドボカシー 

 能力開発 

 現場の栄養改善事業、特に栄養の適切な摂取に必要な農産

物・食品供給に向けた「栄養素ギャップに基づく食料アクセ

ス改善アプローチ（Nutrient Focused Food Access Improvement 

Approach: NFA）」の推進 

出所： [1]を基に調査チーム作成 

なお、PHCを通じた栄養改善の母子栄養改善とNCDs対策については、「保健医療」分野ガイダン

スノートも参照のこと。 

4.2 障害の視点から見る栄養の改善分野の基本的理解 

4.2.1 栄養と障害の相互作用 

栄養と障害はライフサイクルを通じて相互に作用する関係にある（図 4-1参照）。栄養不良は機能

障害を引き起こしたり悪化させることがあり、逆に機能障害が栄養状態に悪影響を与えることがある。

この関係は妊娠期から乳児期、小児期、思春期、成人期、高齢期までのライフサイクル全体を通して

続く [2]。例えば、母体の栄養不良は、乳児に障害をもたらすリスクを高める可能性がある。成人や高

齢者における栄養不良の累積的影響は、食事関連のNCDsや関連する合併症を引き起こす可能性があ

る [3]。 

また、機能障害（摂食嚥下障害、吸収不良等）により栄養素の必要量が増加する一方で、栄養素の

損失が増加し、栄養素の摂取が減少するという三重の負担が生じることがある。さらに、社会的障壁

（適切な栄養指導や介助の欠如、食料・サービスへのアクセス困難、差別や偏見等）により、栄養不

良のリスクが高まる。このような相互作用により、障害者は栄養状態の悪化と健康リスクの増大とい
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う悪循環に陥りやすい [2]。障害者の栄養改善には、このような複雑な相互作用を理解した包括的な

アプローチが不可欠である。 

 
出所： [2] 

図 4-1 栄養と障害の相互作用 

4.2.2 分野横断的な取組（マルチセクトラルアプローチ）の必要性 

障害者の食料・栄養に係る問題は複数の構造的要因が相互に関連して生じている複合的な課題であ

る。したがって、障害者の栄養課題の解決には、複数の分野による分野横断的な取組（マルチセクト

ラルアプローチ）が不可欠である。 

これらの複合的課題に対応するためには、以下に挙げるような分野間連携が求められる。 

▸ 保健医療分野（母子栄養改善や健康的な食事の定着など） 

▸ 教育分野（障害インクルーシブな学校給食と栄養教育の実施など） 

▸ 農業・食料分野（障害者の農業参画促進と栄養面で優れた農産物の生産など） 

▸ 水・衛生分野（アクセシブルな衛生設備の整備と感染症の予防など） 

▸ 運輸交通分野（食料調達施設へのアクセシブルな交通手段の確保など） 

▸ 都市・地域開発分野（栄養関連サービス施設のバリアフリー化、食料アクセスが容易となるイン

クルーシブな都市環境整備など） 

▸ 社会保障分野（障害に配慮した現金給付・食料支援制度の構築など） 

このようなマルチセクトラルアプローチにより、単一分野では解決困難な根本的課題に対処し、障

害者の栄養改善への包括的支援体制の構築が可能となる。各分野の専門性を活かしながら、障害者の

ニーズを中心とした総合的な解決策を提供することで、持続可能で効果的な栄養改善が実現される。 
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4.3 障害の視点から見る栄養の改善分野の問題 

4.3.1 障害者が直面する食料・栄養不安 

障害者は食料・栄養安全保障において深刻な不平等に直面している。アフリカ・アジア 14か国の平

均では、障害者の 55%が食料不安世帯（常に十分な食料を得られない状態にある世帯）に住んでいる

のに対し、障害のない人では 44%にとどまっている。中央アフリカ共和国の事例では、障害者のいる

世帯の 30%が家計収入の 75%以上を食料に支出しており、障害者のいない世帯の 21%を大きく上回っ

ている。また、食料不足への対処として住居や土地、最後の雌畜を売却するなどの緊急戦略を採用す

る割合も、障害者のいる世帯で 24%と、障害者のいない世帯の 17%より高い水準にある [6]。 

障害者が食料アクセスで不利な立場に置かれる背景には、高い失業率と低賃金による経済的制約が

ある。障害に関連する追加的費用（車いす等の補助具購入費、タクシー等の交通費、医療費など）に

より、食料・栄養への支出が後回しにされがちである。さらに、食料配布場所への交通手段の欠如、

配布システムの利用困難、情報提供の不備といった構造的な問題も存在する。特に学校給食プログラ

ムにおいては、就学率の低さにより障害のある子どもの受益機会が限られている [7]。 

食料を購入・入手する物理的環境においても深刻な障壁が存在する。2022年時点で世界的にフード

バンクの20%が車いす利用者にとってアクセス不可能であり、スーパーマーケットでは先進国で12%、

開発途上国で 32%がアクセス困難な状況にある。レストランではさらに深刻で、先進国の 58%、開発

途上国の 54%が物理的にアクセス困難である。これらの施設では階段や狭い入口といった物理的な障

壁に加え、手話通訳の不在や視覚障害者向けのアクセシブルな情報提供の欠如など、コミュニケーシ

ョン面での障壁も多い [6]。 

農業生産分野でも、障害者は土地や生産資源へのアクセス、金融サービスの利用、技術・知識の習

得において制約を受けており、食料安全保障への貢献機会が限定されている [7]。COVID-19パンデミ

ック期間中にはこれらの格差がさらに拡大し、特に開発途上国で深刻な影響が観察された [6]。 

4.3.2 障害のある子どもの栄養不良とその要因 

図 4-2に示すとおり、障害のある子どもほど、栄養・成長に関する問題（低体重・発育阻害・消耗

症）を抱える傾向が強く、特に機能障害が重複している子どものリスクは高い。また、居住地別では、

農村部の貧困層世帯に暮らす障害のある子どもは、低体重・発育阻害のリスクが最も高い（低体重37%、

発育阻害 54%）。これは都市部貧困層の障害のある子ども（低体重 28%、発育阻害 40%）や農村部貧

困層の障害のない子ども（低体重 28%、発育阻害 43%）と比較して顕著である [5]。 
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                                 出所： [5]を基に調査チーム改変 

図 4-2 子ども（24-59か月）の低体重、発育阻害、消耗症、過体重の割合 

障害のある子どもの栄養不良の主な要因を表 4-2に示す。これらの要因が複合的に作用することで、

障害のある子どもは障害のない子どもと比較して高い栄養不良リスクに晒されている。なお、一部の

国や地域では障害のある子どもが「呪い」や不吉な存在とみなされる偏見や差別が残っている。この

ような社会的スティグマにより、障害のある子どもは家族や地域社会から食事や必要なケアを拒まれ

ることがある [5]。栄養はすべての子どもにとって生存の基本条件であるが、特に障害のある子ども

においてはその確保が生存に関わる重要な課題となっている。そのため、栄養不良や健康状態の悪化

を防ぐための包括的な栄養改善に係る支援体制の構築が急務である。 

表 4-2 障害のある子どもの栄養不良の主な要因 

身体的要因  障害による口や手の機能不全など、物理的に食べ物を摂取しにくい状態。 

 発達障害による感覚過敏やこだわり等があるために偏食となることがある。 

 病気にかかりやすくなったり、栄養をうまく吸収できなくなる可能性がある。 

養育者の知識・

技術の不足 

 特別な配慮が必要な子どものための摂食支援の方法や栄養に関する知識が乏しい。 

 摂食困難のある子どもへの適切な食事介助技術が不足している。 

社会的・文化的

要因 

 偏見や差別により障害のある子どもが食事の場から除外されたり、差別的な扱いを

受けたりする。 

 家庭内や地域社会での無関心や偏見（例：母親が授乳を控えるよう圧力を受けたり、

きょうだいとの食事格差がある）。 

家庭内の食料

不足 

 特に貧困層では、障害の有無に関わらず、食料へのアクセスが困難。 

 障害のある子どもがいる家庭では、子どもに医療費などの追加的な費用がかかるな

どの理由から食料不安を抱える割合が高い。 

制度的要因  児童福祉施設などでは、人材不足などで障害のある子どもが後回しにされがち。 

 学校給食プログラムへのアクセス不足（就学率が低いため）。 

緊急時・人道的

危機 

 緊急時の支援（栄養、教育、保健）から障害者は除外される傾向にある。 

 特別な配慮がないため、生命のリスクが高まる。 

出所： [5], [8]等を基に調査チーム作成 

低体重

24〜59か月の子どもの低体重、発育阻害、消耗症、過体重の割合

発育阻害 消耗症 過体重

機能障害のない子ども

1つ以上の機能障害がある子ども

複数の機能障害がある子ども
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4.3.3 障害と非感染性疾患（NCDs） 

障害者とがん、心血管疾患、慢性呼吸器疾患、糖尿病などの非感染性疾患（NCDs）の関係は双方向

的である。NCDsは、世界的に機能障害の主要原因となっている [8]。NCDsに罹患した人のうち、食

事、入浴、着衣などの基本的な日常生活動作に困難を抱える人の割合は、高所得国の系統的レビュー

によると、心血管疾患患者で 21.1～64.1%、慢性呼吸器疾患患者で 7.4～49.8%、糖尿病患者で 12.2～

54.5%となっている [9]。低中所得国でも類似した傾向が示唆されているが、データは限定的である。

一方、障害者はNCDsに対してより脆弱である。身体活動の制限により肥満リスクが高い傾向にある

ことや、医療アクセスの困難などがリスク要因となっている [9]。 

NCDs が機能障害に至るメカニズムは多様で、身体的、認知的、心理的領域にわたる。直接的影響

として、糖尿病では眼疾患、神経障害、脳卒中や心筋梗塞などの合併症が生じ、移動障害や日常生活

動作の低下と 50～80%の関連性が認められている。間接的影響として、慢性呼吸器疾患では機能制限

に加えて不安・うつが生じ、がんでは広範囲な機能状態への影響がある [9]。 

例えば、脳卒中は片麻痺、バランス障害、視覚・言語障害などの身体的障害、認知障害、うつなど

の心理的後遺症を引き起こす [8]。世界的に 18～73%が認知障害、15～79%が失語を経験する [9]。低

中所得国でも同様の傾向があり、タンザニアでは 60%以上が中等度から重度の機能障害を示した [10]。

参加制約も深刻で、南アフリカでは脳卒中後少なくとも 6か月経過時点で 43%が家庭内での役割回復

や仕事復帰をほとんど達成できず [11]、ナイジェリア、南アフリカ、タンザニア、ルワンダでも社会

的孤立、宗教活動の制限、就労の困難が報告されている [12]。 

このように、NCDsと障害の関係は双方向的であり、障害者のNCDsリスクの高さと、NCDs罹患に

よる機能制限や社会参加への影響を考慮すると、栄養の改善においてもこの関係性を理解した包括的

なアプローチが不可欠である。 

4.4 栄養の改善分野における障害主流化の重要性 

4.4.1 持続可能な開発目標（SDGs）達成への貢献 

栄養の改善分野における障害主流化は、持続可能な開発目標（SDGs）の達成に重要な役割を果たす。

特に、「飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現する（ゴール 2）」及び「あらゆる年齢の

すべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する（ゴール 3）」への直接的な貢献が期待され

る。 

ゴール 2「飢餓をゼロに」におけるターゲット 2.1は「2030年までに、飢餓を撲滅し、すべての人々、

特に貧困層及び幼児を含む脆弱な立場にある人々が一年中安全かつ栄養のある食料を十分得られるよ

うにする」こと、そしてターゲット 2.2は、「2030年までに、あらゆる形態の栄養不良を解消し、若

年女子、妊婦・授乳婦及び高齢者の栄養ニーズへの対処を行う」ことを目指している。障害者は障害

のない人々と比較して栄養不良のリスクが高く、このターゲットが重視する特別な配慮を必要とする
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人々に該当する。ライフコースを通じた栄養改善においては、青少年期から成人期にかけての継続的

な栄養管理と健康教育が重要であり、これには栄養摂取のみならず、健康な身体づくりに影響を与え

る可能性のある要因全般への包括的な対応が含まれる。 

また、障害と栄養不良は相互に影響し合う関係にあるため、栄養の改善分野及びマルチセクトラル

での取組（保健、農業・食料、水・衛生、教育、運輸交通、都市・地域開発等の分野横断的取組）に

おいて障害者のニーズを組み込むことは、SDGs の根本原則である「誰一人取り残さない」の実現に

重要である。特に、栄養改善プログラムやサービスへのアクセシビリティ確保には、保健医療施設の

バリアフリー化、食料調達が可能な商業施設や市場への物理的アクセシビリティ、学校給食を受ける

ための教育施設の環境整備など、建築や都市・地域開発分野との連携が不可欠であり、このようなマ

ルチセクトラルなアプローチが障害主流化の実現に繋がる。 

4.4.2 障害者権利条約（CRPD）の履行 

障害者権利条約（CRPD）は、障害者が生涯を通じて適切な栄養を享受し、質の高い栄養サービスを

受ける上で、栄養改善に関わる制度や取組が果たす重要な役割を強調している。特に、第 25 条「健

康」では、障害者が障害に基づく差別なく、到達可能な最高水準の健康を享受する権利を、締約国の

義務として明記しており、これは栄養状態の改善を含む包括的な健康の概念を包含している。 

また、第 28条「相当な生活水準及び社会的な保障」では障害者が食料を含む適切な生活水準につい

ての権利を有することを認め、栄養改善プログラムや食料支援への平等なアクセスを保障している。

第 9条「施設及びサービス等の利用の容易さ」では食料配布拠点を含むすべての施設のアクセシビリ

ティ確保を求めている。さらに、第 11条「危険な状況及び人道上の緊急事態」は、災害時や緊急時に

おける障害者の栄養ニーズへの特別な配慮と支援を規定している。 

障害者権利条約（CRPD）は、第 25 条の健康への権利と第 28 条の適切な生活水準への権利を中心

に、関連する諸条文が相互に関連しつつ栄養の改善分野における障害者の権利を包括的に保障してお

り、締約国にはこれらの権利に基づく障害者の栄養改善へのアクセスと質の確保に向けた継続的な取

組が求められている。 

4.4.3 JICAグローバル・アジェンダ（JGA）達成への貢献 

栄養の改善分野の JGAは、「開発途上国の子どもを中心とする脆弱な人々の慢性的な低栄養状態の

改善に向けた取組により、国際的に深刻化が懸念されている「栄養不良」の課題解決を目指す」こと

を目的としている。栄養の改善分野における障害主流化の推進は、この目的達成において不可欠な要

素である。 

特に、栄養改善における「包摂性」の確保には、障害者の栄養サービスへのアクセス改善が必要不

可欠である。障害者は障害のない人々と比較して栄養不良のリスクが高い。栄養の改善分野の JGAの

「ライフコースを通じた栄養改善」と「食と栄養のアフリカイニシアティブ（IFNA）」の両方におい
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て障害の視点を組み込むことで、真に誰一人取り残さない栄養改善の実現に寄与することが期待され

る。 

ライフコースを通じた栄養改善においては、以下の貢献が期待される。 

 母子栄養改善：障害のある妊産婦や乳幼児への包摂的な栄養サービス提供により、真に誰一人

取り残さない母子栄養改善が実現可能となる。産前健診での障害に配慮した栄養指導、母子手

帳を活用した障害児の成長モニタリング、適切な母乳・補完食推進等を障害者も含めた母子継

続ケアの一環として実施することで、最初の 1000 日における包摂的な栄養改善に寄与するこ

とが可能となる。 

 NCDs対策：障害者は健康診断や栄養カウンセリングへのアクセスが制限されがちであり、適

切な栄養管理の機会が限られている。保健医療施設のアクセシビリティ確保、障害に応じた栄

養指導技術の向上、地域での健康的な食事推進等により、障害者を含むすべての人々がライフ

コースを通じて NCDs 予防・管理サービスにアクセスできる体制構築への貢献が見込まれる。 

 食育・給食の推進：障害のある子どもの給食プログラムへの参加促進により、教育と栄養の両

面で包摂性を確保する。障害に応じた食器・食具の提供、個別の栄養ニーズへの対応、食事介

助スタッフの配置等を通じた給食アクセス改善と、地産地消や食の多様性を学ぶ食育活動への

参加促進により、障害の有無に関わらずすべての子どもが健康的な食生活を送るための知識と

習慣を身につけ、包摂的な食環境の実現に貢献する。 

IFNAにおいては、食と農業の視点からの栄養コア人材（栄養改善を推進する政策決定者・実務者）

5,000名の育成、直接裨益人口 27万人の達成を目指すとしているが、障害者の農業参画促進や栄養素

ギャップに基づく食料アクセス改善アプローチ（NFA）における障害インクルージョンにより、包摂

的な栄養改善に貢献することが可能となる。 

 政策提言・アドボカシー：地域経済共同体や国レベルでの政策対話を通じ、農業・栄養政策に

おける障害の視点の組み込みを促進する。これには、障害者の農業参画に関する国家戦略への

反映、障害者のアクセシビリティ確保のための予算配分の提案などが含まれる。 

 能力開発：マルチセクトラル連携アプローチと NFA に基づく地域研修を通じ、農業・栄養分

野の政府職員の障害インクルーシブな事業計画策定能力を強化する。NFA App などのデジタ

ルツールの活用により、障害者を含む脆弱層の栄養ニーズに基づいた介入計画の立案を支援す

る。 

 現場レベルでの実践：障害者がアクセス可能な農業技術研修、栄養価の高い作物の栽培支援等

により、障害者世帯における食の多様性と栄養状態の改善を図る。また、障害者とその家族を

対象とした調理デモンストレーションや栄養教育を通じ、地域で生産可能な栄養価の高い食品

の利用促進に貢献する。 
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これらの取組により、栄養の改善分野における障害主流化は、JICAの栄養宣言が掲げる「栄養をす

べての人々へ」の理念を真に実現することに寄与する。 

4.5 栄養の改善分野において障害者のアクセスや参画を阻む障壁 

栄養改善プログラムへのアクセス及び利用において、障害者は、制度的、物理的（環境的）、情報

面の障壁及び意識上の障壁（否定的な態度・差別・無理解）に直面している。これらの複数の障壁が

相互作用することで、文脈に応じて複雑な状況を作り出している。そのため、障害者のニーズを満た

すためには、様々な戦略を組み合わせた多面的アプローチが必要であり、個別のニーズに合わせた対

応が不可欠である [10]。障害者の栄養改善プログラムへのアクセスを阻害する主な障壁とその例を表 

4-3に示す。 

表 4-3 障害者の栄養改善プログラムへのアクセスを阻害する主な障壁とその例 

障壁 例 

制度的障壁 • 栄養改善プログラムに関する国家ガイドラインと障害に特化したガイダンスの

不足 

• 栄養改善プログラムへのアクセスに関する年齢・性別・障害別データの不足 

• 障害の観点からの栄養改善プログラムに関する組織・機関レベルでの専門知識

の欠如 

• 障害者の栄養問題の早期発見・介入に関する制度や意識啓発体制の不足 

物理的障壁 • 保健・教育施設やサービス提供施設への物理的なアクセスの障壁（スロープ、

車いす対応設備の不足など） 

• 保健・栄養専門施設の都市部への集中、専門スタッフの都市部への集中 

情報の障壁 • 栄養改善プログラムに関する情報へのアクセシビリティの欠如（字幕、手話、

音声、点字、平易な言葉での情報提供の不備など） 

意識上の障壁 

（否定的な態度・

差別・無理解） 

• 保護者や介助者の食事や栄養に関する知識不足 

• 医療従事者からの偏見や差別、否定的態度 

出所： [10]を基に調査チーム作成 

JICAの栄養の改善分野における取組においても、障害者が直面する障壁は多岐にわたることが想定

される。例として、ライフコースを通じた栄養改善における取組のうち給食の推進に係る障壁を表 4-4

に、IFNAにおける取組に障害者が参画する場合に想定される障壁を表 4-5に示す。 

障害のある子どもの学校給食プログラムに係る障壁は二段階に分かれる。第一段階として、障害のあ

る子どもがそもそも学校に通学できない根本的問題がある。バリアフリー設備の不足、教師や他の保

護者の否定的態度、医療・福祉サービスの不備等により、未就学状態にある障害のある子どもがい

る。第二段階として、通学はしているが給食を適切に利用できないという問題がある。個別の食事ニ

ーズへの未対応、食事を介助するスタッフの不足、適切な食器・食具の不足などにより、学校に通え

ても給食への適切なアクセスが阻害されている場合がある [11]。二段階目の学校内での給食プログ

ラムにおける具体的な障壁を表 4-4に示す（第一段階目の教育に関する障壁については第 2章「教

育分野における障害主流化」を参照）。 
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表 4-4 学校給食プログラムにおける障壁 

障壁 障壁の例 

制度的障壁 • 食事選択の制限：代替食品提供の範囲が限定され、個々の栄養ニーズ・嗜好に対

応困難 

• 支援の不足：食事支援に必要なスタッフ数や技術レベルの不足 

• 調理知識の不足：異なる障害に適した食事準備の知識不足、食品の調理技術不足 

物理的障壁 • 水・衛生設備：食前食後の一般的・口腔衛生に必要な設備へのアクセス困難 

• 食事環境：適切な座席、食器・食具の不足、食事の時間制限 

• 介助者の必要性：家族や介助者が昼食時間に学校で食事支援を行う必要性 

情報の障壁 • 情報アクセス：点字等アクセシブルなフォーマットでの栄養情報・衛生指導の不

備 

意識上の障壁 • 学校スタッフの拒否：時間や資源不足を理由とした支援に対する拒否 

• 調理担当者の負担感：限られた時間や資源での追加的な対応を負担と認識 

出所： [11]を基に調査チーム作成 

IFNA においては、農業を通じた栄養改善に取り組むとしているが、障害者の農業参画には多層的

な障壁が存在する。食料・栄養安全保障の向上には農業生産への参加が重要な要素となるものの、障

害者は土地や農業資材・設備へのアクセス、技術習得等において制約を受けやすい。これらの障壁を

理解し、インクルーシブな農業・栄養改善事業を実現するため、障害者の農業参画を阻む主な障壁を

表 4-5に示す。 

表 4-5 障害者の農業参画における障壁 

障壁 障壁の例 

制度的障壁 • 農業を通じた栄養改善事業への障害者の参加に関する国家政策やガイドライン

の不備 

• 農業・栄養分野における障害者のニーズを考慮したプログラムの欠如 

• 農業・栄養分野における障害関連データ・エビデンス収集方針の不備 

• 農業研修・技術指導に障害者が参加するための体制の未整備 

物理的障壁 • 農業研修施設・栽培現場等へのアクセス困難（車いす対応設備の不足など） 

• 障害に応じた農具・機械の不足 

情報の障壁 • 情報アクセス：点字等アクセシブルなフォーマットでの農業技術、栄養啓発情報、

市場価格や気象情報等の不足 

意識上の障壁 • 農業関係者・地域住民の障害に対する理解不足と偏見 

• 家庭内における障害者の農業従事に対する理解不足や支援の欠如 

• 「障害者は農業に適さない」という誤った認識や障害者が生産する農産物の品質

に対する偏見 

• 農業指導者・普及員の障害者とのコミュニケーション能力不足 

出所： [12], [13]を基に調査チーム作成 
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4.6 栄養の改善分野における障害主流化に向けた対策と取組 

4.6.1 障壁に対する取組事例 

前項 4.5 で述べた障壁に対する取組の例を表 4-6 に記載する。特に物理的障壁については、栄養改

善プログラムを提供する施設へのアクセシビリティのみならず、これらの施設に至る道路や交通イン

フラまで、都市環境全体のアクセシビリティが影響する。栄養改善事業の効果的実施には、運輸交通・

都市計画分野との連携による包括的なアクセス環境の整備が必要である。 

表 4-6 障害者の栄養改善プログラムへのアクセスを阻害する主な障壁に対する取組の例 

障壁 取組の例 

制度的障壁 • 政策策定：栄養政策における障害者の栄養ニーズ等の明記、障害当事者団体の

意思決定プロセスへの参画促進 

• 情報システム: 障害分類データ収集システムの構築 

• マルチセクトラルな連携強化：保健、教育、障害、栄養部門間の協力体制構築 

物理的（環境的）障壁 • 物理的アクセシビリティの改善：スロープ、調整可能ベッド、車いす、アクセ

シブルな衛生設備（トイレ等）の整備 

• 資源・サービスの地理的分散・最適配置：保健医療施設や栄養サービス提供施

設と専門スタッフの地方展開 

• 交通アクセスの確保：アクセシブルな交通手段の確保、交通費支援 

情報の障壁 • コミュニケーション：視覚障害者向けラジオ、聴覚障害者向け字幕・手話付き

映像の提供などアクセシブルなフォーマットかつ多様な媒体での情報提供 

意識上の障壁 • 家族・介助者教育：適切な食事支援、体位調整、栄養管理等に関する研修 

• 保健医療従事者、教師等への障害と人権研修、障害者とのコミュニケーション

や合理的配慮に関する研修 

• 保健医療従事者、教師等の専門性向上：障害の観点からの栄養改善プログラム

に関する専門知識の向上 

出所： [10]を基に調査チーム作成 

国連世界食糧計画（WFP）は障害インクルーシブな学校給食プログラムを実現するための具体的な

行動を以下のとおり提示している [14]。 

• 明確な対象設定：障害のある子どもを学校給食戦略・計画・規制において明確な対象集団とし

て位置づける。 

• データ改善：分析で明らかになったデータギャップを特定し、ワシントングループの質問項目

を含む障害データの改善機会を特定する。 

• 能力開発への予算確保：スタッフやパートナーの研修、障害インクルージョン監査など、能力

開発に必要な資源を確保する。 

• 意思決定への参加促進：学校管理委員会や教育開発委員会などの学校給食担当機関に障害当

事者（団体）を含め、障害当事者の参加と意思決定のレベルをモニタリングする。 

• 障害に応じた給食用品と栄養対応：障害に応じた食器や座位保持椅子など、障害のある子ども

の自立摂食を支援する用具を提供し、特別な栄養ニーズに対応した食事を提供する。 

• 障害当事者団体との連携：学校給食プログラムの設計において障害当事者団体や障害のある

子どもとその家族の参加を促し、支援提供方法（現金給付、持ち帰り配給など）を検討する。 
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• 社会・行動変容キャンペーン：国レベルで政府と協力し、障害への理解と障害者の栄養改善に

関する理解及び態度向上のためのキャンペーンを実施する。 

4.6.2 他国際援助機関における取組事例 

 国連世界食糧計画（WFP） アフガニスタンでの障害インクルージョン・ガイダンスノート

（アフガニスタン・レジリエンス・食料システムプログラム） [15] 

WFPは、「誰一人取り残さない」という SDGsの理念のもと、障害者の権利と参加を確保する取組

を進めている。WFP戦略計画（2022-2026年）では、1）すべての事業とプログラムにおける、障害者

の意義ある参加とインクルージョンの実現、2）運営・管理・支援といった組織運営のあらゆる側面で

の障害インクルージョンの推進、3）障害者に選ばれる雇用主となる（WFP のあらゆる業務に障害者

自身を参加させる）といった障害インクルージョンに係る目標を掲げている。 

こうした組織的方針を受けて、アフガニスタンでは同国の複雑な人道状況と文化的背景を踏まえた

障害インクルージョン・ガイダンスノートを策定した。このガイダンスノートは、アフガニスタンに

おけるレジリエンス・食料システムプログラムの全段階（ニーズ評価・現状分析、設計、計画、実施、

モニタリング、評価）において、障害者の参加を可能にするための具体的指針を提供している。概要

は以下のとおり。 

◼ 組織レベルでの基盤整備 

アフガニスタンにおいて最も支援を必要とする障害者に支援プログラムを効果的に届ける

ため、WFP アフガニスタン事務所では組織自体を障害者にとって親しみやすいものにする取

組を進めている。オフィス、交通手段、情報通信技術（ICT）設備のアクセシビリティ確保、障

害に対する社会的偏見の解消、経済的機会の創出、包括的な政策策定まで、物理的・社会的・

経済的・政策的な障壁を体系的に除去している。さらに、全職員が障害者のニーズを理解し適

切な支援を提供できるよう、継続的な研修と能力開発を実施している。 

◼ 事業レベルでの実践的取組 

• ニーズ評価・現状分析：現地の障害当事者団体と密接に協力し、障害者が直面する障壁、

多様なニーズ、文化的背景等を理解している。障害・性別・年齢別に細分化したデータを

体系的に収集し、包括的な評価ツールを活用している。 

• プロジェクト設計・計画段階：障害者と障害当事者団体が設計プロセスに参画し、多様な

障害者のニーズと優先事項を反映している。同国の重度障害者率 13.9%を考慮した具体的

目標を設定し、精神障害など外見では分かりにくい見えない障害への配慮も重視してい

る。 

• 実施：受益者選定で障害者を優先し、特に女性障害者や複数の障害者がいる世帯に配慮し

ている。WFP職員と協力パートナーへの障害インクルージョン研修を実施し、アクセシブ

ルな会場・ツール・コミュニケーションを確保している。女性、障害者、宗教指導者や地

域の指導者等を含むコミュニティ啓発ワークショップを展開するとともに、協力パートナ

ー契約に障害インクルージョンを必須要件として組み込んでいる。 
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• モニタリング・評価：国際標準のワシントングループの短い質問セットを用いて障害者を

特定し、障害別データを体系的に収集・分析している。障害者から直接意見を聞き、プロ

グラム改善に活かしている。 

 国連食糧農業機関（FAO） シリア「Building Local Resilience in Syria」プロジェクトに

おける障害インクルーシブな栄養改善と農業支援 [16] 

国連食糧農業機関（FAO）とUK Aidは、シリアにおける Building Local Resilience in Syriaプロジェ

クト（2022年 4月～2025年 3月）を通じて、障害者を優先対象とした包括的な農業・栄養改善支援を

実施した。本プロジェクトは、気候変動に配慮した農業技術とジェンダー対応型介入を統合し、シリ

アの脆弱な農業コミュニティの生産性向上、食料・栄養安全保障の改善を目指した。特に注目すべき

点は、女性、若者と並んで障害者を明確に優先対象として位置づけ、54,600世帯への支援を通じて障

害インクルーシブな農業開発を実現した点である。 

このプロジェクトは、農民フィールドスクールを通じて、9,000人以上の農業従事者に、より良い農

業実践と気候変動対応農業のアプローチを提供した。農民フィールドスクールの特徴は、障害者が単

なる支援対象ではなく、地域農業システムの重要なリーダーとして位置づけられていることである。

実際に、障害のある男性ファシリテーターが 25名の畜産農家を指導し、自家製飼料生産や乳製品加工

技術を教えて地域の生産性向上に貢献しており、これは包括的で持続可能な農村開発モデルの成功例

といえる [17]。 

4.7 栄養の改善分野における障害主流化に係る成果指標 

障害主流化に係る取組によって期待される成果（変化）を測る指標（障害主流化指標）として、表 

4-7にライフコースを通じた栄養改善クラスターにおける指標案を示す。 

表 4-7 ライフコースを通じた栄養改善クラスターの指標案 

直接目標 指標 障害主流化指標の案 

質の高い栄養サ

ービスが提供で

きる栄養コア人

材（栄養改善を推

進する政策決定

者・実務者）の育

成 

① 生体計測（体重・身長・血圧等）がで

きる医療従事者数・地域人材の数 

② 血液検査（貧血・血糖等）ができる医

療従事者数  

③ 栄養カウンセリング・指導ができる医

療従事者数 

④ 栄養教育・食育・給食等に携わる地域

人材の数 

⑤ 栄養マルチセクター案件数 【毎年少

なくとも 1件の新規案件形成】 

• 障害の種類別に配慮した栄養カウ

ンセリング・指導技術に関する研修

を受けた人材の割合 

• 障害インクルーシブな栄養教育・食

育・給食提供に関する研修実施回数

と研修受講者数 

• 障害インクルーシブな栄養改善コ

ンポーネントを含む新規栄養マル

チセクター案件の割合 

出所： [18]を基に調査チーム作成 
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 社会保障分野における障害主流化 

5.1 ガイダンスノートが対象とする主な取組領域 

社会保障分野におけるガイダンスノートは、社会保障・障害と開発分野の JICA グローバル・アジ

ェンダ（課題別事業戦略、以下 JGA）に基づき、以下の 3 分野を主な取組領域とする。なお、3．雇

用・労働環境改善については、脆弱層を対象にした就労支援に焦点を当てることとし、障害に特化し

た障害者就労支援や労働環境改善は本ガイダンスノートの対象とはしない。 

1. 社会保険制度構築：年金、雇用保険、労災保険等の社会保険制度 

2. 社会福祉の推進：子ども、障害者、高齢者、生活困窮者等への社会福祉サービス 

3. 雇用・労働環境改善 

なお、医療保障（医療保険）については、「保健医療」分野ガイダンスノートで扱うこととする。 

5.2 障害の視点から見る社会保障分野の基本的理解 

5.2.1 インクルーシブな社会保障システム（Inclusive Social Protection Systems） 

インクルーシブな社会保障システムとは、「ジェンダーに対応し、また社会的排除に起因する脆弱

性を考慮した形で、ライフサイクルにわたり、包括的で適切、かつ持続的な社会保障をすべての人に

対し提供するために関連する制度を組み合わせたもの」と定義されている [1]。持続可能な開発目標

（SDGs）ゴール 1.3に掲げられている「適切な社会保護制度及び対策の実施」に向け、開発途上国を

含む各国と国際社会は、インクルーシブな社会保障システムの確立に取り組んでいる。 

5.2.2 ライフサイクルアプローチ 

国際労働機関（ILO）を中心に提唱されている社会保障におけるライフサイクルアプローチは、個人

の一生を通じて必要な支援を提供するという考え方であり、障害主流化を検討する上でも重要である。

出生から高齢期までのライフサイクルにおいて、障害者は様々なリスクに直面する。例えば、幼児や

学齢期において障害のある子どもは、不就学、家族との分離、栄養不良等のリスクがある。成人期に

は労働市場に参入できず、障害関連費用を含む必要な生活費を確保できない状態に至りやすい。高齢

期では、経済的困窮に加え、介護ニーズを支える家族の不在等のリスクが生じる。各国はこれらのリ

スクを考慮し、ライフサイクルにわたる社会保障システムを構築する必要がある。 

5.2.3 障害インクルーシブな社会保障システム（Disability-inclusive Social Protection 

Systems） 

長年にわたり、障害者を対象とした社会保障政策は、主に「貧困」「就労困難」「一人で生活がで

きないこと」といった側面に焦点を当て、所得保障や施設による保護を軸に展開されてきた。しかし、

2006 年に国連で採択された障害者権利条約（CRPD）は、こうした従来の考え方に大きな転換を促し
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た。同条約は、障害者を受け身の保護対象としてではなく、社会の一員として積極的に参加し、貢献

する権利を持つ存在として位置づけている。 

この考え方は、2019年に ILOと国際障害同盟（International Disability Alliance: IDA）等が発表した共

同声明「障害者の完全かつ効果的な参加を支援する包括的な社会保障制度に向けて」にも明確に示さ

れている（詳細は 5.4.4を参照）。この声明は、社会保障制度は単に障害者を保護するための仕組みに

とどまらず、障害者が社会の一員として主体的かつ意味のある形で参加し、完全に包摂されることを

支える制度であるべきだと示している [2]。 

日本においても、2003年の支援費制度導入により、行政がサービスを決定する措置制度から、本人

の意思に基づきサービスを選択できる仕組みへと転換が図られた [3]。この改革は、障害者が自らの

生活を主体的に設計し、地域社会で自立して暮らし、参加することを可能にする上で重要な一歩とな

った。 

5.2.4 障害関連費用 

障害関連費用は、障害者の社会保障を考える上で非常に重要である。障害関連費用は、障害者とそ

の家族が日常生活を送るために必要な支援やサービスにかかる費用を指す。これらの費用を適切にカ

バーすることにより、障害者のエンパワメントと社会参加につながる [1]。障害関連費用の内容を表 

5-1に整理する。 

表 5-1 障害関連費用 

直接経費  医療費、交通費（公共交通機関を利用しにくいため）、障害児保育サービス、

住宅費（バリアフリーな居住環境への転居、障害のある子どもの教育やリハビ

リテーションのための転居） 

 車いす、点字読書機器、リハビリテーション、人的支援（介助や手話通訳）を

含む障害に特化した支出 

間接経費  教育や雇用へのアクセスにおける差別による低所得 

 無償のケアとサポートの提供による家族（特に女児や女性）の機会費用（教育

や就労の機会が制限され、社会的・経済的に直接的・永続的な影響を及ぼす） 
出所： [1]を基に調査チーム作成 

5.2.5 障害者に係る社会保障施策の体系 

障害者に係る社会保障施策の体系を図 5-1に示す。 

障害者の社会保障施策は、大別して①現金給付、②現物給付、③関連施策との連携に分類され、そ

の機能は所得保障、保健医療及び障害関連費用の補償、ならびに他のサービスへのアクセス改善に整

理される。また、これらの施策は、一般的な社会保障施策と障害者に特化した施策で構成されている。

なお、国際的には社会保障政策と雇用政策を統合的に推進するアプローチが主流となっており、本報

告書においても社会保障政策の枠組みに脆弱層への就労支援を含めて整理している。 

現金給付には、拠出型（社会保険方式）と非拠出型（税財源による給付）の制度があり、さらにラ

イフサイクルに応じた多様な形態が展開されている。現物給付は、大きく「支援サービス」と「減免
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措置」に分類される。支援サービスには、介助、手話通訳、移動支援、レスパイトサービスなどの地

域生活支援に加え、医療費補助、早期介入、リハビリテーション、補助器具の提供といった保健医療

サービスが含まれる。減免措置には、公共交通機関や公共料金の割引、税制上の控除、食料補助など

が含まれる。 

各国は、これらの給付や支援を戦略的に組み合わせることで、障害者一人ひとりの多様なニーズに

応じた社会保障制度の構築を進めている。 

 
出所： [1]を基に調査チーム作成 

図 5-1 障害者に係る社会保障施策 

5.3 障害の視点から見る社会保障分野の問題 

5.3.1 ライフサイクルを通じて障害者が直面するリスク 

障害者は、医療、教育、就労をはじめとする社会・経済のあらゆる側面において、制度的・物理的・

情報的な障壁に直面しており、これらはしばしば複合的に作用する。また、健康の維持や日常生活の

継続には、支援サービス、リハビリテーション、補装具・福祉機器の利用など、障害に起因する追加

的な費用（障害関連費用）が必要となる。 

こうした構造的な障壁と経済的負担の重なりにより、障害者とその家族は、貧困状態に至るリスク

が高く、ライフサイクルを通じて多様かつ重層的な社会的・経済的リスクや脆弱性にさらされている。

特に、ケアやサポートを担う家族（多くは女性や少女）に対しても、教育機会や就労機会の制限とい

った影響が及び、世帯全体の経済的不安定性を助長する要因となっている。障害者がライフサイクル

を通じて直面する主なリスクを以下に整理する。 

 障害者とその家族は、障害のない人に比べ貧困率が高い。国連の「障害と開発レポート（2024）」

によると、11 か国のデータであるが、障害のない人が国の貧困ライン以下で生活している割合

は 18％であるのに対し、障害者は 20％であった。障害関連費用を加味すると、貧困状態にある

障害者の割合はより大きいと言える。また、多次元貧困指数でみると、33か国の平均では、障害
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のない人は 60％であるのに対し、障害者は 80％であった [4]。 

 障害のある子どもは、貧困や家族への支援が限定的であることなどにより、施設に入所する可能

性が同年代の子どもと比較して最大で 17 倍高い。また、障害のある子どもは、障害のない子ど

もよりも、暴力を経験する可能性が約 4倍高い [2]。 

 障害のある若者に関し、教育、就労、職業訓練のいずれにも参加していない若者（Not in Education, 

Employment, or Training: NEET）の割合は障害のない若者に比して約 2倍となっている（障害の

ない若者：約 25％、障害のある若者：約 50％） [4]。また、成人期への移行に伴い、国や地域、

家族からの支援が減少することで、貧困状態に至るリスクがさらに高まる。 

 障害者、特に障害のある女性は、雇用機会が限られており、正規雇用の可能性はさらに低い。2021

年のデータによると、世界の就労年齢人口のうち雇用されている人口の割合は、障害のない人が

56％であるのに対し、障害者は 27％である [4]。就労の制限は、貧困や経済不安に直結する。 

 障害の割合は年齢とともに増加し、世界では60歳以上の高齢者の46%以上が障害を有する [5]。

累積的な不利益による経済不安に加え、介助を含む支援ニーズの増大に応じた支援の確保が困難

になる可能性が高まる。 

 紛争や災害を含む人道的危機において、障害者はより脆弱な状況に直面する。人道的危機下の障

害者の死亡率は障害のない人に比して 2～4倍高い [6]。 

 国連経済社会局（UN DESA）（2020）によると、障害のある女性は、障害のない男性と比較し

て、複数の側面において著しい不利益を被っている。例えば、医療ニーズが満たされていない可

能性は約 3倍、文字が読めない割合は約 3倍高い。また、雇用されている割合及びインターネッ

トの利用率は、それぞれ約 2 倍低い水準にとどまっている。さらに、障害のある女児や女性は、

社会的・経済的に孤立しやすく、こうした孤立はジェンダーに基づく暴力のリスクを高める要因

となっている。実際、障害のない女性と比較して、性暴力の被害に遭うリスクが著しく高い状況

にある [7]。 

5.3.2 社会保障に関わる問題 

(1) 社会保障における障害者のカバレッジギャップ 

図 5-2（次頁）に示すとおり、「World Social Protection Report 2024–2026」によると、世界全体で重

度の障害者のうち現金給付を受給している者はわずか 38.9%にとどまっている。所得水準別にみると、

高所得国では 85.6%と高いカバレッジを示す一方で、高中所得国では 50.0%、低中所得国では 19.1%、

低所得国ではわずか 3.3%に過ぎない。地域別1にみても、アフリカ（8.1%）、アラブ諸国（15.9%）、

南アジア（19.2%）と、特に開発途上地域においてカバレッジの低さが顕著である [8]。 

 
1 ILOの地域区分 
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このような状況は、貧困状態にある障害者が多く存在する開発途上国において、所得保障が十分に

機能していない実態を浮き彫りにしている。障害者に対する現金給付のカバレッジが限定的である要

因の一つとして、多くの国において障害給付が拠出型制度に依存している点が挙げられる。拠出型制

度は、フォーマルセクターでの就労を通じて社会保険料を納付した者を対象とする仕組みである。そ

のため、障害のある子どもや無職の障害者、インフォーマルセクターで働く障害者が多い国々では、

制度の対象から排除される人が多い構造となっている [1]。 

2023 年のデータによれば2、障害給付を無拠出型制度により提供している国は全体の 36%にとどま

る。さらに、無拠出型制度であっても、その多くは所得審査（ミーンズテスト）を条件としており、

所得が一定水準を下回る者のみに限定されている。普遍的な障害給付制度を導入している国は依然と

して少数にとどまり、障害者の包括的な所得保障の実現には、制度設計の抜本的な見直しが求められ

ている。 

 
出所: p.146, [8] 

図 5-2 重度障害者の現金給付受給者の割合（地域別、小地域別、所得水準別）（%） 

 
2 ILO World Social Protection Data Dashboard のデータを基に算出 

https://www.social-protection.org/gimi/WSPDB.action?id=32
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 障害者に対する社会保障の支援水準と内容の不十分さ 

UN Flagship Report on Disability and Development（2024）は、ほとんどの低中所得国において、障害

者に対する現金給付が所得保障の観点から不十分であることを指摘している [4]。さらに、給付の方

式が拠出型か非拠出型かを問わず、多くの制度においては最低限の所得代替に重点が置かれており、

障害関連費用は考慮されていない [1]。また、社会保障の給付額や受給資格を決定するための所得算

定を世帯単位で行う仕組みには課題がある。世帯全体の所得が基準を満たしていても、障害者本人に

収入があるか、また必要とする介助費や補装具、医療費などの障害関連費用に世帯内で資源配分がな

されるかは別問題である。その結果、障害者が家族内で不利な立場に置かれることがある。 

同様に、低中所得国では必要な物品や支援サービスの提供が著しく限定されている。たとえば、介

助者や手話通訳といった支援制度は制度的に整備されていない場合が多く、介助や日常的なサポート

は主に家族、特に女性や少女に依存しているのが実情である。また、支援機器（補装具・福祉器具）

へのアクセスも深刻な課題である。世界全体でそれらを必要とする人々のうち、実際に利用できてい

るのはわずか 5〜15%にとどまるとされており、特に低中所得国においては、支援機器の入手や利用

が極めて困難な状況にある [1] [2]。 

 社会保障システムの設計に関する問題 

社会保障システムの制度設計に関し、以下の問題が指摘される [1]。 

1) 「就労不能」に焦点を当てた制度設計 

多くの国において、障害給付の受給要件として「就労不能」であることが制度上求められている。

しかし、実際には就労している障害者も少なくなく、こうした障害者も依然として、支援技術の購入・

維持費、専門的サービスの利用料など、障害関連費用を負担している。そのため、就労の有無にかか

わらず、障害者を社会保障の対象とする包括的な制度設計が求められる。 

現行の多くの社会保障制度では、こうした障害関連費用が考慮されておらず、就労している障害者

が支援の対象から除外されるケースが少なくない。特に開発途上国においては、収入を得る上での複

合的な障壁や、ライフサイクルを通じて発生する多様な障害関連費用が制度設計に十分に反映されて

いない現状がある。また、社会保障制度が「就労不能」にのみ焦点を当てている場合、就労を目指す

障害者が直面する費用負担や、障害のある子どもや高齢者に対する支援ニーズが制度上見落とされる

可能性が高い。このような制度設計は、障害者の社会参加や経済的自立を阻害する要因となり得る。 

2) 医療モデルと慈善アプローチに基づく制度設計 

障害者を「保護の対象」として捉える医療モデルや、慈善的な視点に基づくサービスモデルにおい

ては、支援の目的が自立の促進ではなく、依存を前提とした支援に偏る傾向がある。その結果、障害

者が地域社会から隔離され、施設への収容が促進されるなど、本人の意思に基づく自立した生活の実

現が制限される可能性が高まる。また、こうした制度的枠組みは、スティグマや差別の助長にもつな
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がりかねない [1]。 

日本においても、かつては障害福祉サービスの提供に「措置制度」が採用されており、行政がサー

ビスの内容や提供先を決定していた。この制度は、障害者を保護の対象とみなす考え方に基づくもの

であり、本人の選択や意思決定を十分に尊重する仕組みとは言い難かった3。 

2015年に発表された「障害者の権利に関する国連特別報告者報告書（A/70/297）」 [9]において、社

会保障制度を従来の福祉的アプローチから、権利に基づくアプローチへと移行する必要性が明確に示

された。この報告書は、障害者を受動的な保護の対象としてではなく、権利の主体として位置づける

視点の重要性を強調しており、各国に対して、障害者の社会参加とインクルージョンを促進すること

を目的とした、包括的かつ包摂的な社会保障制度の構築を求めている。 

3) 障害認定 

障害認定（disability assessment）は、障害者が必要とする支援を特定し、対象者を適切に絞り込み、

支援の優先順位を決定するための重要な手段である。しかし、多くの国においては、障害認定が依然

として主に医師による医学的診断に依拠している4。このようなアプローチでは、実際の機能制限や社

会参加への障壁、支援の必要性といった側面が十分に考慮されず、認定基準に該当しない人々が、実

際には支援を必要としているにもかかわらず制度の対象外となってしまう問題がある。したがって、

障害認定においては、機能障害に加え、社会的障壁や環境要因も合わせて考慮することが重要である。 

また、医師による診断を支援の前提条件とする制度設計は、医療人材や医療施設が不足している開

発途上国、特に農村部において、障害認定及び社会保障サービスへのアクセスを著しく制限する要因

となっている。さらに、多くの国では、障害給付制度において所得審査と障害認定の双方を受給要件

としており、これにより除外エラー（本来支援を受けるべき人が制度から排除される事態）のリスク

が高まっている。その結果、支援を最も必要とする人々が制度そのものにアクセスできない状況が生

じている。 

5.4 社会保障分野における障害主流化の重要性 

5.3.1で述べたように、障害者はライフサイクルを通じて多くのリスクに直面し、その頻度や影響の

大きさは障害のない人々と比べ顕著である。こうした状況に対応するため、社会保障制度は、障害者

の生活と権利を保護し、所得や機会の不平等を是正するとともに、社会参加とインクルージョンを促

進する上で不可欠な役割を果たす。 

すべての障害者が、人生のあらゆる段階で社会保障の恩恵を受けるためには、「障害主流化の取り

組み」と「障害に特化した取り組み」の両方が必要である（ツイントラック・アプローチ）。これは、

 
3 2000年の身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、児童福祉法の改正により、「措置制度」から「契約制度」への移

行が行われた。 
4 医学的に機能障害を扱うことを否定するものではない。 
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一般的な社会保障制度の中に障害の視点を組み込むと同時に、一般施策では対応しきれない障害特有

のニーズに応えるために、専門的で個別性の高い支援策を整備することを意味している。 

このような障害インクルーシブな社会保障制度の構築は、SDGs の関連目標の達成、障害者権利条

約（CRPD）の履行義務の遂行、さらには JGAの実現に向けて極めて重要である。 

5.4.1 持続可能な開発目標（SDGs）達成への貢献 

障害インクルーシブな社会保障制度は、SDGs の達成に大きく貢献するものである。具体的には、

貧困撲滅（ゴール 1）、健康（ゴール 3）、ジェンダー平等（ゴール 5）、経済成長・雇用（ゴール 8）、

格差是正（ゴール 10）の達成への貢献が挙げられる。 

特に、ゴール 1（貧困撲滅）のターゲット 1.3では「各国において最低限の基準を含む適切な社会保

護制度及び対策を実施し、2030年までに貧困層及び脆弱層に対し十分な保護を達成する」ことが掲げ

られている。このターゲットに対応する指標 1.3.1では、障害者が明確に言及されており、障害者を含

むすべての人々が社会保障の恩恵を受けられることの重要性が強調されている。これは、社会保障制

度が包摂的であること、すなわち障害の有無にかかわらず、すべての人々が平等にアクセスできる制

度設計が求められていることを意味している。 

〔ターゲット1.3〕   各国において最低限の基準を含む適切な社会保護制度及び対策を実施し、 

2030年までに貧困層及び脆弱層に対し十分な保護を達成する。 

〔指標1.3.1〕    社会保障制度によって保護されている人口の割合（性別、子ども、失業者、 

年配者、障害者、妊婦、新生児、労務災害被害者、貧困層、脆弱層別） 

5.4.2 障害者権利条約（CRPD）の履行 

障害者権利条約（CRPD）は、障害者の生涯を通じた社会参加とインクルージョンを実現する上で、

社会保障制度が果たす重要な役割を明確に位置づけている。特に第 28条「相当な生活水準及び社会的

な保障」では、障害者が尊厳ある生活を営むために必要な社会保障及び生活基盤への平等なアクセス

を、締約国の義務として明記している。同条文では、障害関連費用に対する支援と費用負担可能な支

援サービスや補装具の提供が規定されている。 

また、第 19条「自立した生活及び地域社会への包容」では、障害者が地域社会の一員として自立し

た生活を送るために必要な住居や支援サービスの提供を、第 20条「個人の移動を容易にすること」で

は、質の高い移動補助具や移動支援へのアクセスを費用負担可能な形で保障することを求めている。 

障害者権利条約（CRPD）は、第 28条を中心に、関連する諸条文が相互に関連しつつ社会保障分野

における障害者の権利を包括的に規定している。締約国には、これらの権利に基づき、障害者の社会

保障への平等なアクセスの確保と同時に、社会参加とインクルージョンを保障する包括的な社会保障

施策の確立のための継続的かつ実効的な取組を講じることが求められている。 
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5.4.3 JICAグローバル・アジェンダ（JGA）達成への貢献 

社会保障・障害と開発分野の JGAは、目標として「人々の生活や社会の安定の基礎となる社会保障

制度の構築を支援し、高齢者、女性、子どもや障害者等の脆弱者が包摂される社会の実現を推進する」

と掲げており、社会保障を通じた障害者の社会包摂の実現を明示している。社会保障分野の国際協力

事業における障害主流化の推進は、障害者の生活の保障と社会参加を進める上で不可欠であり、上記

目標の達成に直接的に貢献するものである。 

5.4.4 共同声明「障害者の完全かつ効果的な参加を支援する包括的な社会保障制度に向けて」

（2019年） 

2019 年、ILO や IDA 等の国際機関、二国間援助機関、障害当事者団体、NGO が協力し、共同声明

「障害者の完全かつ効果的な参加を支援する包括的な社会保障制度に向けて」（Joint Statement: 

Towards inclusive social protection systems supporting full and effective participation and inclusion of persons 

with disabilities）が発表された。この共同声明には、JICAを含む 20の組織が賛同を表明している（2019

年時点）。同声明は、障害者が直面するリスク及び脆弱性を明確にするとともに、それらに対応する

手段としての社会保障の重要性を強調している。さらに、障害者の完全かつ効果的な参加とインクル

ージョンを実現するためには、障害インクルーシブな社会保障制度の構築が不可欠であることを示し、

そのために必要な制度改革の方向性を提言している [2]。 

5.5 社会保障分野において障害者のアクセスや参画を阻む障壁 

障害者の社会保障サービスへのアクセスや利用にかかる障壁を表 5-2に整理する。 

障害者は、社会保障サービスの提供プロセス全体において、多様かつ複合的な障壁に直面している。

これらの障壁は、制度的、物理的、コミュニケーション、態度的といった複数の側面にわたり、相互

に影響し合うことで、サービスへのアクセス及び利用を困難にしている。加えて、多くの社会保障制

度が依然として障害の個人モデル（医療モデル）に基づいて設計されており、障害を個人の機能的な

問題として捉える傾向が強い。このような制度設計は、障害者の自立や社会参加を支援する社会モデ

ルへの転換を阻害する要因となっている。また、就労との両立が困難であるなど、制度そのものが障

害者の社会的インクルージョンを妨げる構造的な障壁となっている場合も少なくない。 

したがって、障害者の権利に基づく障害インクルーシブな社会保障制度の構築にあたっては、これ

らの複合的な障壁を体系的に把握し、制度設計・運用のあらゆる段階において排除のリスクを最小化

する視点が重要である。 
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表 5-2 社会保障制度において障害者が直面する障壁 

障壁 具体例 

制度的障壁  医療モデルに基づいた制度設計と障害認定：社会生活上に障害を有していて

も5社会保障サービスを受けることができない場合がある、また社会参加や生

活上必要な支援が考慮されない 

 就労不能を要件とする制度設計：就職活動や就労している場合、障害給付を

受給することができず、障害関連費用を賄うことができない、また就労意欲

や経済的自立を阻害する可能性がある 

 障害関連費用を考慮しない制度設計：ミーンズテスト（資力調査）にあたり、

障害者が日常生活や社会参加に要する追加的費用が考慮されないため、給付

の対象から除外される 

 国民 ID を持たない人を排除した制度設計：複合的な困難や差別を抱える立

場にある人々は、出生時に戸籍や住民登録などの公式な記録に登録されてい

ない場合があり、サービス受給資格を得られない 

 障害別統計データの不備：障害者の人数や支援ニーズが把握されておらず、

ニーズに応じた施策形成、必要なサービス整備、十分な予算確保が行われて

いない 

物理的障壁  手続きを行う行政機関へのアクセシビリティの欠如： 

- 行政機関までの距離が遠い 

- 行政窓口の施設がバリアフリーでない、障害者用のトイレがない 

- 行政機関へ赴くための費用（交通費、介助者、通訳者）や、同行する家族

の機会費用がかかる 

- 同行する介助者の不在 

情報面の障壁  社会保障サービスに関する情報提供におけるアクセシビリティの欠如： 

- 多様な媒体・アクセシブルなフォーマットでの情報提供が行われていな

いため、受給資格のある制度について知らない 

- 複雑で理解しにくい内容 

 複雑で煩雑な申請手続き：申請方法が分からない、申請手続きの支援提供が

ない 

 申請時の情報保障の未整備：手話通訳者、要約筆記者の不在 

意識上の障壁 

（否定的な態度・差

別・無理解） 

 窓口の職員による偏見や差別的な態度：否定的・差別的な対応により必要な

支援を受けることを諦める、職員の障害に対する無理解による誤った情報提

供や手続きの遅延の発生 

 手続き時などにおける合理的配慮の欠如：行政官の無理解により、申請手続

きやサービス提供場面において合理的配慮が提供されない（例: 紫外線への

抵抗力が弱いアルビニズムのある人が長時間屋外で待たされる） 

出所： [1] [2] [10]等を基に調査チーム作成 

また、社会保障分野の開発協力事業を実施する上でも、表 5-2に示されたような障壁が存在するこ

とに十分留意する必要がある。これらの障壁により、障害者が事業活動やその成果にアクセスできず、

結果として排除される状況が生じる可能性がある。具体的には、以下のような事例が挙げられる。 

 
5 国によっては、精神障害や難病などにより社会生活において支援が必要な状況があっても、障害として制度的に認定

されず、障害者向けの社会保障サービスの対象とならない場合がある。 
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 事業の設計や計画策定に関する関係者協議における、障害当事者（団体）参画の重要性が認識

されていない6。 

 事業関係者による障害理解の不足により、就労支援プログラム等への参加が困難であると一方

的に判断してしまう。 

 支援プログラムの対象者選定において、障害関連費用が考慮されず、障害者が対象外とされる。 

 事業活動や研修の参加募集案内がアクセシブルなフォーマットで提供されていないため、参加

を希望し得る障害者に情報が届かない。 

 研修やセミナーの会場がアクセシブルでないため、障害者が参加を断念せざるを得ない状況が

生じる。 

このような排除の事例は、障害者が開発協力事業の恩恵を受ける機会を制限するだけでなく、事業

の公平性や持続可能性にも影響を及ぼす可能性がある。そのため、事業の計画、実施、モニタリング、

評価のすべての段階に障害の視点を取り込み、実践することが重要である。 

5.6 社会保障分野における障害主流化に向けた対策と取組 

5.6.1 障害インクルーシブな社会保障制度の重要な要素 

ILOと国連児童基金（UNICEF）によるガイダンスノートである「Towards Inclusive Social Protection 

Systems: Enabling Participation and Inclusion of Persons With Disabilities（2024年）」は、共同声明（2019

年）に基づき、障害インクルーシブな社会保障システムの重要な要素として、以下の 4点を挙げてい

る [1]。 

 参加とインクルージョンを支援するための多様な制度の組み合わせ 

• 基本的な所得保障と障害関連費用の補償を提供する。 

• 障害者の多様性とライフサイクルを通じて変化するニーズに対応するため、現金給付、現物給

付、医療サービス、支援サービスを組み合わせる。 

• 一般の社会保障施策における障害者のアクセシビリティの保障（障害主流化）と、一般の施策

では満たされない障害に特化した施策の開発に両輪で取り組む（ツイントラック・アプローチ）。 

• 支援へのアクセスと資源配分を最適化するためには、適切な障害認定とニーズ評価、ケースマ

ネジメントが必要である。 

 
6 2025年の世界障害サミット報告書の中で、ケアエコノミーに関する政策協議において、これまでケアとサポートの

提供者にのみ焦点が当てられ、支援を受ける側である障害当事者の意見が十分に反映されてこなかった点が問題とし

て指摘されている。また、ケアとサポートを提供する立場にある障害者自身の声も、政策形成の過程から排除されて

きた。結果として、障害者のニーズが適切に把握・反映されないことによる未充足ニーズの増加、ケアとサポートの

質の低下、さらには障害者の権利が侵害されるリスクの高まりが懸念される [16]。 
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 アクセシビリティと無差別の確保 

• 障害者が他の人と平等に社会保障プログラムにアクセスするため、環境、コミュニケーション、

情報、制度、態度の障壁を除去する。 

• 最も周縁化されたグループに積極的に働きかける。 

• 教育、保健、就労などの条件が給付に関連している場合、必要な調整を行う（例：子どもに教

育を受けさせることが貧困手当の給付条件となっている場合、障害のある子どもの家庭が当該

給付を受けることができない状況に直面する可能性がある）。 

 尊厳、自律、自己選択、人生に対するコントロール、プライバシーの尊重 

• 社会保障プログラムは、障害のある子どもや障害者、そしてその家族が直面する差別、偏見、

疎外、排除、不平等を助長してはならない。 

• 例えば、施設入所を助長する支援、法的能力の否定や制限、特定の条件設定（給付を受けるた

めに本人の意思に反した治療やプログラムへの参加を強制されるなど）、世帯単位の給付（障

害者本人が受給し、管理できない）などが挙げられる。 

 障害当事者団体との意義ある協議 

• 社会保障システムの設計、実施、モニタリングにおいて、障害当事者団体と協議を行う。 

5.6.2 障壁に対する取組事例 

前項 5.5で述べた障壁に対する取組例を表 5-3に示す。 

表 5-3 障壁に対する取組例 

障壁 取組例 

制度的障壁  制度設計や見直しにおける障害当事者の参画 

 障害者のアクセシビリティの確保や、申請・手続きに必要な付加的費用のた

めの予算配分 

 年齢、性別、社会経済指標で細分化した障害統計データの整備 

物理的障壁  市民の身近な場所で申請・手続きができるワンストップセンターの設置 

 申請・手続きのオンラインシステムの開発 

 アウトリーチ・システムの開発（外出が困難な重度障害者等、状況に応じて

アウトリーチによる情報提供、申請・手続きを可能にする） 

 代理人による申請・手続きを可能とするような柔軟な制度設計 

 手続きを行う行政機関のバリアフリー化と障害配慮（1 階に手続き窓口を開

設するなど） 

 申請・手続きに必要な付加的費用の補助 

 待ち時間や手続き時間の短縮 

情報面の障壁  アクセシブル・フォーマットによる情報提供（点字、音声読み上げ、字幕や

手話通訳付き動画、イラストを用いた分かりやすい表現など） 

 多様な手段による情報提供（書面、ウェブサイト、ラジオ、障害当事者団体

等の市民団体を通じた情報提供、ソーシャルワーカーによるアウトリーチな

ど） 
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障壁 取組例 

 多様なフォーマットによる申請・手続きの対応 

 申請・手続きを行うための支援サービス（ボランティアを含む）の配置（同

行援助、情報保障支援） 

 多様な手段による苦情申し立ての仕組みの確立 

意識上の障壁（否定

的な態度・差別・無

理解） 

 行政職員に対する「障害と人権」に関する研修の実施（障害者の権利、イン

クルージョンの原則、無差別でアクセシブルなサービス提供の方法など） 

 業務マニュアルへの障害者のアクセシビリティ確保に関する内容の追加 

出所： [1] [2] [10]等を基に調査チーム作成 

5.6.3 他国際援助機関における取組事例 

 IDPoor質問票への障害項目の追加（カンボジア） [11] [12] [13] 

カンボジア政府は、ドイツ国際協力公社（GIZ）の支援の下、貧困家庭の特定と社会保障サービスの

提供を目的として、2007年に「IDPoor（National Identification of Poor Households Program）」を導入し

た。この制度は、全国規模で貧困層を体系的に把握し、医療、教育、現金給付などの支援を効果的に

届けるための基盤となっている。 

GIZの働きかけもあり、2022年には、IDPoorの審査手続き及び選定基準の見直しが行われ、障害に

関する情報が新たに評価項目として追加された。これにより、障害児・者を世帯員に含む家庭は、生

活上の制約や医療・介護にかかる追加的な支出が考慮され、貧困スコアが相対的に高く算出される仕

組みとなっている。さらに、世帯の収入が貧困ラインをわずかに上回っている場合で、世帯員のうち

少なくとも 1名が中等度または重度の障害を有している場合には、貧困状態に至るリスクが高いと判

断され、登録される。このような世帯に対しては、必要な時に適切な支援につなげるための仕組みが

整備されており、社会的保護の網から漏れないよう配慮されている。 

 公共事業における障害者のインクルージョン（マラウイ） [11] [14] 

GIZ の支援の下、2015 年から 2017 年にかけて、マラウイにて障害者のインクルージョンを目的と

した公共事業（Public Works Programme）のパイロット事業が実施された。本事業では、失業者や低所

得者に一時的な就労機会を提供する公共事業への障害者の参加拡大が図られた。 

実施主体である対象地区の評議会は、マラウイ障害者協議会と連携し、行政職員や地域組織を対象

とした障害理解研修を実施した。研修では、障害者は「できない存在」ではなく、地域の発展に貢献

する存在であることが強調された。また、障害当事者とその家族を対象とした啓発活動も行われ、地

域全体の意識向上が図られた。さらに、地域レベルで活動する普及員（extension workers）のガイドラ

インには、障害インクルージョンに関する内容が組み込まれた。これらの取組により、障害者が公共

事業に参加する際には、作業時間の短縮や、身体的状況に応じた代替作業の提供など、柔軟な対応が

なされた。その結果、パイロット事業実施前には 1%未満であった障害者の参加割合は、第 3 サイク

ルでは 4.4%にまで向上した。 
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 少女を対象とした社会保護プログラムにおける障害者のインクルージョン（ウガンダ） 

[1] [15] 

「Girls Empowering Girls（GEG）」プログラムは、カンパラ首都庁が、UNICEFとベルギー政府の支

援を受けて 2019 年に開始した、都市部に暮らす思春期の少女を対象とした社会的保護プログラムで

ある。本プログラムは、少女たちが安全に成人へと移行し、自立と社会参加を実現できるよう支援す

ることを目的としており、現金給付、ピア・メンタリング、福祉的支援へのリファーラルを組み合わ

せた統合的アプローチを採用している。 

障害のある少女も平等に参加できるよう、様々な配慮が講じられている。現金給付においては、障

害に伴う追加的な費用を考慮し、障害のある参加者に対して上乗せ給付が提供されている。また、障

害の証明に必要な医療機関での診断書取得に関しては、プログラム側が予約支援や交通手段の提供を

行うことで、手続きの負担軽減を図っている。ピア・メンタリングでは、グループ参加が困難な場合

に個別対応を行うほか、手話通訳の提供などの合理的配慮がなされている。さらに、障害のある少女

には、一般的な保健・教育・生活支援サービスに加えて、補助器具などの障害特化型サービスへのリ

ファーラルも行われており、包括的な支援体制が整備されている。 

5.7 社会保障分野における障害主流化に係る成果指標 

共同声明（2019年）の中で、障害インクルーシブな社会保障制度を評価する質問事項が整理されて

おり、参考となる。 

表 5-4 障害インクルーシブな社会保障制度の評価項目 

実施レベル 

 社会保障プログラム（サービス）の目的、設計、実施は、障害者のインクルージョンと参加を促進しているか。障

害者の隔離や孤立を助長していないか。 

 プログラムは、障害者の多様性を十分に尊重し、障害者の尊厳、権利、可能性を促進する形で設計・広報・実

施されているか。 

 プログラムは、障害者及びその中でも複数の障壁に直面しているサブグループ（女性、少数民族、先住民な

ど）の選択、意思決定、自律性を促進するように設計・提供されているか。 

 プログラムの設計及び実施に、障害当事者団体は関与しているか。 

 プログラムに関する情報（資格要件、申請手続き、苦情や不服申し立ての方法など）は、すべての障害者にと

って利用しやすい形で提供されているか。 

 障害者のプログラムへのアクセスを妨げる物理的な障壁が存在しないか。 

 プログラムの職員は、サービス利用者である障害者に適切に対応し支援する準備ができているか。 

 プログラムには、環境上の障壁により、障害者やその中の特定のグループ（女性、少数民族、先住民など）にと

って遵守困難な要件が含まれていないか。 

 児童手当は、子どもが家族とともに生活することを保障する目的で支給されているか。 
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 プログラムのモニタリング体制は、障害種別のデータを集計し、障害者及びその中のサブグループの参加とインクル

ージョンの程度を評価できるようになっているか。そのために、性別、経済状況、居住地（都市部・農村部など）

といった追加的な要因に関するデータも収集されているか。 

 障害当事者団体は、プログラムのモニタリングに関与しているか。 

システムレベル 

 社会保障制度や関連する戦略・計画の策定または改訂に向けた国家対話プロセスにおいて、障害のある女性

を含む障害当事者団体との協議が想定されているか。 

 社会保障制度の国内モニタリング・プロセスに、障害当事者団体が関与しているか。 

 社会保障制度を管理する法的枠組みには、合理的配慮の提供義務及び障害に関連する要件への対応義

務、ならびに障害を理由とする差別の禁止が含まれているか。 

 社会保障制度に割り当てられた資源は、現金給付と現物給付を組み合わせた制度及びプログラムを通じて、す

べての障害者を十分に支援し得る水準となっているか。 

 社会保障のモニタリング・メカニズムは、異なる制度やプログラムからの障害関連データを統合し、障害者に提供

される支援の妥当性及び有効性を評価できるようになっているか。 

出所： [2] 
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 運輸交通分野における障害主流化 

6.1 ガイダンスノートが対象とする主な取組領域 

運輸交通分野におけるガイダンスノートについては、運輸交通及び都市・地域開発分野の JICAグ

ローバル・アジェンダ（課題別事業戦略、以下 JGA）に基づき、以下の 4つの小分野を主な取組領

域とする。 

表 6-1 運輸交通分野のガイダンスノートが対象とする主な取組領域 

取組領域 主な内容・活動 

① グローバルネットワークの構築 空港の拡張/整備、交差点の改良（フライオーバー） 

② 道路交通安全 交差点の改良（平面交差）、交通管制システムの導入 

③ 都市公共交通推進 軌道系交通機関（都市鉄道）及びバス高速輸送システム（Bus 

Rapid Transit: BRT）の整備、都市鉄道・BRT・バス等の公共交通

機関の運営組織の人材育成、公共交通機関の利用促進のためのモ

ビリティマネジメント 

④ 都市マネジメント・まちづくり （公共交通を中心とした）都市開発/都市交通マスタープランの

策定 

出所： [1], [2]を基に調査チーム作成 

6.2 障害の視点から見る運輸交通分野の基本的理解 

まず本項において、障害の視点から見る運輸交通分野の基本事項を説明する。 

6.2.1 障害の社会モデルの適用  

運輸交通分野における障害者のアクセシビリティ（施設やサービス等の利用の容易さ）の確保にお

いては、障害の社会モデルに対する理解が重要である。障害は個人の心身機能の障害と社会的障壁の

相互作用によって創り出されているものであり、社会や環境のあり方・仕組みといった社会的障壁を

取り除くことは社会の責務であるとする考え方を「障害の社会モデル」という [3]。例えば、車いす利

用者が、車両や施設のユニバーサルデザインが未整備の公共交通機関を利用できないのは、障害者に

機能障害があるからではなく、スロープやエレベーター等が整備されていないという社会的障壁によ

るものである。 

公共交通事業者はすべての利用者に対して公平にサービス提供できるよう、社会的障壁をなくす努

力が必要であり、そのためには物理的インフラ等のハード面の整備だけでなく、接遇等のソフト面も

総合的に機能させて、より公平なサービス提供を目指す必要がある。また、障害を理由として乗車を

拒否したり（利用拒否）、特定の時間帯しか乗車できないよう制限したり（制限）、障害者ではない

者には貸さない条件を課したり（条件の賦課）することは「不当な差別的取扱い」であり、禁じられ

るべきである1。 

 
1 日本では障害者差別解消法によって、不当な差別的取扱いは法的に禁止されている。また、国土交通省は同省が所管

する事業の事業者が差別の解消に向けた具体的取組を適切に行うにあたり、そうした取組の一般的な考え方を記載した

ものとして同法の規定にもとづき、「国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指

針 [34]」を公表するともに、相談窓口の設置を義務化している。 
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6.2.2 環境の整備と合理的配慮 

先述の社会的障壁の除去にあたっては、「環境の整備」と「合理的配慮」が必要である。「環境の

整備」とは、「企業や店舗などの事業者や行政機関等に対して、個別の場面において、個々の障害者

に対する合理的配慮が的確に行えるよう、不特定多数の障害者を主な対象として行う事前の改善措置

のこと」 [4]、すなわちユニバーサルデザインを取り入れることである。「合理的配慮」とは、「障害

者から社会の中にある障壁を取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたと

きに負担が重すぎない範囲で対応することが求められるもの [4]」である。 

合理的配慮を必要とする障害者が多数見込まれる場合や障害者との関係性が長期にわたる場合は、

その都度合理的配慮を提供するよりも、環境の整備を行うことが効果的であるとされている [4]。公

共交通機関の整備においても、まずは環境の整備に取り組むことが不可欠である。その上で、障害者

から合理的配慮の申出があった際には、障害者と事業者が建設的対話を重ね、解決策を検討していく

ことが重要である。 

6.2.3 自立的な移動環境の構築 

環境の整備の際には、障害者が可能な限り単独で、障害のない人と同様の時間・ルート・手段によ

って移動できるようにすることが求められる。そのためには、旅客施設及び車両等において、連続性

のある移動動線を可能な限り最短経路で確保（移動円滑化）するとともに、その他の交通機関との結

節点の移動動線の最適化を図ることで、自立的な移動環境を構築することが重要である [3]。移動円

滑化のイメージを図 6-1に示す。 

 
 

出所： [3] 

図 6-1 移動円滑化の基本イメージ 

6.2.4 運輸交通分野での障害者のアクセシビリティ 

障害者権利条約（CRPD）は、障害者が尊厳ある生活を営むために必要な道路や輸送機関及び関連す

る施設・サービスへの平等なアクセスの確保を、締結国に対して求めている（詳細は 6.4.2 を参照） 

[5]。 

しかしながら現状では、障害者は移動に関する問題に多く直面し、障害のない者と比較すると移動

頻度が少なく、一部の研究によれば、障害者は障害のない人と比べて移動頻度が 10～30%少ないとさ

れている [6]。障害者の交通アクセシビリティの欠如は、障害者に経済的・社会的な損失をもたらす。

経済的な損失としては、通勤が難しいために雇用機会が制限され、結果として障害者の労働所得が上
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がらないケースがある一方で、社会的な損失としては、通学が難しいために障害のある子どもの教育

の機会が限定されることや、病院への移動が難しいために適切な医療を受ける機会が限られてしまう

こと等が挙げられる。加えて、知人や地域コミュニティとの交流機会の減少といった損失もある。こ

のようなアクセシビリティの制約による経済的・社会的な機会からの排除は、開発途上国において障

害者が貧困状態から抜け出すことを妨げる要因となっている [7]。 

世界保健機関（WHO）の推計によると、全世界の障害者のうち約 80%が低中所得国に居住している 

[8]が、これらの国において障害者の交通手段のアクセシビリティは必ずしも十分ではない。また、WHO

等のデータによれば（図 6-2）、開発途上国 15か国において、交通アクセシビリティが不足している

と考える障害者の割合は平均 43%に上る。特に、パキスタン（85%）やジョージア（68%）、ラオス

（65%）、カメルーン（64%）といった国において高い割合となっている [9]。 

 
 

注：(MDS) はModel Disability Surveyに基づき作成されたデータを示すものである。 

(WG) はWashington Group Short Set of Questionsに基づき作成されたデータを示すものである。       

     出所： [9] 

図 6-2 交通アクセシビリティが不足していると考える障害者の割合（2021年/データの最新年） 

以上を踏まえると、開発途上国における障害者の貧困状態の改善に向けては、雇用、教育、医療、

趣味や余暇活動といった機会へのアクセシビリティを保障することが重要であり、そのためには、交

通インフラに対する障害者の交通アクセシビリティの確保が不可欠である。雇用・教育・医療・社会

参加等の機会へのアクセシビリティと交通アクセシビリティの関係性を図 6-3に示す。 
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出所： 調査チーム作成 

図 6-3 雇用・教育・医療・社会参加へのアクセシビリティと交通アクセシビリティの関係性 

6.3 障害の視点から見る運輸交通分野の問題 

運輸交通分野を障害の視点からみた場合、主に以下の 3つの問題がある。 

6.3.1 交通手段のアクセシビリティに関する法律や基準、指針の未整備 

開発途上国の多くは交通手段のアクセシビリティの確保について規定した障害者権利条約（CRPD）

に批准しており、アクセシビリティを確保するためのユニバーサルデザインを推進することが求めら

れている。ユニバーサルデザインの推進にあたっては、国家レベルでの交通手段のアクセシビリティ

に関する法律や基準、指針の策定が有効であるが、そうした法律や基準等が策定されていない国も存

在する。多くの国や地域においては、政策や計画を実行するにあたっての明確な基準や専門的な知識

を持った人材、資金等が不足しているために、それらの政策や計画の多くが実現できていない。 

国連経済社会局（UN DESA）は、アジア・太平洋諸国の 11か国において、バスのアクセシビリテ

ィに関する各種項目について、法的要件が存在する国の割合を整理している（表 6-2）。これによる

と、「移動用補助機器を使用する人のための十分に広い乗降ドア（89%）」、「視覚障害者を誘導す

るための誘導用ブロックや地表指標（88%）」、「物理的にアクセシブルでバリアフリーなバス停（78%）」

等の項目については多くの国々において法的要件が存在している。一方で、「公共交通機関の障害者

による円滑で安全な利用のための標準操作手順（56%）」、「字幕等の公共交通機関に関するアクセ

シブルなオンライン情報（63%）」等の一部の項目については半数近くの国で法的要件が存在してい

ない [9]。ブラジル、コロンビア、ペルー等の多くのラテンアメリカ諸国では、長年、NGOや政府機

関が非公式に策定した障害者の交通手段のアクセシビリティに関するガイドラインが公共交通機関に

関連する施設や車両の仕様を計画・設計する際に参照されていたが、現在では国家的な法律において

規定されている [7]。 

  

障
害
者

交通インフラ
（道路、バス・鉄道等の公共交通機

関の車両/関連施設）

情報インフラ

建築物

適切な雇用機会、
教育機会、医療、
社会参加の機会

交通アクセシビリティ

情報アクセシビリティ

建築物のアクセシビリティ

・
・
・

雇用・教育・医療・社会参加への
アクセシビリティ
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表 6-2 アジア・太平洋諸国のうちの 11か国においてバスシステムのアクセシビリティに関する 

法的要件が存在する国の割合（2022年） 

バスシステムのアクセシビリティに関する法的要件 割合 

移動用補助機器を使用する人のための十分に広い乗降ドア 89% 

視覚障害者を誘導するための誘導用ブロックや地表指標 88% 

物理的にアクセシブルでバリアフリーなバス停 78% 

補助移動装置の利用者が車両に乗車するための段差解消設備またはスロープ等の

乗車装置を搭載したバス車両 

78% 

（中略） 

公式の公共交通ポータル上でアクセシブルな形式で説明された駅や車両のアクセ

シビリティ機能 

63% 

アクセシビリティサービスに関する利用者フィードバックの仕組みと、安全性及

びアクセシビリティの問題に関するクレーム処理の手順 

63% 

字幕等の公共交通機関に関するアクセシブルなオンライン情報 63% 

公共交通機関の障害者による円滑で安全な利用のための標準操作手順 56% 

出所： [9]を基に調査チーム作成 

6.3.2 政策や計画の策定段階における障害者の参画の不足 

国連経済社会理事会（United Nations Economic and Social Council: ECOSOC）は、2020年にバンコク

で開催された国連アジア太平洋経済社会委員会（ESCAP）の運輸委員会（テーマ「交通分野における

横断的課題 安全で包括的な交通と移動」）において、障害者の移動に係るニーズは交通政策及び都

市計画政策の策定初期段階から考慮する必要があると指摘した [10]。国際公共交通連合（Union 

Internationale des Transports Publics）は、英国の地方自治体の交通計画をレビューした結果として、政

策や計画を策定する際に障害者との協議を通じたニーズ把握が十分に行われていない場合には、アク

セシブルな交通に関する政策や計画の質が一般的に低くなっている、と指摘している [11]。このよう

に、政策や計画段階において、障害当事者団体との意見交換等を通じて障害者のニーズや意見を把握

する機会を設けなかった場合、障害者のアクセシビリティを考慮した交通関連施設や車両の整備が実

施されない、実施されたとしても障害者の実際のニーズに応えることができないといった問題が生じ

る。また、アクセシブルな交通を提供するためのコストは、施設や設備を新設する際に導入する場合

と比較して、既存の施設や設備に追加導入する方が高額な費用がかかることから、障害者のアクセシ

ビリティについてはプロジェクトの計画段階から検討する必要がある2 [12]。 

6.3.3 公共交通機関の職員や他の利用者の障害理解の不足 

障害者がバスや鉄道等の公共交通機関を利用するかどうかを検討する際に、車両や関連施設（駅、

バス停等）がバリアフリーであるかという点に加え、公共交通機関のスタッフや他の利用者の障害者

に対する態度や認識も重要な検討要素となる。スタッフや他の利用者が障害者に対して否定的な態度

をとった場合には、障害者は公共交通機関を利用することを避けるようになる。変革的都市モビリテ

ィイニシアチブ（Transformative Urban Mobility Initiative）は、世界中の障害者が公共交通機関を利用す

 
2 障害者のニーズ・意見を把握する際は、物理的な障壁、情報・コミュニケーション面の障壁等、多様な障壁について

把握する必要があるため、複数の障害種別の障害当事者（団体）と意見交換をすることが必要である。 
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る際に日常的に差別を経験しており、また、地域社会が障害者の移動ニーズに対してほとんど注意を

払っていないことが障害者の自信に悪影響を与え、外出する意欲を妨げていると指摘している [13]。 

車両や関連施設のバリアフリー化が不十分な開発途上国であっても、周囲の人々が積極的に障害者

を支援することで障害者は公共交通機関の利用に障壁を感じにくくなる。一方で、車両や関連施設の

バリアフリー化が進んでいるヨーロッパでは、多くの障害者が車両に乗り込むのに時間を要するため、

他の利用者に迷惑をかけているように感じ、公共交通機関の利用を避けているとの報告もある [14]。 

以上から、障害者の交通手段へのアクセシビリティの向上に向けては、公共交通機関や道路等の交

通インフラの計画・設計・整備・運営にかかわるすべての関係者及びそれらの利用者である一般市民

に対して、障害者の移動に対する理解を深めるために、研修や啓発活動を推進していくことが必要で

ある。 

6.4 運輸交通分野における障害主流化の重要性 

先述のとおり、障害者の社会サービス（医療、教育等）へのアクセスや社会参加を保障するため

には、交通アクセシビリティの確保が必要不可欠な役割を果たす。 

障害者が利用しやすい運輸交通の整備は、持続可能な開発目標（SDGs）の関連目標の達成、障害

者権利条約（CRPD）の履行義務の遂行、さらには JGAの実現に向けて極めて重要である。 

6.4.1 持続可能な開発目標（SDGs）達成への貢献 

SDGsにおいて運輸交通に特化したゴールは設定されていないものの、障害者が利用しやすい運輸

交通を整備することにより、以下のゴールの達成に貢献することができる。 

ゴール 1（貧困撲滅）、ゴール 2（飢餓・栄養）、ゴール 3（健康）、ゴール 4（教育）、 

ゴール 8（経済成長・雇用）、ゴール 9（インフラ・産業）、ゴール 10（格差是正）、 

ゴール 11（都市） 

特に、ゴール 11（都市）のターゲット 11.2では、「2030年までに、脆弱な立場にある人々、女性、

子ども、障害者及び高齢者のニーズに特に配慮し、公共交通機関の拡大などを通じた交通の安全性改

善により、すべての人々に、安全かつ安価で容易に利用できる、持続可能な輸送システムへのアクセ

スを提供する」ことが掲げられている。このターゲットに対応する指標 11.2.1では、障害者が明確に

言及されており、障害者を含むすべての人々が公共交通機関に容易にアクセスできることの重要性が

強調されている。 

〔ターゲット11.2〕   2030年までに、脆弱な立場にある人々、女性、子ども、障害者及び高齢者のニーズ

に特に配慮し、公共交通機関の拡大などを通じた交通の安全性改善により、すべての

人々に、安全かつ安価で容易に利用できる、持続可能な輸送システムへのアクセスを

提供する。  

〔指標11.2.1〕    公共交通機関へ容易にアクセスできる人口の割合（性別、年齢、障害者別） 
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6.4.2 障害者権利条約（CRPD）の履行 

障害者権利条約（CRPD）では、第 9条「施設及びサービス等の利用の容易さ」において、障害者

が尊厳ある生活を営むために必要な道路や輸送機関及び関連する施設・サービスへの平等なアクセス

を、締約国の義務として明記している。具体的に、障害者権利条約（CRPD）の第 9条において締約

国に求める運輸交通に関する主な規定は以下のとおりである [5]。 

 障害者が自立して生活し、及び生活のあらゆる側面に完全に参加することを可能にするこ

とを目的として、都市と農村の双方において、道路、輸送機関その他の屋内及び屋外の施

設（学校、住居、医療施設及び職場を含む。）等を利用する機会を確保するための適当な

措置をとること 

 利用の容易さに関する最低基準及び指針を作成し、及び公表し、並びに当該最低基準及び

指針の実施を監視すること 

 公衆に開放され、又は提供される施設及びサービスを提供する民間の団体が、当該施設及

びサービスの障害者にとっての利用の容易さについてあらゆる側面を考慮することを確保

すること 

 施設及びサービス等の利用の容易さに関して障害者が直面する問題についての研修を関係

者に提供すること 

6.4.3 JICAグローバル・アジェンダ（JGA）達成への貢献 

運輸交通分野の JGAは、目標として「モーダルシフト施策等の推進を通じて運輸交通分野における

低・脱炭素化を進めつつ、国内及びグローバルにひろがる運輸インフラの整備や持続可能な維持管理、

安全の確保に取り組むことにより、すべての人が安全で自由に移動できるようになり、必要なモノが

あまねく世界にいきわたる社会を目指す。 [1]」と掲げている。開発途上国において、人やモノの移動

を支える運輸交通は、女性や障害者等の雇用機会の増大や教育及び医療アクセスの向上に寄与し、ひ

いては経済成長や貧困削減にも貢献する、経済的・社会的に不可欠な社会基盤である。そのため、運

輸交通分野の国際協力事業において障害主流化の取組を進めることは、上記目標の達成にあたり重要

である。 

6.4.4 質の高いインフラ投資に関するG20原則 

2019 年 6 月の大阪サミットにおいて「質の高いインフラ投資に関する G20 原則 [15]」が承認され

た。「質の高いインフラ」とは自然災害などに対する「強靭性」、誰ひとり取り残されない「包摂性」、

社会や環境への影響にも配慮した「持続可能性」を有するインフラを指す。G20 原則の原則 1（持続

可能な成長と開発へのインパクトの最大化）及び原則 5（社会への配慮（利用の開放性を含む））に

て、運輸交通分野における障害者のアクセシビリティの確保や包摂が言及されている。原則 1.2 は、

「インフラの設備やサービスは持続可能な開発を中核に据えるべきであり、また、あらゆる人々にと

ってアクセス可能で有益である必要がある」ことを示しており、障害者を含むあらゆる人々のインフ
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ラ（運輸交通インフラを含む）へのアクセシビリティの確保を規定している。また、原則 5.2 では、

「インフラの設計、提供、管理に際しては、あらゆる人々、特に、女性や子供、移転を強いられるコ

ミュニティや個人、障がい者、原住民や貧困層、社会の周縁に追いやられた人々など、とりわけ脆弱

な状況にある人々の人権やニーズを尊重すべき」とされており、インフラ（運輸交通インフラ含む）

の設計・運営・維持管理の段階でも障害者のニーズを反映、尊重することの重要性について言及して

いる。 

〔原則1〕    持続可能な成長と開発へのインパクトの最大化 

〔原則1.2〕  インフラの設備やサービスは持続可能な開発を中核に据えるべきであり、また、あらゆる人々に 

とってアクセス可能で有益である必要がある。 

〔原則5〕    社会への配慮（利用の開放性を含む） 

〔原則5.2〕  インフラの設計、提供、管理に際しては、あらゆる人々、特に、女性や子供、移転を強いられる

コミュニティや個人、障がい者、原住民や貧困層、社会の周縁に追いやられた人々など、とりわ

け脆弱な状況にある人々の人権やニーズを尊重すべきである。 

6.5 運輸交通分野において障害者のアクセスや参画を阻む障壁 

運輸交通分野において、障害者が直面する主な障壁を表 6-3に整理する。障害インクルーシブな運

輸交通の構築に向けては、これら障害者が直面する多層的な障壁に対応するため、運輸交通に係る政

策・計画の策定段階及び運輸交通インフラの設計・施工・運営/維持管理の各段階で障害の視点を組み

込むことが重要である。 

表 6-3 運輸交通分野において障害者が直面する障壁 

障壁の種類 具体的な障壁の例 

制度面の障壁  アクセシビリティ基準が未策定である、または策定されていても実践に乏しい

ため、道路や公共交通機関のユニバーサルデザインが進まない。 

 政策や計画の策定段階での障害当事者の参加が限定的であり、運輸交通に係る

政策や法制度、計画に障害者のニーズが十分に把握されていない。 

 差別的取り扱いを禁止する法律や指針及び相談、解決の仕組みがないために、

差別的な扱いを受けた際に障害者個人では解決できない。 

物理的な障壁  ユニバーサルデザインが進んでいない公共交通機関の車両や関連施設があるた

めに、公共交通機関の利用が困難である。（例：駅のホームに傾斜があったり、

転落防止柵が設置されていないために、安心して鉄道を利用することが難し

い。） 

 道路のユニバーサルデザインが進んでおらず、歩道の利用や交差点の横断に難

しさを感じる。（例：障害者によっては、横断歩道や歩行者用信号が設置され

ていないと、道路を横断する場所の判断が難しく、ストレスにもなる。） 
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障壁の種類 具体的な障壁の例 

情報面の障壁  情報アクセシビリティが考慮されていないために、ウェブサイトや視覚表示装

置、音声案内設備等の各種情報提供設備の整備が不十分で、公共交通機関に関

する情報を得ることができない。（例：障害によっては、駅改札に駅員の代わ

りに設置されているインターホンではコミュニケーションをとることが難し

い、タッチパネルによる予約は難しい等。） 

意識上の障壁 

（否定的な態度・

差別・無理解） 

 公共交通機関の職員や他の利用者による障害者への偏見や差別的な態度/対応

のために、障害者が公共交通機関の利用を避けたり、躊躇したりする。 

出所： [16]及び障害当事者団体へのヒアリングを基に調査チーム作成 

 

6.6 運輸交通分野における障害主流化に向けた対策と取組  

6.6.1 課題に対する日本の対応状況 

 交通アクセシビリティに関する法律や基準、指針の整備 

日本国内においては、障害者の交通アクセシビリティに関して、高齢者、障害者等の円滑な移動及

び建築物等の施設の円滑な利用の確保に関する施策を総合的に推進する法律として、「高齢者、障害

者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー法）」が 2006年に制定された。このバリア

フリー法に基づいて、高齢者、障害者等の移動または施設の利用に係る負担軽減を通じて、その移動

上または施設の利用上の利便性及び安全性を向上させることに関する基本方針「移動等円滑化の促進

に関する基本方針 [17]」が 2011 年に国土交通省、国家公安委員会、総務省及び文部科学省によって

告示されている。 

また、道路分野ではバリアフリー法に基づき、特定道路や旅客特定車両停留施設の新設や改築の場

合には適合義務が課され、その他の道路においては努力義務となる「移動等円滑化のために必要な道

路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令（道路移

動等円滑化基準） [18]」が規定され、横断歩道の勾配や縁石の高さ等の基準を示している。加えて、

道路管理者が道路施設等を新設、改築及び管理する際に、高齢者、障害者等をはじめとした全ての人

が利用しやすいユニバーサルデザインによる道路空間のあり方を検討する際に参考となる「道路の移

動等円滑化に関するガイドライン [19]」が作成されている。 

公共交通機関に関しては、公共交通事業者等が旅客施設及び車両等を新たに整備・導入等する際や、

旅客施設及び車両等を使用して役務の提供をする際に義務基準として遵守しなければならない内容を

示した「移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等

を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令（公共交通移動等円滑化基準） [20]」が規定

されている。また、公共交通事業者等が、旅客施設及び車両等を新たに整備・導入等する際や、旅客

施設及び車両等を使用して役務の提供をする際に、高齢者、障害者等をはじめとした多様な利用者の
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ニーズに応えるための整備のあり方を検討する際に参考となる「公共交通機関の旅客施設・車両等・

役務の提供に関する移動等円滑化整備ガイドライン（バリアフリー整備ガイドライン） [3]」が作成さ

れている。 

※国際協力事業への応用アイデア 

- 技術協力プロジェクトにおける運輸・交通分野のユニバーサルデザインに係る基準、指針、ガイ

ドライン等の策定支援（例：都市交通マスタープラン策定や都市交通マネジメントに係る技術協

力プロジェクト） 

 政策や計画の策定段階における障害者の参画 

日本国内において、運輸交通分野に係る政策や計画の策定段階で障害者の参画が行われている事例

を以下に整理する。 

1) 道路空間のユニバーサルデザインを考える懇談会 

「道路の移動等円滑化に関するガイドライン」の策定にあたり、国土交通省は関係省庁や学識者に

加え、各障害者団体の代表等を委員とする「道路空間のユニバーサルデザインを考える懇談会 [21]」

を設置し、2020～2023年度には 6回の懇談会を実施した。 

2) 成田空港ユニバーサルデザイン（Universal Design: UD）推進委員会 

成田国際空港株式会社は 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向けて、学識

者、空港関係者、各障害者団体の代表者等で構成されるUD推進委員会を 2017年に設立し、UD推進

のための指針となる「成田空港UD基本計画」を 2018年に策定した。このUD基本計画に基づき、障

害当事者の参加により様々な施策を具体化し、事後評価とそれを踏まえた改善までを実施している 

[22]。 

 
                                              出所： [22] 

図 6-4 成田空港におけるUD推進の各フェーズへの障害当事者参加 
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3) 新幹線のバリアフリー対策検討会 

国土交通省は、東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機に、新幹線のバリアフリー対策

を抜本的に見直し、高速鉄道のバリアフリー環境を改善することを目的として、2019年に「新幹線の

バリアフリー対策検討会」を設置した。検討会には、国土交通省の関係部局や新幹線の運行に関連す

る JR 各社に加え、DPI 日本会議や日本身体障害者団体連合会などの障害当事者団体の代表者が構成

員として参画し、検討の初期段階から障害当事者の意見が積極的に取り入れられた。最終的に、4 回

のソフト・ハードWG（ワーキンググループ）と 2回の新幹線車内の車いす用フリースペースに関す

る実証実験を経て、2020 年 10 月の「車いす用フリースペース」の導入に向けた移動等円滑化基準等

の改正に繋がった（2021年 7月 1日施行） [23]。3 

4) 別府港UDターミナル推進協議会 

株式会社商船三井は、大阪－別府間航路の新造船及び別府港新フェリーターミナルの新設にあたり、

2021年に「別府港UDターミナル推進協議会」を設立し、計画段階から障害当事者団体等へヒアリン

グを行い、新造船（さんふらわあ くれない / さんふらわあ むらさき）と新フェリーターミナル（別

府国際観光港旅客ターミナル さんふらわあターミナル）の設計に反映した [24]。 

※国際協力事業への応用アイデア 

- 技術協力プロジェクトにおける、運輸交通分野に係る政策・計画策定支援時のワーキンググルー

プやJCCへの障害当事者団体の参画や障害当事者団体へのヒアリングの実施（例：都市交通マス

タープラン策定や都市交通マネジメントに係る技術協力プロジェクト） 

- 運輸交通分野の無償資金協力/有償資金協力事業の事業計画策定時（準備調査）における障害当事

者団体へのヒアリングの実施（例：都市鉄道や空港整備・拡張に係る無償資金協力/有償資金協力

事業） 

 公共交通機関の職員や他の利用者の障害理解の促進 

「ユニバーサルデザイン 2020行動計画」を踏まえ、高齢者や障害者等が安心して公共交通を利用で

きるよう、交通事業者による接遇の質を統一・向上させるために、国土交通省は 2018年に「公共交通

事業者に向けた接遇ガイドライン [25]」を策定した。このガイドラインは交通事業者各社が自社の接

遇マニュアルを作成・改定する際の指針として活用されている。加えて、このガイドラインの内容を

業界単位で展開し、交通事業者による実施を促進するとともに、交通事業者が行う研修への障害当事

者の参加を促すため、座学及び実習のカリキュラム・研修教材として「接遇研修モデルプログラム [26]」

が作成された。このモデルプログラムは、鉄軌道編、バス編、タクシー編、旅客船編、航空編の 5つ

の交通手段に対応している。 

 
3 新幹線のバリアフリー化に向けた障害当事者の参画については、JICA作成の以下の動画「インクルーシブな社会を

目指して 〜障害者運動から見た日本の物理的バリアフリーと街づくり〜」で取り上げられている。 

https://www.youtube.com/watch?v=Hbbtifayv9o  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hbbtifayv9o
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また、公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団では、鉄道・バス事業者を対象に、接遇ガイ

ドラインに準拠した高齢者や障害者への接遇・介助の基本を習得する研修プログラム（交通サポート

マネージャー研修）を実施している [27]。研修には障害当事者が講師として参加し、座学、実技、グ

ループワークを通じて、単なるノウハウの習得ではなく、 障害への理解、コミュニケーションの取り

方、ニーズに対する気づきの感覚を磨くことが重視されている（京都市交通局や神戸市交通局では同

研修が職員研修の一環として位置づけられている）。 

 

 
出所： [27] 

図 6-5 障害当事者との意見交換 

（交通サポートマネージャー研修） 

 
出所： [27] 

図 6-6 視覚障害者の接遇・介助方法の習得・ 

実技演習（交通サポートマネージャー研修） 

 

また、市町村が作成する計画（バリアフリー基本構想）に基づき、一般の利用者の障害理解の促進

を目的として、市町村や施設設置管理者が「教育啓発特定事業」を実施している。同事業の具体的な

取組として、市町村が小中学校等と連携し、児童生徒等を対象として行う交通バリアフリー教室が挙

げられる。同教室では、高齢者や障害者が公共交通機関を利用する際の疑似体験を児童生徒ができる

ようになっている。 

 
出所： [28] 

図 6-7 小学生を対象とした交通バリアフリー 

教室のタイムスケジュール事例 

 
出所： [29] 

図 6-8 小学生を対象とした交通バリアフリー教室

の様子（車いす介助体験） 
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※国際協力事業への応用アイデア 

- 技術協力プロジェクトにおける、公共交通機関の職員向けの接遇ガイドラインの策定支援及び公

共交通機関の職員や小中学校の児童・生徒等の一般市民を対象とした交通バリアフリー教育の実

施（例：バスや鉄道等の公共交通機関の運営・維持管理に係る技術協力プロジェクト） 

6.6.2 他国際援助機関における取組事例 

 交通アクセシビリティに関する法律や基準、指針の整備 

世界銀行は、運輸交通分野において、障害者を含む移動に制約のある人々のアクセシビリティ改善

を目的とするプロジェクトの設計及び実施に関する実践的ガイダンスとして「Improving Accessibility 

to Transport for People with Limited Mobility (PLM); A Practical Guidance Note [7]」を作成している。この

ガイダンスは、主に以下の内容で構成されている。 

 アクセシビリティに関する施策 

 アクセシビリティの特徴 

 アクセシビリティに関連する規制及び制度的枠組み 

 アクセシビリティ改善のための資金源 

 運用ロードマップ 

 政策や計画の策定段階における障害者の参画 

アジア開発銀行（ADB）とフランス開発機構の協調融資によって実施された「Peshawar Sustainable 

Bus Rapid Transit Corridor Project」では、プロジェクトの計画・実施・運営の各段階において、障害者

や女性を含む様々な属性の市民が参加する手法を導入した。例えば、プロジェクトの計画段階で包括

的な調査を行い、プロジェクトの利害関係者を特定し、特定した利害関係者と調整を行うための利害

関係者マップを作成した上で、ワークショップ、公聴会、インタビュー、ソーシャルメディアやモバ

イルアプリを通じたユーザーフィードバック等を行った。特に地域の障害当事者団体と密接に協力し、

整備する BRTに関連する施設や車両のアクセシビリティの確保を図った。 
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出所： [30] 

図 6-9  Peshawar Sustainable Bus Rapid 

Transit Corridor Projectで整備された BRT駅 

 

出所： [31] 

図 6-10 BRT車内の車いすスペース 

 公共交通機関の職員やほかの利用者の障害者理解の促進 

世界銀行は、バス運転手などの公共交通機関の職員が、障害者や高齢者を含むすべての乗客に対し

て安全でアクセシブルなサービスを提供するための研修ツール、「Transit Access Training Toolkit [32]」

を 2009年に作成している。同ツールキットの構成は以下のとおりである。 

 より良いサービス提供に向けた公共交通機関の運転手と職員の動機付けのための実践手法 

 公共交通機関の運転手と職員のためのポケットサイズのモデルガイド 

 公共交通機関の運転手と職員に対して安全でアクセシブルなサービス提供を促すポスター 

 公共交通機関の職員と地域社会全体に向けた公共広告モデル 

 公共交通機関の運転手と職員に対する障害啓発イベントの準備方法 

 より包括的な研修のためのリソース 

6.7 運輸交通分野における障害主流化に係る成果指標 

アジア太平洋地域における障害者の権利の実現に向けて策定されたインチョン戦略（2013～2022年）

では、10の大目標と 27の中目標及び 62の評価指標が設定されている。目標 3では公共交通機関や情

報・通信への障害者のアクセスの強化が大目標として掲げられており、3 つの中目標のうちの 1 つで

ある目標 3.B では、障害者の公共交通機関のアクセシビリティとユーザビリティの向上が設定されて

いる [33]。 

〔目標3〕 物理的環境、公共交通機関、知識、情報、通信へのアクセスを強化する 

〔目標3.A〕 国の首都にある公共施設の物理的環境のアクセシビリティを向上させる 

〔目標3.B〕 公共交通機関のアクセシビリティとユーザビリティを向上させる 

〔目標3.C〕 情報及び通信サービスのアクセシビリティとユーザビリティを向上させる 

〔評価指標3.1〕 国の首都のアクセシブルな政府機関の建物の割合 

〔評価指標3.2〕 アクセシブルな国際空港の割合 

〔評価指標3.3〕 公共テレビのニュース番組における日次キャプション及び手話通訳の割合 

〔評価指標3.4〕 国際的に認識されたアクセシビリティ基準に合致した公的文書及びウェブサイトの割合 
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〔評価指標3.5〕 支援機器や製品が必要な障害者の割合とそれを持っている人々の割合 

〔評価指標3.6〕 障害者専門家の参加を必要とする政府アクセシビリティ監査プログラムの利用可能性 

〔評価指標3.7〕 国際標準化機構（ISO）などの国際的に認められた基準を考慮し、公衆が利用できる

建物のすべての設計の承認を規定する、バリアフリーアクセスに関する強制的な技術基準の

存在 

〔評価指標3.8〕 手話通訳者の数 

〔評価指標3.9〕 国際標準化機構（ISO）などの国際的に認められた基準を考慮し、一般向けのウェブサ

イトを含むあらゆるICT関連サービスの承認を規定する、バリアフリーアクセスに関する強制的

な技術基準の存在 

上記のインチョン戦略における評価指標も踏まえ、本ガイダンスノートで活用可能な運輸交通分

野の指標例を表 6-4に示す。 

表 6-4 評価指標の例 

課題 指標例 測定手法 

交通アクセシビリティに

関する法律や基準、指針

の整備 

1. 国際的に認識されたアクセシビリ

ティ基準に合致した公的文書（法

律、基準、指針等）4 

1. ウェブサイトや公的文書の確

認 

政策や計画の策定段階に

おける障害者の参画 

1. 計画策定段階から障害当事者の参

加を要求するプロジェクトの数

（プロジェクト）5 

1. 当該プロジェクトの確認 

公共交通機関の職員や他

の利用者の障害理解の促

進 

1. 公共交通機関を利用する障害者を

対象とした公共交通事業者向け接

遇ガイドラインの有無 

2. バリアフリー対応に関する接遇・

介助技術に関する研修受講者の数

（人） 

3. 公共交通機関を利用する際に高齢

者や障害者等を理解して行動でき

ていると回答した人の割合（％）
6 

1. 接遇ガイドラインの有無 

2. 研修主催者を通じた研修受講

者の数の把握 

3. 公共交通機関利用者や地域住

民に対するアンケート調査の

実施 

出所：調査チーム作成 

  

 
4 インチョン戦略 評価指標 3.4 “Proportion of accessible and usable public documents and websites that meet internationally 

recognized accessibility standards” を参照 
5 インチョン戦略 評価指標 3.6“Availability of a government access audit programme that requires the participation of experts 

with disabilities”を参照 
6 国土交通省は改正バリアフリー法・UD推進会議において、「心のバリアフリー」に関する目標として、アンケート

調査において「公共交通機関を利用する際、高齢者、障害者、妊産婦等の立場を理解して行動ができている」と回答

する人の割合を原則 100%とすることを設定している（2020年時点：約 80%）［34］。 
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 都市・地域開発分野における障害主流化 

7.1 ガイダンスノートが対象とする主な取組領域 

都市・地域開発分野におけるガイダンスノートについては、都市・地域開発分野の JICA グローバ

ル・アジェンダ（課題別事業戦略、以下 JGA） [1]及び「まちづくり」クラスター事業戦略～人々のた

めのまちへ Cities for People～（以下、「まちづくり」クラスター事業戦略） [2]に基づき、以下の 2つ

の小分野を主な対象領域とする1。 

① 都市開発：都市マスタープラン（都市計画・開発マスタープラン、都市交通マスタープラン）、開

発管理（土地利用規制、市街地開発事業制度、TOD（Transit Oriented Development （公共交通指向

型都市開発））、スマートシティ、まちづくり（コミュニティまちづくり、エリアマネジメント）、

G空間（地理空間）情報の整備・活用など 

② 地域開発：地域総合開発、回廊開発（地域のコネクティビティを向上させることによる新たな成

長機会の創出）など 

なお、本分野と関連する分野では、公共交通、防災・災害復興がある。公共交通に関して、道路交

通安全、交通機関とその関連施設に関する事項は「運輸交通」分野、防災・災害復興に係る事項は「防

災・復興」分野のガイダンスノートにて扱うこととする。 

7.2 障害の視点から見る都市・地域開発の基本的理解 

7.2.1 都市・地域と生活環境の状況 

都市に居住する人口の割合は世界的に増加傾向にあり、2023 年に 57.3％であった都市人口の割合

は、2050年には 70％に達すると見込まれている [3]。その増加の大部分は、アフリカ及びアジア地域

の低所得国及び低中所得国において生じるとされている [4]。一方、障害者人口は、現在全人口の 16％

程度を占めるが [5]、ほぼ同率で推移した場合、2050年の都市人口のうち、およそ 10億人は障害者で

あると推計されている [6]。 

一般的に、都市には農村部よりも多く、質の高いサービスが存在しており、人々はより充実したサ

ービスやインフラ、雇用機会などを求めて農村部から都市へ移動する [4]。しかし、開発途上国では、

急激な人口増加により都市における自然環境の悪化、インフォーマル居住地域の拡大、激しい交通混

雑、大気汚染、廃棄物処理等衛生能力、インフラ整備不足などから生活環境の悪化を引き起こしてい

る。また、中心都市への過度の人口や経済活動の集中、都市部と地方の格差、無秩序な市街地が拡大

するスプロール、さらに気候変動による災害の激甚化なども都市における安全・快適な生活、サービ

 
1 本ガイダンスノートでの「都市開発」「地域開発」の定義は、JICA課題別指針での定義にしたがい、都市開発を

「人が多数集まって定住し、その結果、人口密度が極めて高いエリア。経済的・政治的・文化的、主要交通路の中心

点を示す場所の開発」、地域開発を「単一の都市エリアだけでは解決できない広域的な問題、ニーズを抱えているエ

リア。都市及び農村等の地方部を含む場所の開発」とする [59]。 
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スや機会へのアクセスを脅かす。こうした課題は障害者の生活にも様々に影響を及ぼしていると考え

られる [6] [7]。 

7.2.2 インクルーシブな都市・地域 

持続可能な開発目標（SDGs）で政策目標として示されるとおり、持続可能な都市・地域開発のビジ

ョンの要素として、インクルーシブな都市・地域がある。インクルーシブな都市は、経済的な状況、

性別、人種、民族、宗教に関わらず、すべての人が、都市が提供する社会的、経済的、政治的な機会

に完全に参加し、力を持つことができる場所とされている。参加型の計画策定と意思決定による都市・

地域ガバナンスがインクルーシブな都市の中核であるといえる [8]。 

アジア開発銀行（ADB）は、UN-HABITATの定義を踏まえつつ、インクルーシブな都市を、アクセ

シビリティ、アフォーダビリティ（支払い可能な価格の設定・維持）、レジリエンス（強靭性）、持

続可能性の 4 つの要素に基づいて図 7-1 に示す枠組みで整理している。インクルーシブな都市とは、

「都市に住むすべての住民及びその他の都市利用者に対し、都市サービス、社会サービス、生計機会

へのアフォーダブルで公平なアクセスを提供し、安全で住みやすい環境を創出することで、人間の潜

在能力の最適な発展を促し、人間の尊厳と平等の尊重を確保する都市」としている。 

こうした都市は、すべての関係者による参加型の計画策定及び意思決定プロセスを通じたビジョン

の構築、市民への知識や情報の共有、経済的に困難な立場にある人々や脆弱な人々に対する相互補助

や社会的保護、環境的・社会経済的な脅威に対する強靭性の確保、資源の持続可能な利用を確保する

ための仕組み、といった要素に基づいて構築されるとしている [9]。 

 

出所： [9] 

図 7-1 持続可能な都市の姿 

表 7-1 インクルーシブな都市の要素  

アクセシビリ
ティ 

すべての個人やコミュニティが、安
全・安心な住まいと信頼できる基本
サービスを利用できる機会 

アフォーダビ
リティ 

個人が提供される住居、サービス、
交通手段の恩恵を受けられる経済
的余裕があるかどうかに加え、地方
自治体や国家がそうしたサービス
を体系的に提供できる能力の有無 

レジリエンス 災害発生後に対応する受動的な概
念ではなく、自然災害に対して「耐
え、吸収し、回復し、再構築する能
力」を事前に強化する能動的なアプ
ローチ 

持続可能性 責任主体（家族、地方自治体、国家
など）が債務を返済し、住居または
サービス提供システムや貧困層向
けインフラを運営・維持・更新・拡
張する能力 

出所： [9]を基に調査チーム作成 
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7.2.3 障害インクルーシブな都市・地域開発 

 障害の社会モデル 

上述のインクルーシブな都市・地域とそれを実現する都市・地域経営及びガバナンスの中で障害を

考える際、「障害の社会モデル」が基本的なアプローチとなる。同モデルは、障害者とみなされる人々

に対する社会的排除や社会参加の制約そのものを障害ととらえる。障害は障害者の持つ機能の問題で

はなく、障害者を取り巻く社会、環境にあり、障害を生み出しているのは、多様性に考慮しない社会、

環境に存在する障壁にあるとする [10]。インクルーシブな都市・地域開発は、計画策定及び意思決定、

サービスや資源への「アクセシビリティ」が重要な要素である。こうした要素を満たすためには、「障

害の社会モデル」のアプローチに基づき、環境及びサービスの設計や提供方法、必要に応じた支援を

検討することが求められる。 

 都市・地域開発とアクセシビリティ 

2015 年にナイロビで開催された「障害包摂とアクセシブルな都市開発に関するフォーラム（Forum 

on Disability Inclusion and Accessible Urban Development）」において、アクセシビリティは、経済的・社

会的・文化的・政治的なエンパワメント、参加、包摂の手段であると同時に、障害者が人権を享受す

るための前提条件であることが強調された。アクセシビリティは、すべての人の完全かつ効果的な都

市環境や経済活動への参加を可能にするものであり、持続可能でインクルーシブな都市開発に向けた

政策では、その中核に位置付けられるべきである旨の提言もあった [11]。アクセシビリティは、物理

的環境、交通機関、情報通信、公共施設及びサービスに加え、社会のあらゆるインフラ、サービス、

活動に及ぶ [12]。 

アクセシビリティは複合的な概念であり、物理的要素、コストの規模や支払い能力などの経済的要

素、コミュニティ・社会の安全性や特定の主体に対する受容性などの社会的要素によって決まる [13]。

また、都市・地域開発においてアクセシビリティを考える際には、単一の施設やサービスのバリアフ

リー化にとどまらず、「移動の連鎖（Travel Chain）」を考慮することが重要である。この「移動の連

鎖」とは、最終的な移動の目的を達成するために必要な、出発地から目的地に至るまでのすべての要

素（歩行環境、交通機関、乗り継ぎ地点など）を示す。アクセシビリティの目標は、すべての人があ

らゆる交通手段、サービス、施設、歩行環境にアクセスできるようにすることである。さらに、プラ

イバシー、安全性、防犯性といった要素についても公平に配慮される必要がある [6]。 

実効的な移動の連鎖を実現するには、障害者自身の参加とそれを可能とする適切な補装具2や介助等

サービス、ユニバーサルアクセス3、合理的配慮4の組み合わせが必要である [14] [10]。さらに、このよ

 
2 個人の機能や自立を維持・向上させ、福祉の増進を促進するもの（WHO. Global Report on Assistive Technology (2022)）。 
3 身体的または認知的な能力の有無に関わらず、すべての人が同じサービスや環境にアクセスし、利用すべきであると

いうもの [60] 。 
4 障害者が他の者との平等を基礎としてすべての人権及び基本的自由を享有し又は行使することを確保するための必要

かつ適切な変更及び調整であって、特定の場合に必要とされるものであり、かつ、不釣合いな又は過重な負担を課さな

いもの [61] 
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うなインフラ整備やシステムの構築を可能とする統合的な土地利用計画、都市計画、交通計画や法規

制の策定、実施・執行に向けた行政能力の構築が必要である。障害インクルーシブな都市の形成は都

市・地域開発とそのマネジメントの幅広い分野における積極的な対応と配慮が必要であることを示し

ている。 

7.3 障害の視点から見る都市・地域開発分野の問題 

7.3.1 住環境 

 住居と居住のための適切性 

障害者が直面する深刻な課題として適切な住宅の確保がある。経済的、社会的及び文化的権利に関

する国際規約（International Covenant on Economic Social and Cultural Rights）の締約国の規約実施状況を

検証している経済的、社会的及び文化的権利委員会（Committee on Economic, Social and Cultural Rights）

では、住宅の確保に関する権利について、法的な権利（借地借家権の確保）、サービス・物資・設備・

インフラの存在、価格と支払い能力（経済的側面）、居住性、場所の適切さなど複数の視点から定義

している [15]。こうした要素について以下のような問題が指摘される。 

居住の確保については、教育・雇用へのアクセスなどの複合的な要因から貧困に陥る障害者が多く、

住宅困窮に直面する人の割合は高い5。また、ホームレスの人に占める障害者の割合は障害のない人も

含めた全体と比較しても高い [15]。都市の貧困層を中心に借地借家権や土地所有権の保証が十分にな

されず、強制退去の防止等が十分に機能していないこともある [16]。加えて、女性に対する借地借家

権や土地所有に関する権利の保証がより不十分であることが指摘される [15]。さらに、契約に関する

情報提供や意思決定支援が適切に行われないため、不利な契約を結んでしまうなどの問題に直面する

障害者もいる。異議の申し立てや補償請求に向けた制度や体制整備も十分でない [14] [17]。 

住居を確保することができても、設計や仕様が障害や補装具等の利用に適さず改装が必要となるこ

とも多く、経済的な負担が大きい。さらに、必要な費用を負担できないため不適切な環境での居住を

強いられる障害者も多い6。また、女性にとって水・電力等へのアクセスや衛生的でアクセシブルなト

イレ等の衛生設備は特に重要であるが、こうした設備が未整備であったり、整備されていても仕様、

設置場所に問題があり、健康被害や暴力を受けるリスクが高いなどの課題が指摘される [18]。 

障害によっては住居とその周辺のデザインや仕様の工夫（例：サインなどを点字や色の組み合わせ

の工夫で示す、通路や出入口を車いす等が通れる広さや方向転換可能な規格にするなど）での対応が

可能な場合から、介助サービスなどの人的な支援が必要な場合など、必要とされる支援や対応は多様

であり、地域社会や様々な機関との連携が必要となる [19]。先進国であっても、障害者に対する住居

 
5 例えば、ヨーロッパ諸国 36か国を対象にした 2020年の調査では、平均 16％の障害者が深刻な住宅困窮に陥ってい

る事例を紹介している。高いところではトルコ、モンテネグロなどが 20％強となっている [14]。 
6 国連「障害と開発レポート 2024」によると、7か国の平均で 33％の障害のある回答者が現在の住居が住むのに適切で

ないと答えている。また、同報告書では、2011年のアメリカでの調査を引用し、ユニバーサルアクセスを備えた賃貸住

宅は 1％程度との報告を紹介している [14]。 
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の賃貸や改修への資金援助などの支援制度が整備されている一方で、障害者のニーズに即した住居の

供給が適切に行われているかについては、十分な検証がなされていない [18]。 

 居住地域の課題 

住宅だけではなく、居住する地域・コミュニティ全体に起因する課題も指摘される。低中所得国で

は急速な都市化による住宅市場のひっ迫から、インフォーマル居住地が拡大しており、障害者がこう

した地域での居住を余儀なくされることも多い。こうした居住地域は、水供給や衛生等、電気・通信、

地域内の移動などに係る通路等の基盤インフラの整備が不十分である。障害の有無にかかわらず、こ

のような環境での生活は困難が伴うが、障害者はより深刻な問題に直面している。こうした地域では

大気汚染等の公害、洪水等の気象災害へのリスクも指摘される7 [4] [14] [20]。 

また、モータリゼーションの進展と急速なスプロールによる土地利用の変化は、企業、各種サービ

スの郊外化や拡散につながった。同一の都市圏に位置していても、様々なサービスや機会、施設等が

容易にアクセスできる場所に集積して立地しておらず、アクセシビリティに影響を及ぼしている [13]。 

7.3.2 移動とネットワーク 

経済機会、教育・医療、日常生活に必要な各種サービスへのアクセシビリティは、移動に関する問

題が大きく影響している。移動においては①補助する補装具、②行動を支援する介助者などの人的な

支援、③交通手段とその仕様、④動きやすい環境、⑤器具やサービスを利用するための資金などの条

件がそろっている必要がある8。また、アクセシビリティは前述のとおり、移動の連鎖（Travel Chain）

がシームレスにつながっている状態であることが求められる。公共交通機関だけでなく、トリップの

起点と終点の施設等のアクセシビリティ、各トランジットのポイント、各交通手段の状況の条件が十

分でない場合、スムーズな移動が妨げられる。また、移動の支援のためのスロープやエレベーターな

どが設置されても、ユーザーが大きく回り道を強いられる位置に設置されている場合もある [20]。表 

7-2に障害者の移動に係る問題を整理する。 

 
7 PatrickほかによるDelivering Inclusive Design in Citiesでは、ウランバートル（モンゴル）、バラナシ（インド）、ナイ

ロビ（ケニア）、スラカルタ（インドネシア）、フリータウン（シェラレオネ）、メデジン（コロンビア）の 6都市を

対象に、障害当事者団体との協働による参加型調査を実施し、各都市のインフラの包摂性や各国・自治体の法制度整備

の状況等について調査した。この調査では、バラナシ、ナイロビの事例として、住宅ストックの不足と価格による住宅

確保の困難に加え、住宅におけるトイレなどの衛生施設整備に関する課題を指摘している。またバラナシについては、

文化・宗教的に重要な都市である一方で、宗教施設のある川岸に車いす等でアクセスできないことから、伝統・社会文

化とインクルージョンの両立という課題も指摘されている。 
8 障害者の生活を支える複層的な構造では、コミュニティ支援が欠かせない。この点についても別項で述べる [14]。 



全世界（広域）障害主流化セクター別ガイダンスノート作成業務 

業務完了報告書－第 7 章 都市・地域開発分野における障害主流化 

 

7-6 

表 7-2 障害者の移動に係る問題 

移動を支援する要素 問題 

補装具、移動に係る

介助等支援 

 市場にない、入手できない。 

 介助する人材がいない。 

 経済的な理由から購入・依頼ができない。 

歩行空間  歩道が整備されていない、または整備不良で歩行が困難。 

 歩道や通路の仕様から車いす等での通行が困難。 

 店、車両、動物などの障害物などが多く、歩行が困難。 

 スロープやエレベーターなど設備はあるが、遠い場所に設置されていて遠

回りを強いられる。 

公共交通9  公共交通網が十分に整備されていない。 

 公共交通の交通施設や車両等がバリアフリーになっていない。 

 公共交通機関のオペレーターや乗務員等の障害への理解不足、偏見・差別

等によりサービスや支援が適切に提供されない。不快な経験に遭遇する。 

 経済的な理由から料金が支払えない。 

接続性  各交通手段間の乗り換えや徒歩、公共交通機関などのシフトの結節点がバ

リアフリーになっていない。 

 スロープやエレベーターなど設備はあるが、遠い場所に設置されていて遠

回りを強いられる。 

出所： [4] [13] [21]を基に調査チーム作成 

7.3.3 経済機会、施設・サービスへのアクセス 

都市生活は地方・農村と比較して様々な機会やサービスへのよりよいアクセスを提供する一方で、

交通手段やインフラの仕様による物理的な性質、価格水準などの経済的な側面、差別・偏見等の社会

的な状況、施設利用に関する規則といった制度に影響を受け、実際には必ずしも十分なアクセシビリ

ティを確保できない問題が指摘される。 

 経済機会へのアクセスと貧困の定着 

国連「障害と開発レポート 2024年」によると、世界 90か国の 15歳以上 64歳以下の生産年齢人口

に占める労働人口の割合は、障害のない人では 56％であるのに対し、障害者では 27％にとどまってい

る。アジア、アフリカ、南米の 8か国について実施したModel Disability Surveyでは、平均で 30％の障

害者が職場の就労環境に困難を感じる、またはアクセスが困難であると回答している10 [14]。都市に

おいては、地方・農村と比較して物価も高く、移動、家屋の改修や補装具など様々な出費を抱える障

害者は、生計手段を持たないことによる貧困の定着が脅威となる [22]。 

 生活の質とアメニティ 

アメニティやレクリエーションなどの社会生活や余暇などの施設へのアクセシビリティも十分に

確保される必要がある。公園などの公共スペースにおけるアクセシビリティに加え、まちの活性化に

向けた活動への包摂性の確保も重要である。インクルーシブなルールを導入したスポーツなど、障害

者の参加が可能な仕組みは十分に用意されているわけではない。公共施設整備では、例えば、先進国

 
9 公共交通について、交通機関・施設等に関しては第 6章（運輸交通）を参照。 
10 カメルーン、フィリピン、スリランカ、アフガニスタン、ウガンダ、チリ、ザンビア、コスタリカにおいて 2015年

から 2019年に実施されたModel Disability Surveyの結果に基づく [14]。 
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でも、車いす利用者が利用できない公衆トイレは依然として 33%存在するなど、移動や生活が十分に

円滑に進められるわけではない [14]。観光に関するバリアフリーの取組も進められているが、歴史的

建造物や文化的な街並みなどは、地域に居住している住民であってもアクセスできないなどの課題が

ある [20]。 

7.3.4 安全・安心の確保 

 移動の安全 

障害者は、視覚や聴覚の障害などの場合、信号、標識、警告音、道路等の路面や障害物の状況など

に気づきにくいことや、車いす等の補装具での通行に適した通路がないことなどから、事故が多く、

特に歩行者の死傷者が多い [23]。 

 犯罪への対応 

障害者が、偏見・差別を背景にした暴力の被害にあうケースは少なくない。また、障害のある女性

は暴力にあう割合が高い [4] [24]。公共スペースや道路、街灯の未整備などの保全等、設備の課題や、

警察のキャパシティや地域社会との連携など、抑止が十分に機能していないことも課題である [13] 

[25]。 

 災害脆弱性と備え 

経済的な困窮から、ハザードに対する曝露が高かったり都市基盤の整備が不十分な地域に居住した

りする場合、被災リスクそのものが高くなる。また、障害者の教育や地域活動への参加機会が限られ

る場合、住居内の耐震の実施など、災害への備えや対応への知識が十分でないことも指摘される。さ

らに、災害時においては、移動の困難さに加え、補装具や介助者による支援などが迅速に手配できな

いこと、警報や避難指示等の情報が受信可能な形で提供されていないことから、避難が遅れたり、自

宅避難を余儀なくされたりすることが報告されている11。 

さらに、インフラ整備の障害の包摂性に関する調査では、高温や雨天といった常時の気象の状況や

浸水等に対する対応が十分でないことが指摘された。インフォーマル居住地をはじめ、もともと適切

な居住環境や接続性が確保されていない地域が、気候変動による様々な災害に見舞われることにより、

医療、買い物、銀行など日常生活に必要なサービスへのアクセスが著しく阻害され、場合によっては

生命・健康への被害リスクが増幅することとなる [20]。 

7.3.5 情報・コミュニケーション 

公共機関や各種サービス施設が提供するサービス、条件、アクセス方法について、提供される情報

がアクセシブルでない場合がある [7]。また災害時における早期警戒や避難等の情報に関する課題は

前項で述べたとおりである。 

 
11 第 8章（防災・復興）を参照。 
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7.3.6 地域開発と地方・農村の障害者を取り巻く環境 

地方・農村における障害者の生活環境については、一般的に都市との比較で、障害者が利用可能な

各種サービス、教育・経済の機会等のアクセスの面でより困難である可能性がある。また、国情や文

化的な背景にもよるが、地方・農村ではより厳しい差別・偏見にさらされる場合がある。そのため、

利用可能なサービスがある都市での居住を選択する障害者もいる [15]。地方・農村と首都などの大都

市や地方都市の関係、都市と地方・農村へのサービス提供等の役割分担など、都市を超えた広域・地

域における障害者の現状を理解する必要があるが、実情が十分に把握されていない。 

7.4 都市・地域開発分野における障害主流化の重要性 

既に述べたとおり、障害者が社会のあらゆる側面に主体的に参加するためには、インクルーシブな

都市・地域の形成が不可欠である。国際社会では、障害主流化について方針や規範を定めて、普遍的

な価値の実現に向け取組を進めている。都市・地域開発分野での協力を通じて、開発途上国の国家・

地方自治体がこうした基盤を自律的に開発・運営する能力を得て、インクルーシブな都市を形成する

ことは、国際社会が志向する価値の実現に向けて非常に重要である。 

7.4.1 持続可能な開発目標（SDGs）達成への貢献 

SDGsでは、ゴール 11において「包摂的で安全かつ強靭（レジリエント）で持続可能な都市及び人

間居住を実現する」が掲げられており、障害者など様々な人々のニーズに特に配慮しながら、すべて

の人に対して安全かつ手ごろで持続可能な交通システム、住宅及び基本的サービスへのアクセスを提

供することが求められている。また、安全で包摂的かつアクセス可能な緑地や公共空間へのユニバー

サルアクセスを確保することも掲げられている。また、その他の関連する目標としては、ゴール 9が

強靭（レジリエント）なインフラ構築、包括的な産業化の促進、イノベーションの推進を目指してお

り、すべての人に対する安価で公平なアクセスに重点をおいたインフラ開発をターゲットにしている 

[26]。障害に関連するゴール 11のターゲット及び指標としては、以下が挙げられる。 

〔ターゲット11.1〕 2030年までに、すべての人々の、適切、安全かつ安価な住宅及び基本的サービスへ

のアクセスを確保し、スラムを改善する。 

〔指標 11.1.1〕 スラム、インフォーマルな居住地及び不適切な住宅に居住する都市人口の割合 

〔ターゲット11.2〕 2030年までに、脆弱な立場にある人々、女性、子ども、障害者及び高齢者のニーズ

に特に配慮し、公共交通機関の拡大などを通じた交通の安全性改善により、すべての

人々に、安全かつ安価で容易に利用できる、持続可能な輸送システムへのアクセスを

提供する。 

〔指標 11.2.1〕 公共交通機関へ容易にアクセスできる人口の割合（性別、年齢、障害者別） 

〔ターゲット11.3〕 2030年までに、包摂的かつ持続可能な都市化を促進し、すべての国々の参加型、

包摂的かつ持続可能な人間居住計画・管理の能力を強化する。 

〔指標 11.3.2〕 定期的かつ民主的に運営されている都市計画及び管理に、市民社会が直接参

加する仕組みがある都市の割合 
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〔ターゲット11.7〕 2030年までに、女性、子ども、高齢者及び障害者を含め、人々に安全で包摂的かつ

利用が容易な緑地や公共スペースへの普遍的アクセスを提供する。 

〔指標 11.7.1〕 各都市部の建物密集区域における公共スペースの割合の平均（性別、年齢、

障害者別） 

〔指標 11.7.2〕 過去12か月における身体的又は性的ハラスメントの犠牲者の割合（性別、年

齢、障害状況、発生場所別） 

7.4.2 障害者権利条約（CRPD）の履行 

障害者権利条約（CRPD）では、第 3条「一般原則」において個人の自律、無差別、社会への参加と

包摂、施設、サービス等の利用の容易さなどの原則を示すとともに、第 4条で各締約国の義務として、

法制度、政策・計画、ユニバーサルデザインの使用促進などを定めている。さらに、施設やサービス

へのアクセシビリティ、移動の自由、生活基盤や住居等生活水準及び社会的な保障といった都市・地

域政策に関連深い事項については、以下に示すとおり規定している [27]。 

〔第9条：施設及びサービス等の利用の容易さ〕 

・ 締約国は、障害者が自立して生活し、及び生活のあらゆる側面に完全に参加することを可能にするこ

とを目的として、障害者が、他の者との平等を基礎として、都市及び農村の双方において、物理的環

境、輸送機関、情報通信（情報通信機器及び情報通信システムを含む。）並びに公衆に開放さ

れ、又は提供される他の施設及びサービスを利用する機会を有することを確保するための適当な措

置をとる。 

〔第19条：自立した生活及び地域社会への包容〕 

・ 締約国は、全ての障害者が他の者と平等の選択の機会をもって地域社会で生活する平等の権利

を有することを認めるものとし、障害者が、この権利を完全に享受し、並びに地域社会に完全に包容さ

れ、及び参加することを容易にするための効果的かつ適当な措置をとる。 

〔第20条：個人の移動を容易にすること〕 

・ 締約国は、障害者自身ができる限り自立して移動することを容易にすることを確保するための効果的

な措置をとる。 

〔第28条：相当な生活水準及び社会的な保障〕 

・ 締約国は、障害者が、自己及びその家族の相当な生活水準（相当な食糧、衣類及び住居を含

む。）についての権利並びに生活条件の不断の改善についての権利を有することを認めるものとし、障

害に基づく差別なしにこの権利を実現することを保障し、及び促進するための適当な措置をとる。 

・ 締約国は、社会的な保障についての障害者の権利及び障害に基づく差別なしにこの権利を享受する

ことについての障害者の権利を認めるものとし、この権利の実現を保障し、及び促進するための適当な

措置をとる。 
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7.4.3 JICAグローバル・アジェンダ（JGA）達成への貢献 

都市・地域開発分野の JGAでは、その目的を「望ましい地域空間や地域社会を形成するという観点

から、様々な開発資源を集め、調整し、最適な形で動員する機能を担う」とし、「地域の目指す姿を

見据え、適切な土地の利用や施設の空間配置を定め、各主体の利害を調整し、計画、整備、運営管理

等を行い、土地・空間機能を高めていく総合的なマネジメント機能を強化する」としている。この中

で、インクルーシブな都市は、適切な住居とインフラ、教育、医療、経済的な機会、レクリエーショ

ンなど様々な機能やサービスへのアクセスを実現し、障害者の自立（自律）と社会参加を支えるもの

である。これらは、障害者だけではなく高齢者や子どもなど多様な人々に共通するニーズに応えるも

のであり、すべての人にとって暮らしやすい都市づくりにつながる。また、都市インフラは教育や医

療をはじめ、様々なセクターにおける課題と横断的に関連している。JGAで取組の対象としている都

市におけるサービス提供や地域開発における政策立案、計画策定から実施に至る都市・地域マネジメ

ントに、障害インクルーシブな取組を主流化することは、「誰一人取り残さない」都市・地域形成に

欠かせない [1] [2]。 

7.4.4 ニュー・アーバン・アジェンダ 

ニュー・アーバン・アジェンダは、2016 年に開催された国連「住宅及び持続可能な都市開発会議」

（HABITATⅢ）において、人間の居住に関する幅広い問題と急速に進展する都市化に対応するために

採択された国際的な取組の方針である。原則として、①誰も取り残さない、②持続可能でインクルー

シブな都市経済の実現、③環境の持続可能性の確保を挙げている。持続可能で人間中心、ジェンダー

課題に対応した総合的な都市及び地域開発を採用するとし、多様なステークホルダーとの協力による

国家及び地方など適切なレベルでの都市政策の実施、ガバナンスの強化、長期計画、資金枠組みや手

法について言及している。障害者含めたインクルーシブな都市を実現するために、具体的な取組方針

として以下の内容が盛り込まれた [28]。 

・ 誰もが適切な住宅を得られるよう、ホームレス、低所得層、障害者等のニーズに配慮しつつ、差別・強制立

ち退きを防ぎ、市民参加型の国、広域地方及び地方の住宅政策を促進する。 

・ すべての人が差別なく基本的なインフラやサービスに安価かつ公平にアクセスできるようにし、特に脆弱な立

場の人々のニーズに対応するため、法的、制度的、社会・経済的、物理的な障壁の除去を推進する。 

・ 障害者がすべての公共施設やその他施設、サービスに容易にアクセスできるような、都市と人間居住に関す

る措置を促進する。 

・ 障害などの多様な属性に配慮しつつ、土地登録やガバナンスの透明性と持続可能性を高めるため、信頼

性の高いデータ整備と活用を進め、地方政府と関係者を支援しながら、公平で説明責任のある土地管理

を促進する。 

・ 障害者を含む多様な人々が都市・国土開発の意思決定に効果的に参加できるよう、地方自治体などの

ガバナンス能力を強化し、包摂的な統治プロセスの構築を推進する。 

・ 障害者を含むすべての人の情報通信技術へのアクセシビリティを確保し、市民参加と責任あるガバナ

ンスを促進するため、ICT政策やデジタルガバナンスツールの開発・普及と技術革新を推進する。これ

により、都市計画や土地管理、サービスアクセスの改善を図る。 
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7.4.5 その他の国際動向 

 アジア太平洋の障害者の「権利を実現する」インチョン戦略（Incheon Strategy to “Make 

the Right Real”for Persons with Disabilities in Asia and the Pacific） 

インチョン戦略は、アジア太平洋地域における障害者への理解を深め、障害者施策の質を向上させ

ることを目的として採択されたものである。インチョン戦略では障害インクルーシブな一連の開発目

標を提示し、10 の目標、27 のターゲット、62 の指標を含んでいる。このうち、都市・地域開発に関

連する事項としては目標 3で物理的環境、公共交通機関等のアクセスが挙げられている（表 7-3） [29]。 

表 7-3 アジア太平洋障害者の「権利を実現する」インチョン戦略の都市・地域開発関連事項 

目標 3 物理的環境、公共交通機関、知識、情報及びコミュニケーションへのアクセスを高めること 

ターゲット 3.A 国の首都において、公に開かれた物理的環境のアクセシビリティを増大させる 

3.B 公共交通機関のアクセシビリティ及び利便性を高める 

3.C 情報及びコミュニケーション・サービスのアクセシビリティ及び利便性を高める 

3.D 適切な支援機器または支援製品を必要としながらそれを持たない障害者の割合

を半減させる 

主要指標 

（Core Target） 

3.1 国の首都において、アクセシブルな政府機関の建築物の割合 

3.2 アクセシブルな国際空港、港湾及び主要交通拠点の割合 

3.3 公のテレビニュース番組に毎日字幕及び手話通訳が付与されている割合 

3.4 国際的に認められたアクセシビリティ基準を満たす、アクセシブルかつ利用可能

な公的文書及びウェブサイトの割合 

3.5 支援機器または支援製品を必要とし、それを所有する障害者の割合 

補助的指標

（Supplementary 

indicators） 

 

3.6 障害のある専門家を参加させることを求める政府のアクセス監査制度の有無 

3.7 一般市民が利用しうる建築物のあらゆる設計を承認する際に適用される、国際標

準化機構（ISO）による基準のような国際的に認められた基準を考慮に入れた、バリア

フリー・アクセスに対する義務的な技術基準の有無 

3.8 手話通訳者の数 

3.9 一般向けのウェブサイトなど、あらゆる出版及び情報通信技術（ICT）関連のサ

ービスを承認する際に適用される、国際標準化機構（ISO）による基準のような国際的

に認められた基準を考慮に入れた、バリアフリー・アクセスに対する義務的な技術基

準の有無 

出所： [29]を基に調査チーム作成 

 G7都市大臣会合 

第 1回ポツダム会合、第 2回香川・高松会合に続き、2024年にはイタリアにおいて第 3回目の G7

都市大臣会合が開催された。本会合では、インクルーシブな都市や支払い可能な価格を設定・維持し

た（アフォーダブル）住宅等のテーマを含めた優れた都市政策への共同理解を深め、都市の潜在力を

最大限に引き出すための共同行動が決定された。その中で、障害者の包摂に関連し、社会的に脆弱な

立場にある人々に対するサービス提供によるソーシャル・インクルージョンの推進、住まいを失うお

それのある人々を含むすべての人に対する住宅の支払い可能な価格の設定・維持（アフォーダビリテ

ィ）及びアクセシビリティの確保、さらに公共政策決定過程への参加促進のための情報アクセシビリ

ティの改善などが示された [30]。 
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7.5 都市・地域開発分野において障害者のアクセスや参画を阻む障壁 

都市・地域開発において障害者が直面する障壁の例を表 7-4 に整理する。物理的障壁では、住宅、

地域の交通、その他の公共施設単体に関する障壁だけでなく、都市・地域全体のインフラの未整備や

接続性など、面的に存在している。また、障害者の人権を明示した政策・基準・規範が未整備である

ことに加え、こうした政策策定や個別の施設整備の設計・デザインへの障害当事者（団体）の参画が

不十分であることは、政策・制度の障壁として挙げられる。また、障害者を取り巻く地域社会全体に

おいても、意識上の障壁がある。なお、障壁は国情や経済発展、各種インフラの整備の状況により度

合いや性質に違いがあることに留意する必要がある。 

表 7-4 都市・地域開発における主な障壁とその例 

障壁 例 

1. 物理的障壁 

都市・地域における基礎

インフラの未整備 

• 円滑な移動が可能な環境の欠如、サービスへのアクセスを困難にするイン

フラ整備の遅れ、無秩序な開発とスプロールによるサービス拠点の分散 

適切でアフォーダブル

な住宅の供給不足 

• アフォーダブルな住宅の供給量の不足 

• 住宅及びその周辺の施設の設計、仕様がバリアフリーでない 

各種施設等の設計や仕

様のアクセシビリティ 

• 上下水道、トイレ、廃棄物処理等の施設の供給不足と設計・仕様がバリア

フリーでない、障害者の利用が容易でない 

• 道路、交通インフラがバリアフリーでない。バリアフリーに向けた設備（ス

ロープ、エレベーターなど）が移動経路上で回り道を強いるなどの位置に

設置されている。 

• 公共施設、商業施設等生活に必要な施設、公園等アメニティ、レクリエー

ション施設がバリアフリーでない 

経済的状況、人的な支援

の不足 

• 生活を支える補装具、適切な住居の確保や既存住居の整備を困難にする貧

困、雇用アクセスの不足等経済状況 

• 日常生活を送るために必要な補装具や介助者、利用可能で適切な交通手段

の不足、必要なサービス等にアクセスするための資金などの不足 

2. 情報面の障壁 

施設、交通に関する情報

のアクセシビリティ 

• 施設に関する情報、公共交通、道路上の標識や案内板などがアクセシブル

なフォーマットで提供されていない 

災害に関する情報への

アクセシビリティ 

• 災害に関する情報、早期警戒や避難情報等は伝達方法が一媒体に偏るなど

アクセシブルな方法で提供されていない 

3. 制度的障壁 

法規制・政策 • 障害者権利条約（CRPD）や、国際人権規約に対応する国内法の未整備。

施行法・細則など施行・執行に係る制度整備不足 

• 障害当事者（団体）の政策・計画の策定・評価プロセスへの参画機会不足 

インフラ・公共サービス

施設、建造物に関するバ

リアフリーに関する基

準・規制 

• アクセシビリティにかかわるインフラ、公共サービス施設におけるバリア

フリー、合理的配慮に関する基準、規制の未整備 

• 住宅・店舗・その他建造物等の建築基準等での基準、規制の未整備 

• 基準・規制の行政の施行体制、能力、資金の不足 

政策実施に係る政府の

能力と仕組み 

• 都市・地域開発計画策定時における障害当事者（団体）の関与の機会不足 

• 福祉、住宅、公共サービス、交通含めた公共施設担当政府機関、民間企業

や地域社会などとの連携をスムーズに進めるための障害に関する専門官

やフォーカルポイントの未設置 

• 事業実施体制、予算確保、モニタリングの実施の不十分 

モニタリングや苦情申

し立ての機能 

• 障害当事者（団体）も参加した政策・施策実施に関するモニタリングの不

十分、苦情申し立ての仕組みの未整備 
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障壁 例 

4. 意識上の障壁 

政府、行政職員、公共サ

ービス提供にかかわる

職員の知識・意識 

• 政府、行政職員の障害と人権に関する知識と意識啓発の不十分。 

• 公共交通や公共サービスを提供する機関の職員の、障害と人権、バリアフ

リーに関する知識不足。 

障害者に対する偏見・差

別 

• 障害者の居住やサービス利用に関する、コミュニティや社会にある障害に

対する偏見・差別。 

出所： [15] [13] [20]を基に調査チーム作成 

7.6 都市・地域開発分野における障害主流化に向けた対策と取組 

7.6.1 都市・地域開発と障壁に対する対応 

 良好な都市・地域形成とユニバーサルデザインの導入 

開発途上国の都市化とインフラ整備の現状から、障害者が直面する障壁への対応において、コンパ

クトで都市機能へのアクセシビリティが確保された基礎インフラ整備や、良好な市街地や地域の形成

が欠かせない。移動の連鎖を認識した施設配置や面的なインフラ整備と個別のインフラ・施設のバリ

アフリーの取組の両方が必要となる。公共交通指向の開発（TOD）なども取り入れた土地利用計画、

交通計画の策定と実施を可能とする官民の能力、予算配分等都市経営の能力が必要となる [13]。 

インフラ、施設、公共サービス等を設置・整備する際には、ユニバーサルデザインを取り入れたバ

リアフリーなデザイン・設計が必要である。移動の連鎖を確実にするために、移動を支援する設備等

（スロープやエレベーター）は移動経路上で使いやすい導線上に設置するなどの工夫も求められる。

新設の場合には、当初からバリアフリーの仕様を取り入れておくことで施設・インフラのライフサイ

クルコストを低減することが期待される。また、バリアフリーの仕様であることは、障害者に限らず、

高齢者、子どもを含む多様な利用者にとっても使いやすい施設であるといえる12 [6] [21]。 

 障害当事者参画による政策・制度・事業の PDCA 

障害の社会モデルのアプローチに基づき、障壁を適切に除去するため、制度・施策の検討、活動の

計画策定、実施体制の構築においては障害者の参画が不可欠となる。「わたしたちのことを、わたし

たち抜きに決めないで（Nothing about Us, Without Us）」の原則に基づき、政策や計画の策定から実施、

モニタリングに至るプロジェクトサイクルにおいて、障害当事者の参画を確保することは障害インク

ルーシブな都市・地域開発事業において欠かせない [6] [10]。また、計画・政策のインパクトを知るた

めには、障害当事者の参画によるモニタリングとインパクトの検証が必要である。この PDCAサイク

ルのプロセスに障害当事者が参画することで、政策・施策の実効性やインフラ整備等の基準の妥当性、

有効性が検証され、必要に応じて改善・修正されることが期待される。 

 
12 例えば、住宅等の整備において、障害者などのアクセシビリティ確保のための追加措置を新設時に含めた場合、費

用は全体の 1％増だが、整備後に追加で対応すると 20％に上る場合があるとの研究結果が報告されている [62]。 
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 障害に関する詳細データの収集と活用 

障害者の生活や公共サービスへのアクセシビリティ、直面する課題などに適切に対応し、施策やイ

ンフラの設計・仕様の作成、効果検証など、(2)で述べた PDCAが有効に機能するためには、データの

収集と活用が必要となる。必要とされるデータには、障害者に関する細分化した情報に加え、政策や

計画の策定、適切な体制整備を阻害する障壁を把握するための情報も含まれる [10]。 

7.6.2 障壁に対する取組事例 

都市・地域開発分野において障害者が直面する障壁に対する取組事例を表 7-5にまとめた。法制度

整備では、各国が障害者権利条約（CRPD）の批准を受けて、各セクター・分野において実施可能な法

整備及び執行・実施体制の構築を進めており、バリアフリーに関する法令や建築基準等の策定につい

ても、同様に整備が行われている。また、コンパクトで都市機能へのアクセシビリティが確保された

基礎インフラ整備や良好な市街地や地域形成に向けた土地利用計画、交通計画の策定が必要となる 

[13]。表 7-5 では、都市や特定の地区を対象とした開発計画やインフラ整備計画を障壁項目で分類し

ているが、実際の取組では、事業の中での障害当事者（団体）の参加による設計・実施を進めるだけ

でなく（例：ベトナム、メキシコの事例）、都市や地区のガバナンスにおける障害当事者（団体）の

参加を制度化し、持続的に都市・地区の管理・経営に結び付けている事例が複数ある（例：マレーシ

ア・イスカンダル地区、バルセロナの事例）。 

日本でも、バリアフリー基本構想を市町村に「住民提案」できる制度が創設され、面的な整備方針

に障害当事者含めた住民参加の政策・計画策定の仕組みが導入されている。このような事例は、都市、

地域開発、特定地区など、様々なレベルの都市・地域開発の事業の中で、合理的配慮やユニバーサル

デザインを取り入れた取組の事例として参考になるだけでなく、障害当事者参画による政策・施策、

事業計画・実施の進め方についての先行事例として参考にできる。7.6.3～7.6.5ではこの表から主要な

事例を紹介し、JICA事業への示唆について整理する。 

表 7-5 都市・地域開発分野の障壁に対する取組の例と好事例 

障壁と取組対象 取組の例 日本国内及び海外の事例 

物理的障壁  

都市・地域におけ

る基礎インフラ

の未整備 

• 障害インクルーシブな都市・地域の基

礎インフラの整備 

• ユニバーサルデザインの採用 

• 建築物に対する ISO 基準等アクセシビ

リティに係る基準の適用 

• 許認可、認証業務に向けた体制の整備 

 

【 世 銀 】 Vietnam Scaling Up Urban 

Upgrading Project における基礎インフラ

整備事業 

（交通機関・交通施設のバリアフリーの

取組については第 6 章（運輸交通）を参

照） 

適切な住宅供給 • 公営住宅、集合住宅に係るユニバーサ

ルデザイン等基準の策定 

• 公営住宅のユニバーサルデザイン採用 

• 許認可、認証業務に向けた体制の整備 

 

【日本】住宅セーフティネット制度 

各施設等の設計

や仕様 

• ユニバーサルデザインの採用 【日本】バリアフリー法建築設計基準、

移動円滑化基準 
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障壁と取組対象 取組の例 日本国内及び海外の事例 

 • 建築物に対する ISO 基準等に関するア

クセシビリティに係る基準の適用 

• アクセシビリティに関する基準の設定

と遵守 

【国際パラリンピック委員会】アクセシ

ビリティガイドの策定 

【メキシコ】インクルーシブなアプロー

チのポケットパーク設計・整備 [31] 

情報面の障壁  

施設、交通に関す

る情報のアクセ

シビリティ 

• 点字、音声、手話、分かりやすい言語や

図・絵などアクセシブルフォーマット

によるハザードマップの作成 

【日本】障害対応ハザードマップの作成 

【国際パラリンピック委員会】アクセシ

ビリティガイドの策定 

【アメリカ】シアトルオンライン地図の

取組（Access Map） 

（交通機関・交通施設のバリアフリーの

取組については第 6 章（運輸交通）を参

照） 

災害に関する情

報へのアクセシ

ビリティ 

• 気象・災害情報、早期警戒の伝達方法

の改善 

• 障害者参加の防災教育、避難訓練 

（第 8章（防災・復興）の取組を参照） 

制度的障壁 

法規制・政策 • 障害者権利条約（CRPD）に関する周知

と、国内法の整備、施行細則等施行に

向けた規則・基準、標準運用ルールな

どの整備 

• 都市・地域における障害者の権利履行

状況の確認 

• 都市・地域開発、計画、インフラ整備、

各種公共施設整備・運営に係る法制度、

政策における障害者の権利、配慮等に

関する確認と記載 

• 面的なインフラ整備に係る計画策定と

実施 

【インドネシア】障害者権利条約

（CRPD）批准後の国内における法制度

整備とアクセシビリティに関する各種法

令の整備、セクター別アクセシビリティ

基準の策定 [10] 

【スペイン】バルセロナの包摂性を重視

した都市計画策定と実施 

【日本】バリアフリー法に基づく地域整

備（明石市における地区計画等作成など） 

インフラ・公共サ

ービス施設、建造

物に関するバリ

アフリーに関す

る基準・規制 

• バリアフリー、合理的配慮等に関する

基準、規制の策定・明確化 

• 許認可等を行う機関の能力向上 

• 許認可業務のための予算確保 

【日本】バリアフリー法建築設計基準、

移動円滑化基準 

【世銀】建築基準の設定に関する技術協

力 [32] 

政策実施に係る

政府の能力と仕

組み 

• 障害に係るフォーカルポイントの任命 

• 障害者及び当事者の関与による政策・

計画等の策定、実施、モニタリング・評

価の実施 

【世銀】National Slum Upgrading Project 

（Kotaku ”Our City”） 

【日本】バリアフリー法基本方針住民提

案制度、移動等円滑化評価会議の設置 

【スペイン】包摂性を重視した都市環境

の評価と市民参加手法 

モニタリングや

苦情申し立て機

能 

• 苦情申し立て窓口や機能の確立、担当

官、予算配置 

• 障害者及び障害当事者団体の参加の仕

組みの確立とモニタリングの実施 

【マレーシア】イスカンダル地区の開発

（スマート統合モビリティ管理システ

ム、市民フィードバックポータル、障害

者向けフィードバックポータル設置） 

[33] 

【日本】バリアフリー法の移動等円滑化

評価会議の設置 

4. 意識上の障壁 

政府、行政職員、

公共サービス提

• 政府、行政職員に対する障害と人権、

インクルーシブな都市に関する研修の

実施 

 



全世界（広域）障害主流化セクター別ガイダンスノート作成業務 

業務完了報告書－第 7 章 都市・地域開発分野における障害主流化 

 

7-16 

障壁と取組対象 取組の例 日本国内及び海外の事例 

供にかかわる職

員の知識・意識 

障害者に対する

偏見・差別 

• 一般、民間ビジネスを対象にした障害

と人権に関する啓発等 

【スウェーデン】アクセシビリティに取

り組む企業に対する表彰事業 [34] 

出所：調査チーム作成 

7.6.3 日本における取組 

 面的な整備及び障害当事者参加を重視した法制度整備 

日本におけるバリアフリー法の施行と継続的な制度改善の取組は、①面的なバリアフリーに向けた

施策、②基準の設定による制度的障壁の除去、③障害当事者参画による政策策定・制度構築とスパイ

ラルアップの仕組みに整理できる。これらの取組は、施策・計画策定に向けた法体系、ユニバーサル

アクセスの実現に資する各基準の技術的な内容、施行体制、当事者参画による制度整備の進め方にお

いて参考となる13。日本では、公共施設や交通機関の利用における高齢者や障害者の利便性向上を目

的として、1994年に「ハートビル法」（特定建築物のバリアフリー化）、2000年に「交通バリアフリ

ー法」（駅や車両等のバリアフリー化）が制定された。これらの法は建物・交通それぞれの整備を進

めるもので、空間全体の連続的な移動のしやすさを実現し、施設単体より広域にバリアフリーを展開

するには限界があった。このため、2006年に「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法

律（以下、バリアフリー法）」が制定された。同法は前述の 2法を統合し、バリアフリー施策を「点」

から「面」へ、「施設」から「移動の連続性」へと進化させ、ユニバーサルデザインの理念に基づい

て、誰もが利用しやすい都市環境づくりを目的としている [35]。同法施策のうち、上述①、②、③に

関する施策を以下にまとめる。 

1) バリアフリー基本構想と移動等円滑化促進方針（マスタープラン）の策定 

バリアフリー基本構想は、市町村が駅やバスターミナル等の旅客施設や、高齢者・障害者が利用す

る建築物、都市公園等が集まる重点整備地区等を設定し、当該地区で面的かつ一体的なバリアフリー

化を推進することために、具体的な事業を位置付けた計画である。計画の実効性を高めるため、計画

策定段階から高齢者や障害者等が協議会等を通じて参画し、実際の移動環境を点検・検証することで、

当事者の視点を反映させた施策立案が求められている。住民が地域のバリアフリー基本構想を市区町

村に提案できる「住民提案制度」も設けられた [36]。加えて、2020年には移動等円滑化促進方針（マ

スタープラン）が制度に加わり、合意形成や事業化に要するタイムラグを考慮し、事業化の動きがな

くても、市町村全域のバリアフリー化の考え方を共有し、事業化への準備をするための政策ツールも

設けられた [37]。 

 
13 JICAではインフラ整備事業における当事者参加に関する日本の経験を障害当事者団体へのインタビューの形でまと

めた映像資料「インクルーシブな社会を目指して〜障害者運動から見た日本の物理的バリアフリーと街づくり」を作

成している。日本語のほか、英語、西語で作成し、公開しているため、海外での事業での活用も可能となっている

（日本語版 https://youtu.be/Hbbtifayv9o、英語版 https://youtu.be/pZr8qggdb5w、スペイン語版 

https://youtu.be/nI45_RQpW-k） 

https://youtu.be/Hbbtifayv9o
https://youtu.be/pZr8qggdb5w
https://youtu.be/nI45_RQpW-k
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2) 施設整備の具体的な基準設定 

バリアフリー法以前の旧ハートビル法、旧交通バリアフリー法、及びバリアフリー法では、指定さ

れた種類の建物・交通施設の基準をそれぞれ設置し、新設・改良時の適合を義務付けていた。また、

既存の場合等は、適合努力義務とするほか、整備目標を基本方針で設定することとしていた。バリア

フリー法では、旧 2法を統合し、整備義務化の対象主体の範囲を広げた。加えて、条例による地方自

治体の各地域の状況に合致した基準の設定を可能としている。具体的な基準としては以下が挙げられ

る。 

表 7-6 バリアフリー法における施設整備の基準 

基準 概要 

建築設計標準  建築物のバリアフリー設計のガイドライン 

 ハード・ソフト両面で必要とされる標準的な整備を、実際の設計でどのよ

うに計画し、具現化していくかを示す設計情報等 

移動円滑化基準  公共交通機関（駅・車両など）、路外駐車場、都市公園、道路等、高齢者

や障害者の利用が想定される施設・空間を対象。 

 移動しやすさを確保するための構造、設備、案内等の基準 

出所： [38] [39]を基に調査チーム作成 

3) 障害当事者参画とスパイラルアップの仕組み 

バリアフリー法では、具体的な施策や措置について、当事者が参加して検証し、新たな施策や措置

に結びつけるスパイラルアップの仕組みを取り入れている。1)で述べたとおり、基本構想の策定から

当事者の意見を反映する措置を講じることを定めている。また、2018年の新法改正により、国土交通

省は関係行政機関、及び高齢者や障害者等当事者、地方公共団体、施設設置管理者等の関係者で構成

される「移動等円滑化評価会議」を設置した。本会議はバリアフリーの進展の状況を把握・評価する

ことを目的としている。中央のほか、10の地域ブロックにおいて分科会が設けられ、定期的、継続的

に実施されている [40]。 

当事者参画による詳細な仕様などの検討に関しては、東京オリンピック・パラリンピックに向けた

新国立競技場整備事業が一例として挙げられる。同事業では、「業務要求水準書」において、障害者

はじめ、高齢者や子育てグループなどの当事者団体とのワークショップを通じて、関係者の意見を集

約することが指示され、事業者が複数回のワークショップを実施し、設計図やサンプル模型等を開示

した詳細な検討を行った [41]。 

上記の東京オリンピック・パラリンピックにおける経験に加え、当事者参画による施策評価と検証

の結果、2025年には、建築物を整備する際の当事者参画の企画、留意事項、実施事項等具体的な方法

をまとめた「建築プロジェクトの当事者参画ガイドライン」が、建築基準設計標準の別冊として作成

された。同ガイドラインは、建築プロジェクトの構想段階から維持管理・運営に至る各段階での当事

者参画の方法をまとめ、様々なインフラ・建築物整備への当事者参画の裾野を広げる内容となってい

る [42]。 
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4) 地方自治体における面的整備の取組事例（明石市の事例） 

地方自治体では、バリアフリー法で定める基本構想や条例等を使った面的整備を進めている。ここ

では、兵庫県明石市の事例を挙げる。同市では、旧交通バリアフリー法に基づく基本構想を策定、重

点地区を設定するとともに、重要度等を加味した市独自の「準整備地区」を指定するなど、面的な整

備に取り組んできた。同市は 2019年に「明石市ユニバーサルデザインのまちづくり重点モデル地区実

行計画」を策定、JR 明石駅を中心とした概ね半径 1km のエリアを対象とし、駅周辺の移動経路や公

共施設・商業施設の整備、ユニバーサルツーリズムの推進、啓発行事開催といった取組施策を掲げて

いる。計画策定にあたっては、高齢者や障害当事者をはじめ、市民の幅広い声を反映するため、表 7-7

のとおり、複数の意見聴取の取組を実施している [43]。 

表 7-7 「明石市ユニバーサルデザインのまちづくり重点モデル地区実行計画」策定時における 

意見聴取の取組 

バリアフリーチェックの

実施 

専門家アドバイザー（建築士、介護福祉士）、障害当事者、県職員、市職員

によるバリアフリーチェック、あかしインクルーシブ条例検討会委員、障

害当事者、市職員によるまち歩きを実施 

市民アンケートの実施 障害当事者団体、子育て世代、市民を対象に、各エリアにおけるバリアフ

リー状況の満足度等に関するアンケートを実施 

「明石市ユニバーサルデ

ザインのまちづくり協議

会」の設置 

行政、高齢者・障害者等の当事者、施設管理者等の関係者から構成され、

取組方針の検討、事業実施、取組の定期的な評価・見直しを実施 

協議会委員への骨子案に

対する意見聴取 

各種団体を代表する協議会委員に対し、本計画に対しての意見聞き取りを

実施 

出所： [43]を基に調査チーム作成 

 住宅セーフティネット制度 

住宅セーフティネット制度は 2017年に制定された。これは、住まいの確保が難しい住宅確保要配慮

者（高齢者、障害者、低額所得者、被災者、子育て世帯など）のための住まいとして、民間の空き家

や空室の活用を促進させるための制度である。本制度は、①要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登

録制度、②登録住宅の改修・入居への経済的支援、③要配慮者のマッチング・入居支援により構成さ

れている。 

 
出所： [44] 

図 7-2 住宅セーフティネット制度のイメージ 
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本制度では、住居の確保に困難が伴う要配慮者への支援手法として、「入居を拒まない住宅」の情

報アクセシビリティの向上、経済的支援提供の仕組み整備を行っている。住宅分野における社会的セ

ーフティネットの機能強化手法の参考事例となっている [44]。 

7.6.4 他国際援助機関等による取組 

国際的な潮流の中で、他ドナーや国際機関は、都市・地域開発分野における障害主流化の取組を推

進するため、事業の計画・実施に際して適用される配慮事項に関する基準やルールを策定、運用して

いる。これらの基準及び適用に向けた実施体制と運用方法は、開発協力事業におけるインフラ・施設

整備やプロジェクトの計画・管理において参考となる。 

 世界銀行の取組 

世界銀行は、環境社会配慮の手続きの一環として、事業における障害主流化の基準やガイドライン

を策定し、その実効的な運用を推進している。アクセシビリティに関しては、テクニカルノートを策

定し、具体的な配慮事項を明示することで、事業の設計・実施段階における実践的な対応を促してい

る。各事業評価においては、アクセシビリティに関する活動の受益者満足度、アクセシビリティに関

する手法、活動の有効性など該当する各種データの収集を行い、取組の実効性も確認している [45]。 

環境社会配慮の基準や義務事項、手続き等については、プロジェクトの準備段階から実施段階での

モニタリング、事後評価に適用される環境社会基準（ESS）を定めている。この中で障害者に対する配

慮を含めており、環境社会配慮に係る評価やプロジェクト計画・実施においての要求基準と対応を定

めている。都市・地域開発分野に関わる基準では、住民協議や説明会にすべての関係者が参加できる

よう物理的・情報的障壁を取り除くことや、障害者や高齢者など社会的に周縁化されやすい立場の人々

に影響を及ぼすプロジェクトでは、アクセシビリティを確保することが必須とされている [46]。 

また、「アクセシビリティに関するテクニカルノート」は、横断的な内容だけでなく、都市計画、

インフラ開発と運営管理など、特定分野に絞った複数のコンポーネントで構成される。主に世界銀行

の担当職員、プロジェクト実施主体、及び環境社会配慮専門家を対象に、特に障害者に焦点を当てた

プロジェクト実施上のアクセシビリティに関連する障壁、推奨事項、方法論、戦略を示している [47]。 

 アジア開発銀行（ADB）の取組 

ADB は、都市・地域開発分野でのインクルーシブな都市開発を進めるために、 「インクルーシブ

な都市を実現するためのツールキット（Tool Kit for Inclusive Urban Development）」を作成している。

この資料は主にアジア開発銀行職員及びその他関係者を対象としており、都市における脆弱層を含む

すべての人々のニーズを的確に把握し、実効性のあるインクルーシブな都市の形成に向けたプロジェ

クトの計画・設計・実施を支援するための実践的な手法や評価基準をまとめている [9]。 
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 国際パラリンピック委員会による施設のアクセシビリティガイド策定 

国際パラリンピック委員会（IPC）は、世界的なバリアフリー整備の基準として「IPCアクセシビリ

ティガイド」を策定し、4 年ごとに更新している。このガイドは、オリンピック・パラリンピックの

開催都市が、誰もが参加・観戦しやすいインクルーシブな大会を実現するために、必要な施設の整備

やサービスの提供指針を示すものである。競技会場に加え、ホテルなどの宿泊施設や公共交通機関か

ら、接遇、刊行物、ウェブサイトといった情報提供手段に至るまで、幅広い分野にわたるアクセシビ

リティ基準が詳細に定められている [48]。 

7.6.5 海外のプロジェクト事例 

 住民や専門家の参画によるアクセシブルなインフラ開発（ベトナム） 

世界銀行による「Vietnam Scaling Up Urban Upgrading Project（2017-2024）」は、ベトナム国内の 7都

市を対象に、持続可能な都市インフラの開発支援を目的として実施された。都市化への対応と、高齢

者や障害者など多様な市民が等しく恩恵を享受できる包摂的な都市環境の実現を目指している。 

本プロジェクトでは、計画段階よりユニバーサルデザインの専門家や障害当事者を含む多様なステ

ークホルダーを起用し、実地調査・アクセシビリティ監査が実施された。これに基づき、インフラ開

発におけるユニバーサルアクセスの設計原則を組み込んだ技術基準や設計方針を策定し、利用者ニー

ズの反映を図った点が特徴である。さらに、コミュニティの参加を促進するために定期的な住民ミー

ティングを開催し、準備段階においては対象地域の 99.1％、実施段階においても 97.8％の世帯が参加

した。これらの場で、住民は技術的基準や設計内容について議論を行い、特に障害者や高齢者、女性

など多様な立場の意見が公平に集約されるよう、各世帯を訪問して意見聴取を行うなどの配慮もなさ

れた [49]。 

計画から実施段階まで一貫して当事者やユニバーサルデザインの専門家の意見を反映させる仕組

みを整えて、物理的インフラ整備における利用者のアクセシビリティ確保を図った手法が参考となる。 

 包摂性を重視した事業計画立案・策定と都市環境の評価（スペイン） 

スペイン・バルセロナ市は、基礎的な公共サービスやアメニティへのアクセスを確保し、インクル

ーシブなアプロ―チのまちづくりを進めてきた。また、「ピープル・ファースト（人間中心）」の都

市の構築を目指しており、その中で、「その場所に暮らす人々を主な構成要素とする生態系（エコシ

ステム）」として都市を捉える「エコシステミック・アーバニズム（Ecosystemic Urbanism）」という

理論を提唱している。本理論に基づき、同市は 4つの評価軸（コンパクトさと機能性、複雑性、効率

性、社会的包摂性）と 45の指標で都市環境を評価し、都市の持続可能性を検証している。評価軸の

一つである「社会的包摂性」では、異なる所得層や文化・民族背景等を持つ人々の、適切な住宅に居

住している割合、公共施設へのアクセス、また施設までの所要時間等が評価項目として挙げられてい

る [50] [51]。 
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同市は、「ピープル・ファースト」そして「エコシステミック・アーバニズム」の理念に基づき、

「スーパーブロック構想」を推進している。本構想は、複数街区を一体化して歩行者優先空間を創出

するものである。各街区中、車両の進入を制限することで生み出された空間を、コミュニティで決め

た整備方針や使い方に基づき活用し、歩行者空間や公共空間の提供、緑化などを実現している。本構

想の計画段階において、同市は、障害当事者も参加したアクセシビリティ確保に関するプラットフォ

ームである「バルセロナ・アクセシビリティ委員会（Mesa de Accesibilidad de Barcelona）」と協働し、

ユニバーサルアクセスに関する基準等を共同で策定した。これにより、ブロック内では段差や障害物

の排除、視覚障害者向けの触知式歩道や方向指示などの設置が行われ、障害者や高齢者を含むすべて

の人が安全に移動することが可能となっている [52]。ブロック内での都市環境や市民団体によるイベ

ントなどの活動量は上述の指標に基づき測定され、その結果をもとに合理的かつ効果的な政策の策定

が進められている [53]。 

また、本構想は「対話と参加型の都市プロジェクト」として位置づけられている。市民参加型デジ

タルプラットフォーム「Decidim」や「参加型予算制度」が導入され、市民自身がプロジェクト提案や

実現可能性の検討に参加し、市の予算を活用し地区で実施する施策を決定することができる [54]。障

害者や子ども・若者など、一般的に声を上げることが難しいとされる人々の参加を促す特別セッショ

ンも設けられ、都市の評価手法と市民参加の両面で、包摂性が都市経営の重要な軸として位置付けら

れている。同市では、市民を中心に捉えた恒常的な意見収集と予算措置による施策実現、効果の適切

な評価を可能にする継続的かつ自律的な制度設計がなされており、これは、他都市・地域がインクル

ーシブなまちづくりにむけた制度を検討する際の参考となる事例である。 

 当事者ニーズに応じた移動支援ツール（アメリカ） 

アメリカ・シアトル交通局（Seattle Department of Transportation: DOT）は、アメリカ障害者法（Americans 

with Disabilities Act: ADA）に基づき、交通局にADA調整官を配置して、公共通行権（Public Right of 

Way）のアクセシビリティ確保に向けた取組を企画、実施、管理している。SDOT ADAプログラムは、

公道の物理的環境整備（歩道と車道間のカーブランプ、歩道、信号等、インフラ整備）と地理情報シ

ステム（GIS）を使ったオンライン地図による情報提供（Seattle Accessible Route Planner）、障害当事者

参画による歩行者アクセスアドバイザリー委員会（Pedestrian Access Advisory Committee）の活動を行

っている [55]。 

Accessible Route Planner は、坂道や工事区域などの物理的な障壁により移動が困難な歩行者や車い

す利用者等のために、個々のニーズに応じた経路を提供するオンライン地図「Access Map」を、GISを

使って開発・提供している [56] [57]。当初はユーザーが地図上の情報を参照しながら自身でルートを

判断する仕組みであったが、現在では出発地と目的地を入力するだけで、地図に蓄積されたアクセシ

ビリティ関連データをもとに、自動的に最適なルートを提案する機能が実装されている。本ツールは

パソコン、スマートフォン、タブレット等からアクセス可能であり、歩道、縁石のスロープ、視覚障

害者用信号の有無、信号付き・表示付き横断歩道の位置、道路の傾斜、工事区域、一時的な通行止め
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等、歩行環境に関する多様な情報を地図上に表示。条件によってルートの提案が表示され、ユーザー

がニーズに合わせてルートを選ぶことができる。 

本事例は、障害当事者参画によるアドバイザリー、インフラ整備と平行して、ユーザーが日常的に

活用できる最新データを提供することで、移動におけるアクセシビリティを統合的に高める取組であ

る。また、ソフトウェア開発をワシントン大学が担うなど、地域の様々な機関との連携によりプロジ

ェクトが進められており、この点についても、インクルーシブなまちづくりを目指す他地域にとって

参考となる事例である。 

7.7 都市・地域開発分野における障害主流化に係る成果指標 

都市・地域開発分野における成果指標については、JGA（都市・地域開発）のクラスターのうち、

最終的な成果指標が示されている「まちづくり」クラスターの指標に基づく成果指標案を表 7-8に示

す。 

表 7-8 都市・地域開発分野「まちづくり」クラスターの障害主流化指標案 

直接成果 指標 障害主流化指標の案 

【最終成果】 

グリーン、レジリ

エント、インクル

ーシブな都市の

発展を、デジタル

等新しい技術を

適切に活用の上、

実現・継続できる

サステナブルな

都市を増やす。 

2030 年までに 20 都市で都市開発（計画立

案、制度構築、開発管理及び誘導・規制等

を含む計画の実施、住民参加等）を改善す

る。 

• 2030 年までに**都市で障害当事者

の参画の元、障害インクルーシブな

都市開発を実現する。 

【中間成果】 

都市計画マスタ

ープランに沿っ

て、基幹インフラ

の整備が行われ

る。 

① 公共交通や上下水道、廃棄物等の基幹

インフラ/公共サービスへのアクセスが

改善した人口の増加 

② 都市内における自然災害（地震・洪水

等）への強靭性が向上した人口の増加 

• 公共交通や上下水道、廃棄物等の基

幹インフラ/公共サービスへのアク

セスが改善した障害者の人口/割合 

• 都市内における自然災害への強靭

性が向上した障害者の人口/割合の

増加 

【直接成果】 

プロジェクトを

展開している都

市/自治体におい

て、ネットゼロ・

レジリエント、イ

ンクルーシブな

都市計画マスタ

ープランが策定

され、そのために

必要な計画策定

能力が強化され

る 

① 2030 年までに地理空間情報等が整備さ

れた都市数 

② 2030 年までに都市計画マスタープラン

が策定された都市数 

③ 2030 年までに都市計画マスタープラン

で気候変動緩和への貢献量が明示され

た都市数 

④ 2030 年までに都市計画マスタープラン

に係る研修受講者数 

⑤ 「まちづくり」クラスター事業戦略に

参加した日本の地方自治体 

• 地理空間情報等に障害者等や社会

的弱者の状況がわかる詳細データ

が含まれていた都市数 

• 都市計画マスタープランに障害者

に関する配慮について言及し、具体

的にアクセシビリティ等を入れた

都市数 

• 都市計画マスタープランに係る研

修の中で障害と人権、インクルーシ

ブ都市に関する内容含むコース数 

• 都市計画マスタープランで障害と

人権、インクルーシブ都市に関する

内容を受講した研修者数（そのうち

障害者の受講者数） 

出所： [2]を基に調査チーム作成 
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 また、インクルーシブな都市について、世銀のアクセシビリティテクニカルノートでは、インチョ

ン戦略の指標を参考にし、詳しい施設仕様等を別途技術的な参考資料として取りまとめている。しか

し、インチョン戦略で挙げられている指標は首都のみの政府機関へのアクセシビリティや空港・港湾

へのアクセスなど、一般的な都市レベルでの適用には適切でない（表 7-3参照）。そのため、JICA技

術協力開発課題別の標準指標例及び代表的教訓レファレンスを参考に、以下のとおり例を挙げた。 

表 7-9 都市・地域開発における障害主流化指標事例 

アウトカム 指標事例 

物理的障壁除去  政府・公共機関、公園、防災施設、交通施設等インフラ施設への障害者のアク

セシビリティは確保されているか 

 都市整備事業が促進されたことにより供給された住宅のユニバーサルアクセ

スに対する対応の割合 

 ユニバーサルアクセスに対応した住宅にアクセスできた障害者数 

情報面の障壁除去  作成されたデジタル地図等がアクセシブルなフォーマットで提供されている

か 

プロジェクト実施

手法に係る事項 

 空間計画、交通計画等の作成において、障害者に関し細分化した情報を収集

しているか 

 都市・地域開発計画策定において障害当事者（団体）が参画しているか 

 都市・地域開発事業を実施する際に障害当事者（団体）がコンサルテーション

等で実効性のある参画をしているか 

 都市・地域開発計画・事業において、利害関係者に含まれる障害当事者が苦情

申し立てを行う窓口等システムが提供されているか 

 プロジェクト実施に関わるカウンターパートに対する、人権や障害インクル

ーシブな都市・地域開発に関する意識啓発や能力強化を行ったか 

出所： [58] [10]を基に調査チーム作成 
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第 8 章 防災・復興分野における障害主流化 

8.1 ガイダンスノートが対象とする主な取組領域 

JICAグローバル・アジェンダ（課題別事業戦略、以下 JGA）の「防災・復興を通じた災害リスク削

減」、クラスター事業戦略「事前防災投資実現」（以下、防災・復興クラスター戦略）及び「社会保

障・障害と開発」の JGAを基に、本ガイダンスノートで扱う取組領域を表 8-1に整理する [1] [2] [3]。 

表 8-1 防災・復興分野のガイダンスノートが対象とする主な取組領域 

防災・復興クラスター 主な取組領域 

① 自然災害リスク軽

減に向けた事前防

災投資 

 特定ハザードに関する災害リスク削減全体計画・マスタープラン等の策定

能力向上 

 事前防災投資事業計画の策定防災施設の整備・維持管理能力向上 

② 総合防災体制構築

に向けた事業及び

活動 

 防災計画・戦略等の総合的な策定能力向上 

 防災リスク理解に向けた気象及び関連ハザード観測体制能力強化 

 早期警戒、非構造物対策含めた防災計画・実施能力強化 

③ 災害復興における

活動 

 復興計画の策定、復興に向けた住宅事業 

 経済インフラ、防災インフラ等の復旧・復興事業 

 国及びコミュニティの脆弱性の克服に向けた事業 

出所： [1] [2] [3]を基に調査チーム作成 

防災・復興分野の JGAが災害復興で対象とする活動は、インフラや住宅等のハード面での復興を通

じた災害リスク削減が中心のため、本報告書においても、社会・経済的な復興は基本的には対象外と

する。 

8.2 障害の視点から見る防災・復興分野の基本的理解 

8.2.1 障害インクルーシブな防災・復興 

障害インクルーシブなアプローチでは、障害者とみなされる人々に対する社会的排除や社会参加の

制約そのものを障害と捉える「障害の社会モデル」を適用する。日本では、災害時対応について、以

前は「災害弱者」として捉えていた対象を、適切な支援が提供されれば自立した対応が取れる「要配

慮者」「避難行動要支援者」「災害時要援護者」として捉え、制度構築を進めてきた [4]。 

さらに、障害インクルーシブな防災では、こうした障壁を取り除くだけでなく、防災・復興に向け

た活動全般において障害当事者が積極的に参加することによって、障害者だけでなく、社会を構成す

る多様な人々の災害リスクの削減を図る [5]。 

防災・復興では、災害リスク削減に向けたマルチハザード・アプローチに基づき、災害施策のタイ

ムフレーム（災害予防、応急、復旧・復興）に沿った政策・施策が策定され、活動が行われる。図 8-1

は、こうした政策・施策と障害インクルーシブな防災に向けた対応（障害主流化の取組）の関係を示

したものである。障害インクルーシブな防災では、障害細分化データの収集、障害者の直面する障壁
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の除去と対応に向けたユニバーサルアクセスの適用や環境の整備、合理的配慮の提供、そして障害当

事者参画が行われることが必要である [5]。 

 
出所： [6]を基に調査チーム作成 

図 8-1 防災・復興に関する政策・施策と障害主流化の取組 

8.3 障害の視点から見る防災・復興分野の問題 

8.3.1 防災・復興時における障害者の状況 

障害者や高齢者などは、人口構成比に比べて災害時に死傷する割合が特に高い。東日本大震災では

障害者の死者数の割合は全体の割合の約 2 倍というデータがある [7]。一方、災害によって避難を余

儀なくされる障害者の数については、正確に把握できていない。国際避難民モニタリングセンター

（International Displacement Monitoring Centre）によると、災害による避難民は、2019年の時点で、全世

界で 510万人とされる。しかし、災害時の障害者に関するデータは非常に限られていることから、こ

の数は過小評価された結果とされている [8]。 

災害復興においても、障害者が直面する課題、その結果災害リスクに関連深い脆弱性のさらなる悪

化など、障害者は災害による負のインパクトをより強く受けている可能性がある。例えば、居住場所

の確保や雇用・教育機会へのアクセスの回復に困難をきたすことが多いと考えられる。生活再建に係

る様々な制限、施設・サービス・情報に対するアクセス制限、経済機会等の制限により生活再建が進

まないだけでなく、新たな負傷等による負担の増加など、貧困やその他社会・経済的な負担の増加が

起こりうる [9]。さらに、高い災害リスクにさらされている障害者は、気候変動による災害の激甚化に

伴い、より深刻な負のインパクトを受ける可能性が高いことが指摘されている [10]。 

災害予防

災害予防・脆弱性の軽減
災害リスクの理解
• 観測能力強化
• 災害リスク評価
• 予報・警報、早期警戒
事前防災投資・非構造物対策
• 防災施設整備
• ライフライン、重要インフラ強靭化
• 建物・設備の整備・耐震化/建築基準等制度整備
• 災害に強いまちづくり

応急

復旧・復興

組織・体制

財務能力

避難環境整備、避難所開設・運営
物資調達・供給、主要インフラ復旧
保健・医療、給水他

復興計画策定
住宅再建、経済復旧・復興、まちの復興
主要インフラ復興、公共施設復旧・復興

災害への備え
• 防災計画・BCP*の策定
• 防災訓練の実施
• 発災時の対応事前準備
（体制・物資など）

市民の意識啓発
防災教育
地域防災力強化

合
理
的
配
慮

障
害
当
事
者
の
参
画

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
ア
ク
セ
ス
・環
境
整
備

障害インクルーシブな
防災に向けた対応

法制度整備

障
害
細
分
化
デ
ー
タ
収
集

* BCP: 事業継続計画（business continuity plan）
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8.3.2 障害者が直面する災害リスクと災害被害 

(1) 高い災害リスク1 

障害と貧困は高い相関関係が指摘され、この点から個人やコミュニティがもともと置かれているハ

ザードに対する「曝露」と「災害脆弱性」について留意する必要があることが指摘される [11]。障害

者は教育・就業の制限、偏見やスティグマにより、貧困に陥っている者が多いが、こうした経済社会

的な状況により、浸水や土砂災害等の被害を受けやすい地域など、条件や居住環境が不適切な地域に

居住せざるを得ない場合も多い。そのため、ハザードに対して過度に曝露した地域に居住する者も多

い。住居の構造や耐久性の不足から、地震による家屋の倒壊での死傷者も多いと考えられる。被災に

より新たな障害を負って、さらなる経済的な困窮など負のスパイラルに陥ることもある2 [12]。 

(2) 災害への備え（Disaster Preparedness）の課題 

災害時に人命を守るため、あらかじめリスクやハザードを理解し、発災前に行動を起こす災害への

備えが重要である。国連防災機関（UNDRR）の障害者に対する調査3では、適切な早期警戒があれば、

「特に問題なく避難できる」と回答している割合は 39％である一方、早期警戒があっても避難につい

て 17％が「非常に困難」、6％が「不可能」と答えている。一方、災害時対応について、個別計画を持

っているかという質問に対し、2023年には 84％が「持っていない」と答えている [13]。災害への備え

や避難行動が十分にとられない理由を下記にまとめる。 

1) 災害リスク・早期警戒に係る情報へのアクセス 

UNDRRの調査では、居住するコミュニティにおいて、災害リスクに関する情報について 44％が「あ

るかどうかわからない」と答えている。加えて、「アクセシブルな形態での提供がない」が 12％であ

り、「情報が理解できる形で提供されている」と答えた割合は全体の 11％であった [14]。例えば、早

期警戒情報では、視覚・聴覚障害、知的障害等の場合、気象等の変化に気づくのが遅れるだけでなく、

自治体等による早期警戒情報や避難指示等があっても画像、光、音声等に気づかず避難行動等に結び

付けられないことも発生する4。 

2) 防災に関する情報と災害への備えに対する意識の不足 

障害者が災害に関する知識を十分に得られないという課題がある。バヌアツの調査では、調査対象

となったサイクロン災害に先立って防災に関する知識があったという回答は、障害がない人に比べて

 
1 仙台防災枠組 2015-2030（SFDRR）では、災害リスクをハザード（人命の喪失、負傷、所有物への損害、社会・経済の

停滞や環境悪化を及ぼす現象）、曝露（ハザードを受けやすい範囲にある状態）、脆弱性（災害のインパクトに対する

感受性、感応度）、キャパシティ（当該のコミュニティや社会が持つ、災害リスク軽減、強靭性につながる様々な性質

の総合）の要素で成り立つとしている [23]。 
2 Nossal InstituteとChristian Blind Mission （CBM）の調査によると、バヌアツの熱帯低気圧 Pamの被災に関する調査で

は、障害者は障害のない人口と比較して 2.45倍けがをする者が多かった [14]。 
3 対象は世界 132か国、全体で約 6,300人からの回答を分析したもの。2015年第 3回国連防災世界会議に先駆け、2013

年に実施した調査から 10年を機に実施された [13]。 
4 例えば、聴覚障害者が防災無線に気づかないケースがありうる。 
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障害者のほうが低かった5。障害者の居住では、経済的な理由もあり、耐震などの災害リスク軽減の対

応がなされていないことが多い。災害時の避難についても、具体的な避難場所・避難経路・避難方法

等の検討など準備がなされていない場合が多い6。また、女性、子どもの情報受信や判断については、

社会文化的な背景から、情報の発信だけでは避難行動や具体的な対策に結びつきにくいこともある 

[15]。 

8.3.3 障害者が直面する応急時の課題 

(1) 避難時の移動の制限と施設・サービス・情報通信等へのアクセス 

障害によっては、避難行動を迅速に行うためには、補装具や介助の要否等の状況に対応した支援が

必要となる。開発途上国では平時から補装具等を持っていなかったり、支援体制がなかったりするこ

ともあり、そうした背景を踏まえた準備がなされていないと避難が困難となる。また人工呼吸器など

の継続的な医療的措置が必要な障害者もいる。災害時には、道路・電力・通信等のインフラへのダメ

ージから、平時に受けていたサービス等にアクセスできない事態も発生しうる [11]。加えて、偏見、

受け入れ側の体制不備などにより、避難所の受け入れや滞在ができないケースも報告されている [16]。 

(2) 応急時の課題 

発災後の応急時には、様々な課題が複合的に起こるとともに、災害対応を行う自治体などの機関も

被災している可能性もあり、迅速で十分な支援等を得ることが難しい。こうした中で、特に障害者が

直面する課題について、①被災情報に係る状況共有と各種コミュニケーションの困難、②避難場所の

生活環境、③物資へのアクセスについての課題例を表 8-2にまとめる。  

 
5 バヌアツのサイクロン被災者に対する調査では、障害のない人に比して障害者は、災害に関する知識習得の機会や避

難等も含めた災害対応に関する知識を得る機会が少ないことが指摘されている。併せて、同調査では、障害者と障害の

ない人々の就学率の差についても重要な要素として指摘をしている [14]。 
6 日本での調査結果では、障害者が住居の耐震化などを行っている率は障害のない人と比較して低かった。また日本の

在宅要介護高齢者の避難に関する意識調査では、介護度が高い人の避難に対する認識率が低い調査結果がある [17]。 
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表 8-2 避難及び応急時において障害者が直面する課題事例 

課題 状況 

被災状況や支援ニー

ズ等の通信・コミュ

ニケーションの困難 

 自治体等による障害者の安否確認の困難7 

 災害情報、支援等に関する情報を得ることができない 

 周囲等へ支援ニーズの伝達に必要な通信・コミュニケーション環境がない 

避難場所と生活環境  偏見、受け入れ側の体制不備などにより、避難所の受け入れや滞在ができない 

【自宅・その他施設】 

 電力、給水等の公共インフラの不備、共同の水場など施設の破損、そこに至る

通路の状況で利用できない 

【避難所】 

 避難所におけるトイレ・シャワー等の衛生設備が利用できない（例：車いす等

の利用者が使える仕様になっていないなど） 

 施設利用や各種サービス、被災状況等の情報を得ることができない 

【衛生・安全】 

 女性が暴力にあうリスクがある 

 周囲との交流やコミュニケーションが取れず、心理的なダメージが増える 

 体を動かすことがないなどからの健康面の悪影響を受ける 

食料品・日用品・薬品

等へのアクセス 

 物資の配布場所にアクセスできず、物資などを確保できない 

 サービスの有無、提供場所や提供方法の問題でサービスの利用ができない 

 物資配布、サービス等の情報を得ることができない 
出所：障害当事者団体へのヒアリング、 [11] [17] [18]などを基に調査チーム作成 

応急時には、移動や情報・コミュニケーション手段へのアクセスが限られる障害者は安否確認、避

難支援や救助要請などを行う手段が非常に限られる。また、避難所等の施設については、ジェンダー

などの要素との複合性、障害種や度合いなどによってさまざまな課題に直面する。女性に対する暴力

などが発生する可能性も高まることがある。適切な避難施設がなく、自宅や場合によっては屋外など

での避難を余儀なくされる人々も少なくない。 

8.3.4 障害者が直面する災害復興時の課題 

災害復興時に障害者が直面する課題には、災害復興による生活再建、被災を教訓とした将来の災害

リスク削減の取組への包摂という 2点が挙げられる。前者について、東日本大震災など日本国内及び

海外の復興時に障害者が直面した課題例を表 8-3にまとめる。 

  

 
7 東日本大震災の際には、安否確認に障害当事者団体が会員名簿を使うなどして安否確認を行ったが、個人情報保護の

規定や、避難所以外の場所にとどまる人も多かったことなどから、避難実態の把握に時間を要した [18]。 
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表 8-3 災害復興において障害者が直面する課題例 

課題 状況 

住居・生活環境

の課題 

 他の土地への移住や避難先での定着を余儀なくされる 

 身体的な障害、経済的な理由から自力での住宅の再建に時間がかかる 

 住宅等が提供された場合でも、玄関、トイレ、浴室など障害者、介助等の対応に適

さず利用できない 

 共同の水場、トイレ等の施設、交通施設などにたどり着けない、またはあっても補

装具の有無や仕様によって利用できない 

 道路インフラ等の損害により移動が困難になる 

日常のサービ

スアクセスの

課題 

 支援物資等へのアクセスが困難（移動の困難、情報アクセスの課題） 

 被災、避難等の過程で補装具等を紛失、その後入手できない 

 近隣の支援者や各種サービスが不在 

復興支援、補償

等へのアクセ

ス 

 復興支援・補償等に関する情報を得られない、知らない 

 支援、補償等の受給資格等を認められない 

 補償や支援を受領するために行政機関に行くことができない、または手続きを自分

で行うことが難しいため、支援・補償を受けることができない 

雇用確保と就

労の困難 

 就労していた職場を失う 

 適切な職を見つけることが困難 

出所： [18] [19] [20] [21] [22]を基に調査チーム作成 

災害復興は、生活再建を進めつつ、将来の災害リスクを可能な限り削減していく「より良い復興

（Build Back Better: BBB）」を進める機会とも言える。しかし、実際には、災害リスクがより高まる可

能性もある。例えば、障害の有無に関わらず国内避難民となることもある。被災者の多くが、雇用や

生計の回復に困難を抱える8。また、地震災害では、負傷により障害を負う者も多いが、こうした障害

者への支援では、復興支援段階で車いす等補装具の供与など一時的な支援に限られ、住居の改修、生

業の再構築、コミュニティとの協力関係の形成などまで支援が追い付かないことが多い [9]。 

また、障害者の課題解決という点でも、災害復旧後も各種施設でのバリアフリーなどが進んでいな

い、障害者への偏見が残り、コミュニティとの協力関係が進まないなどの問題が指摘される [22]。 

  

 
8 台風ヨランダの被災後のフィリピンでの調査では、地域の商店等がなくなり、生活用品やサービスが得られず生活水

準が下がったことや、生業を失ったこと、その分の減った収入を借金などして対応していることなどが報告されている 

[53]。 
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8.4 防災・復興分野における障害主流化の重要性 

防災・復興における障害主流化を行うことは、人命喪失の回避に加え、災害リスクと貧困の負のス

パイラルに陥る可能性を断ち切り、インクルーシブな経済開発を進める上で欠かせない取組と位置付

けられる。障害者に対する災害被災のインパクトは、データ整備が十分でないことから十分にわかっ

ていないことも多いが [11]、災害リスク軽減につながるハザードのインパクトや曝露軽減に取り組む

必要があると考えられる。 

その中で、障害者を防災の取組に包摂することは、高齢者や子どもも含めた幅広い層への災害リス

ク削減・管理につながるため、正のインパクトの増幅が期待できる。また、特にハード面等での対策

では、計画時に様々な裨益者を想定したユニバーサルデザインなどのコンセプトを踏まえておく方が、

総じて施設のライフサイクルのコスト低減につながる [11]。このような背景を踏まえて、国際社会に

おいても防災・復興における障害主流化の取組を進めてきており、案件レベルでの障害主流化はこれ

に貢献するものと位置付けられる。 

8.4.1 持続可能な開発目標（SDGs）達成への貢献 

ゴール 10「各国内及び各国間の不平等を是正する」のもとで、能力強化、社会的・経済的・政治的

な包摂、法の下の平等、機会均等を目指している。また、防災・災害復興について特に関連深いのは、

貧困撲滅（ゴール１）、都市（ゴール 11）、気候変動（ゴール 13）であり、仙台防災枠組 2015-2030

（SFDRR）に沿った目標の達成が掲げられている。なお、ゴール 1（貧困撲滅）のターゲット 1.5、ゴ

ール 11（都市）のターゲット 11.5、11b、ゴール 13（気候変動）の 13.1 は共通指標を採用している。 

〔ターゲット1.5〕  2030年までに貧困や脆弱な状況にある人々の強靭性（レジリエンス）を構築し、気候変動に
関連する極端な気象やその他の経済、社会、環境的ショックや災害への曝露や脆弱性を軽減す
る。 

〔指標1.5.1〕  10万人当たりの災害による死者数、行方不明者数、直接的負傷者数 
〔指標1.5.2〕  グローバルGDPに関する災害による直接的経済損失 
〔指標1.5.3〕  仙台防災枠組2015-2030に沿った国家レベルの防災戦略を採択し実行している国の数 
〔指標1.5.4〕  仙台防災枠組に沿った地方レベルの防災戦略を採択し実行している地方政府の割合 

 

〔ターゲット11.5〕 2030年までに、貧困層及び脆弱な立場にある人々の保護に焦点をあてながら、水関連災害
などの災害による死者や被災者数を大幅に削減し、世界の国内総生産比で直接的経済損失を
大幅に減らす。 

〔ターゲット11b〕 2020年までに、包含、資源効率、気候変動の緩和と適応、災害に対する強靭さ（レジリエン
ス）を目指す総合的政策及び計画を導入・実施した都市及び人間居住地の件数を大幅に増
加させ、仙台防災枠組2015－2030に沿って、あらゆるレベルでの総合的な災害リスク管理の策
定と実施を行う。 

〔ターゲット13.5〕 すべての国において、気候関連災害や自然災害に対する強靭性（レジリエンス）及び適応の
能力を強化する。 
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8.4.2 障害者権利条約（CRPD）の履行 

障害者権利条約（CRPD）は、障害者の人権及び基本的自由の享受を確保し、固有の尊厳の尊重を促

進することを目的とし、あらゆる分野に広く適用される包括的な規範である。第 3条では、個人の自

律・自立の尊重、社会への完全かつ効果的な参加及び包容、機会の均等、施設及びサービス等の利用

の容易さ、男女の平等などが「一般原則」として示されている。第 4条（一般的義務）では、条約履

行に係る立法・行政措置の義務付け、ユニバーサルデザインの製品やサービスの推進、第 10条では、

生命に対する権利が規定されている。さらに、防災・災害復興を進める際に関連深い条文では、第 9

条の施設・サービス利用の容易さ、第 19条の自立した生活及び地域社会への包容が挙げられる。 

また、発災前後の避難・復旧に関わる条文として、危険な状況及び人道上の緊急事態に関する第 11

条が挙げられる。災害復興局面では、土地利用やインフラへのアクセス、経済社会復興等の要素も含

み、法の前に等しく認められる権利（第 12 条）など、関連条文についても留意する必要がある。防

災・災害復興では障害者権利条約（CRPD）の原則に則り、支援相手国の条約の履行に貢献する形での

支援が求められる。 

8.4.3 JICAグローバル・アジェンダ（JGA）達成への貢献 

防災・復興分野の JGA では、自律的な防災関係組織の確立を通じて、災害被害の死者、被災者数、

及び経済損失の削減へ貢献するとしている。災害時に相対的に死傷率の高い障害者を災害リスク削減・

復興のガバナンス体制に組み込み、ニーズに対応した取組を行うことは、被災者を減じるだけでなく、

高齢者、子どもといった災害弱者も同時に考慮した支援を展開することになるため、JGAの目的の達

成に貢献する。 

8.4.4 仙台防災枠組 2015‐2030（SFDRR）達成への貢献 

仙台防災枠組 2015-2030（SFDRR）は第 3 回国連仙台防災会議で採択された合意文書で、先行の兵

庫行動枠組を踏まえて策定された。「人命・くらし・健康と、個人・企業・コミュニティ・国の経済

的・物理的・社会的・文化的・環境的資産に対する災害リスク及び損失を大幅に削減する」を目的と

し、ハザードへの曝露と脆弱性の軽減、強靭性の強化を包括的に追求するゴールを設定している。ま

た、指針（Guiding Principle）においては、特に 19条で（d）全社会型（all-of-society）参画と協力の必

要性、（g）マルチハザード・アプローチ、障害の有無などの別で集計されたアクセシビリティの高い

情報の共有による包摂的な政策決定など、障害インクルーシブな防災の基本的なアプローチを示した。 

SFDRRでは、7つのグローバルターゲットとともに、災害リスクの理解（優先行動 1）、災害リス

ク管理に向けたリスク・ガバナンス（優先行動 2）、強靭性の強化に向けた災害リスク削減への投資

（優先行動 3）、効果的な応急対応のための災害への備えの強化とより良い復興（BBB）（優先行動

4）を設定している。優先行動 4では、障害者、女性など様々な主体のエンパワメントやインクルーシ

ブな取組を求めている。また、特に SFDRR では、ステークホルダーとの連携が不可欠な要素とされ
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ている。災害リスク評価、防災計画・活動立案・実施においては、市民社会、ボランティア及びボラ

ンティア団体とコミュニティ団体等ステークホルダーとの連携が重要であり、特にユニバーサルデザ

インなど必要・留意事項を踏まえた上で、障害者及び障害当事者団体との連携が不可欠であるとして

いる [23]。 

8.4.5 人道憲章と人道に対する最低基準（スフィア基準）の適用 

人道支援分野では、紛争や災害の被害者が尊厳のある生活を送ることを目的として、1997年にNGO

グループ、国際赤十字・赤新月運動によってスフィア・プロジェクトが立ち上げられた。このプロジ

ェクトを通じて、人道危機の影響を受けたすべての人々の権利についての共通認識を明文化した人道

憲章（The Humanitarian Charter）、権利保護の原則（Principles of Protection）、人道支援の最低基準（Core 

Humanitarian Standards：CHS）が定められた。CHSは、人道援助機関やNGO等が共通して使用する基

準であり、人道支援の妥当性の確保、人道支援が必要とされる形と時宜での提供などの行動の規範を

9 つのコミットメントとして定めている。さらに、「人間の存続のために必要不可欠な 4 つの要素」

として、①給水、衛生、衛生促進、②食糧安全保障及び栄養、③避難所及び避難先の居住地、④保健

医療を挙げ、各要素に対して詳細な数値を含めた基準を設定している。 

原則として、支援への偏りのないアクセスを掲げ、障害者などが直面する障壁に着目した活動計画

の策定の必要性を示している。さらに、例えば、避難所及び避難先の居住地については、避難から応

急時期の避難場所に関する基準だけでなく、復興時の居住形態や居住場所のシナリオ、土地の使用権

の有無、将来の強制立ち退き等のリスクなどへの留意、他の分野やサービスへのアクセスなど、活動

の計画から支援提供に関するガイドラインがまとめられている [24]。 

8.4.6 関連する国際動向 

防災・災害復興分野では、上述の国際的な動きに加えて、地域別の障害者包摂の動きがあり、法制

度整備や知識共有等の取組が進められてきた。以下に事例を示す。 

(1) アジア太平洋の障害者の「権利を実現する」インチョン戦略（Incheon Strategy to ”Make 

the Right Real”for Persons with Disabilities in Asia and the Pacific） 

国連アジア太平洋経済社会委員会（UNESCAP）は、「アジア太平洋障害の 10年（1992-2012、その

後 10 年延長）」及び「びわこミレニアム・フレームワーク」の成果を踏まえ、2012 年にインチョン

戦略を採択した。同戦略では障害インクルーシブな災害リスク削減（Disability Inclusive Disaster Risk 

Reduction: DiDDR）を打ち出した。また、実施状況について各国がモニタリングを行った。防災・災害

復興に関しては、目標 7に示されている（表 8-4参照）。  
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表 8-4 アジア太平洋障害者の「権利を実現する」インチョン戦略の防災・災害復興関連事項 

目標７ 障害インクルーシブな災害リスク軽減及び災害対応を保障すること 

ターゲット 7.4 障害インクルーシブな災害リスク削減計画を強化する。 

主要指標 （Core Target） 7.B 災害への対応にあたり、障害者に対して速やかに、かつ適切な支援

を提供する対策の実施を強化する。 

補助的指標（Supplementary 

indicators） 

 

7.4 災害で死亡した、または重傷を負った障害者数 

7.5 被災した障害者を支援する能力のある心理的・社会的支援サービス

担当職員の有無 

7.6 災害のために準備され災害に対応できる、障害者のための支援機器

及び支援技術の有無 

 出所： [25]を基に調査チーム作成 

本戦略は 10 年のスパンで実施され、参加国は UNESCAP に対して実施状況を報告している。2022

年に行われた実施報告では、防災分野に重点を置くとした国は、2013 年から調査が実施された時点

（2022 年）までの調査対象国全体のうち 13.6％であった。しかし、2024 年以降、2030 年までの優先

事項とした国は 40.9％となっており、今後、障害者の災害リスク削減への取組に重点を置く国が増加

する可能性が示唆される [26]。 

(2) 障害と災害リスク管理に関するダッカ宣言（Dhaka Declaration on Disability and 

Disaster Risk Management） 

本宣言は、2015年に開催された「ダッカ障害と災害リスク管理会議（Dhaka Conference on Disability 

& Disaster Risk Management）」において採択されたもので、政府、国際機関、NGO、障害者と障害当

事者団体、学術機関、専門家など様々なステークホルダーが効率的に協力することを掲げている。具

体的には 5年間にわたり、障害者権利条約（CRPD）や SFDRRに沿って、防災分野への障害対応を行

う各国政府フォーカルポイントの設置や政策策定、地域におけるプラットフォームの形成などを目指

す [27]。 

(3) 障害者の権利大洋州フレームワーク 2016-2024（Pacific Framework for the Rights of 

Persons with Disabilities 2016-2024） 

2010年の大洋州障害に関する地域戦略（Pacific Regional Strategy on Disability:2010-2015）の評価と障

害者権利条約（CRPD）、インチョン戦略、SDGsを踏まえて策定されたものである。本戦略は、大洋

州各国政府の障害者の権利擁護と確保、取組の促進を支援し、各国政府の協力のもと、調整と協力を

促進するための地域枠組みの構築を目的としている。また、ゴール 4に災害リスク管理を挙げ、気候

変動の適応施策や災害リスク管理計画・政策において、障害者を含めた対応を進めることとしている 

[28]。 
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8.5 防災・復興分野において障害者のアクセスや参画を阻む障壁 

8.5.1 防災・復興分野における障壁の具体例 

防災・復興分野において障害者が直面する課題の要因の一部となる障壁について表 8-5に整理する。

各障壁は、防災・復興に関わるすべてのプロセスにわたって存在しており、重層的に関連している場

合がある。例えば、防災計画の段階において、政策・制度的障壁だけでなく、物理的・情報・コミュ

ニケーションの障壁により障害者の計画策定への参加が限られれば、有効な対策が盛り込まれない可

能性があることなどが挙げられる。また、平時においても介助を必要とする障害者を想定し、発災、

復興時を通じて物理的、人的な支援の提供に関する障壁について十分に留意する必要がある。 

表 8-5 防災・復興分野で障害者が直面する障壁 

障壁 障壁と具体例 

物理的障壁 【交通機関・道路等の状況（発災後はその復旧度合いも含め）】 

 避難場所、応急復興時必要なサービスの配布場所、移動経路がアクセシブルでない。 

【インフラ・建物等の設計・デザイン】 

 教育・医療機関、災害時避難所、公共サービス拠点の施設設計がバリアフリーでない。 

 復興時の仮設住宅や復興住宅のアクセス、設備等がバリアフリーでない。 

 個人の住居について、耐震や住居内の移動のしやすさへの対応が十分でない。 

【人的支援】 

 移動に加え、生きるために必要な介助（食事、排せつ等）や支援が提供されない。 

情報面の障壁 

 

【ハザード情報、防災計画の情報】 

 ハザードや防災計画に関する情報が、アクセシブルフォーマットで提供されない（点

字、音声、手話、分かりやすい言語や図・絵などの活用）。 

【気象・災害情報・早期警戒】 

 気象・災害情報、早期警戒がアクセシブルフォーマットで提供されない。 

【公共の支援・サービス・物資に関する情報】 

応急・復興時のサービス・物資配布等に関する情報、各種支援や復興時の補償等に関す

る情報がアクセシブルフォーマットで提供されない。 

政策・制度的

障壁 

【法制度】 

 災害関連法の中で障害者に関する対応を明確にしていない。 

 障害者の権利に関する法制度や災害関連法での関係する事項の施行に向けた細則等

が策定されていないなど、施行・執行に向けた法制度が整備されていない。 

 障害者の補償や支援に対する権利を認めない。 

 障害者の独立性を確保し、家族の介助を前提としない制度設計となっていない。 

【政策・計画における対応】 

 防災計画・復興計画が障害者に関する取組について言及していない。 

 政策・戦略、計画策定プロセスにおいて障害当事者（団体）が参画していない。 

【防災におけるガバナンス体制】 

 各担当ライン省庁、中央－地方、地域社会、障害当事者（団体）などの多様なアクタ

ーの調整による障害インクルーシブな防災ガバナンス体制が構築されていない。 

【復興における補償、サービス手続きの実施】 

 復興時の補償や支援等のサービスについて、書類の準備、窓口へのアクセスなどの課

題から適切な受給が不可能。 
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障壁 障壁と具体例 

【財政】 

 障害者の災害への備えを対象とした予算措置がない。 

意識上の障壁  地方行政、防災関連機関、地域社会において、障害者の状況への理解や防災に向けた

包摂の重要性への認識が十分でない。 

 行政職員側の理解不十分により障害者のニーズに対応するサービスが提供されない。 

 障害者に対する偏見や差別から、防災・復興活動への障害者の参加が阻害される。 

出所： [20]を基に調査チーム作成 

8.5.2 事前投資、災害リスク管理、復興における障壁とその性質 

上記で説明した防災・復興に係る障壁については、事前防災投資、災害リスク削減・管理、復興の

各段階で障害者が直面する課題につながっている。また、複合的な障壁や横断的な障壁として、障害

を包摂した防災ガバナンス体制も含めた政策・制度的障壁が挙げられる。以下、防災・復興への取組

の段階と横断的障壁についてまとめる。 

(1) 事前防災投資に関する障壁 

事前防災投資においては特定のハザードを想定した事前防災設備投資に向けた計画策定、施設整備

等に向けた能力向上、施設整備を想定している。特定ハザードに対する計画策定、施設整備の対象と

しては、①障害者含めた地域住民の利用が想定される施設（教育・医療施設、防災関連機関庁舎など

の公共建造物、避難施設）、②治水・砂防等特定ハザードに対応する大規模施設で一般的な市民等の

直接の利用が想定されていないものがある。このうち、①については、災害時の避難所や公共サービ

ス機能を維持する施設等が含まれ、障害者の利用も想定される。こうした施設の物理的アクセシビリ

ティが十分でない場合、障壁となる可能性がある。 

一方、②の大規模インフラ整備については、一般的に規模、事業の場所、工事等の性質、調達・雇

用の状況や土地収用・住民移転の有無による周辺住民や経済活動への影響がありうると想定できる。

こうした事業における障壁の考え方については、「8.5.3大規模インフラ整備」にまとめた。 

(2) 災害リスクの理解及びリスク管理に係る障壁 

事前防災投資で防ぎきれない残余リスクに対しては、政府、地域やコミュニティ、そして個人レベ

ルで災害への備えを進める。この段階における障壁は、災害に関する理解、ハザードや早期警戒情報

などの情報・コミュニケーションに係る障壁、防災措置や避難行動に備える体制づくりに向けた政策・

制度、さらに障害者に対する意識上の障壁が挙げられる。防災措置や避難行動については、障害者の

ニーズに対応した情報のフォーマットや提供方法などの障壁に加え、平時の障害者の避難訓練や教育・

地域活動への参加機会が限られることにも着目する必要がある [29]9。障害者側が知識を得る機会が

少ないことが、災害理解や避難行動への準備に向けた能力強化に影響を及ぼすことが指摘される。 

 
9 日本で実施された 2017年の日本障害者リハビリテーション協会による全国自治体調査では、障害者の地域の防災訓

練への参加があると答えた自治体は全体の 24.8％にとどまった [42]。 
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また、避難行動をとるにあたって移動の困難などに対応するためには、人的支援などの対策を検討

する必要がある。こうした対策は、行政に加え、地域やコミュニティでの平時のネットワークや人間

関係も重要な要素となる10。このように、複数の障壁が重層的に作用し、防災計画を策定しても、避難

訓練などによる具体的な動きや実施可能性の確認などが不十分であるなど、災害発生時にインパクト

を与えることになる。 

(3) 復興における障壁 

発災後の緊急対応から徐々に生活再建、復旧復興を進める中で今後の災害に対するリスク軽減を図

る措置を並行して進める局面では、住居や生活再建に関する支援の物理的なアクセシビリティ、補償

や支援に関する情報アクセスなど、短期的な取組に加え、長期的な災害リスクの低減に向けて、都市・

地域開発や経済開発など他の分野での取組との調整と役割分担も必要である。 

障害者と障害当事者団体が復興計画策定に参加する際には、様々な障壁があると考えられる。法制

度面の不備、被災による行政能力の低下、偏見・差別等、様々な理由から障害者の有意義な参加が阻

害されることに特に留意すべきである11。 

(4) 政策制度及び計画の施行・執行の確実性 

防災・復興の取組の中に障害者の視点を有効に組み込み、確実に災害のインパクトを軽減したり早

期の復興に結びつけたりするためには、防災・復興政策における障害者の権利の位置付けを確認し、

具体的な施策の施行、執行につなげる必要がある。政策・制度面での障壁は、①政策・制度の整備状

況、②執行に向けたガバナンス構造、③障害当事者の参加の 3点から構成される。 

①については、世界銀行によるカリブ諸国 9か国の調査において下記の課題が指摘された [30]。 

 障害者の権利に係る法令の執行に向けた細則等施行のための法令等が未整備 

 災害リスク削減や災害時対応に係る法令と施行に係る法令は整備済みだが、障害者に対する

対応の言及がない 

これは障害者の権利に関する政策を施行することが困難であることに加え、防災・復興の枠組みの

中での対策を担保する仕組みが形成されていないということになる。 

②については、防災・復興、そして障害に係る行政機構は、関係する複数のライン省庁、中央－地

方政府・自治体の重層的な構造になっているが、政策実施においては行政機構が断片化しており、有

効な機能に向けた行政の能力強化が必要であることが指摘される [30] [31]。 

 
10 障害当事者団体へのヒアリング 
11 震災直後には、例えば、被災障害者を支援するみやぎの会が 2011 年に当時の宮城県知事あて要望書を提出し、県及

び市町村の震災復興計画策定に係る会議への障害者参画を要望している（出所： https://jdf-hq-

hp.normanet.ne.jp/demand/20110823.html）。一方、内閣府が実施した東日本大震災被災の市町村向け復興計画の策定状況

に関するアンケート調査では、復興計画で重視した内容として「安全なまちをつくる」と回答した市町村は全体の 90％

であったが、「障害者等の意見を反映させる」と回答した市町村は 35％にとどまり、選択肢の中で最も低い割合であっ

た [52]。 

https://jdf-hq-hp.normanet.ne.jp/demand/20110823.html
https://jdf-hq-hp.normanet.ne.jp/demand/20110823.html
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③に関して、防災計画に関するUNDRRの調査では、地域の防災計画が障害者のニーズを踏まえた

内容となっていると回答した障害者の割合は 8％にとどまった12。防災計画策定への障害当事者の参加

について法制度で明確に規定されておらず、計画策定に参加する仕組みがない国もある [32]。 

一方、障害者が政策制度や計画の策定に参加する際にも様々な障壁に直面することが指摘されてい

る。政策、制度、計画等策定に係る作業等プロセスにおいて、会議や情報共有等の具体的な実施方法

に見られる障壁の事例を表 8-6にまとめる。 

表 8-6 政策・制度、計画策定プロセスにおいて障害者が直面する障壁 

障壁 障壁と具体例（カッコ内は特に関連深い障害種例） 

物理的障壁  会議等の会場への交通、建物等のアクセスが困難 

情報面の障壁  政策・制度、計画の内容についての情報がアクセシブルフォーマットで提供さ

れない 

意識上の障壁  政策担当者、行政官の障害に対する理解不足、偏見 

 政策担当者、行政官の能力不足 

出所： [11] [32]を基に調査チーム作成 

8.5.3 大規模インフラ整備 

事前投資や復興支援にあたっては、防災施設や公共施設、住宅等のインフラ整備事業が実施される

こともある。その際には、インフラとそれを通じて提供されるサービス自体へのアクセシビリティに

加えて、事業実施時に必要な配慮事項についても留意する必要がある。計画に関する周知、居住地移

転も含むインパクトや補償等、権利や要望を伝えるための情報コミュニケーションや苦情処理等が挙

げられる。また、災害では、多くの障害者が職業や生計手段を失う可能性があり、復興時の生計の回

復や労働における社会参加の点も重視される。プロジェクトにおける雇用、現金給付プログラム等へ

の参加に対する法的、差別・偏見などの障壁についても留意する必要がある [33]。 

8.6 防災・復興分野における障害主流化に向けた対策と取組 

8.6.1 防災・復興分野における障害主流化対策の項目 

障害インクルーシブな防災・復興分野の事業を実現するためには、前項で述べた様々な障壁を除去

するとともに、防災・災害復興分野の施策・制度設計・計画策定時から障害当事者が参画した障害主

流化の取組を進めることが重要である。このために、障害者に対する差別や偏見を除去し、障害者の

権利保護やアクセシビリティの確保を明確に位置付ける法制度整備やそれを実施する行政機関の能力

強化が必要となる。第 3回国連防災世界会議のインクルーシブ防災に係る会合等でも確認された「わ

たしたちのことを、わたしたち抜きに決めないで（Nothing about Us, Without Us）」を原則とし [34]、

障害者の実質的な関与による対応の検討・実施方法を取り入れることが求められる。 

 
12 地域の防災計画策定への参加ができていないと回答した割合は 86％に達した [13]。 
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災害リスク管理、応急の局面では、地域でのコミュニケーションや支援が欠かせない。こうした対

応を無理なく実施できる障害インクルーシブな地域づくりについては、防災分野だけでなく、セクタ

ー横断の取組と連携したアプローチも必要である。さらに、SFDRRが指針として挙げるとおり、災害

リスク削減に向けた取組には正確で詳細に分類された障害者に係るデータを用いた、包括的かつ科学

的な情報に基づいた意思決定が欠かせない。政策・戦略、上流の計画から各種事業、活動の実施方法

まで、それぞれの段階の設計・デザインに適切なデータを活用することが必要となる。障害種別や居

住地域等に分類したデータは、避難及び発災後の対応を展開する際に重要な情報となる。 

8.6.2 障壁に対する取組事例 

(1) 国内・海外における障壁に対する取組 

前項で述べた障壁に対する取組の例及び好事例を表 8-7に記載する。このような取組には、コミュ

ニティや自治体レベルでの支援も含まれ、規模や主なカウンターパート等の点から、単純な比較や参

照は適切でないものもある。しかし、活動における障害細分化データの収集や地域の障害当事者団体

との協力体制の構築などの点で参考となる事項もある。 

表 8-7 防災・復興分野の障壁に対する取組の例と好事例 

障壁と取組対象 対応方法 JICA、他機関、日本国内の事例 

物理的障壁の除去  

避難時の移動の

困難 

• 緊急時避難についての計画

策定 

【日本】避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の

作成、指定福祉避難所の指定 

 

建物、インフラ等

のアクセシビリ

ティ 

• ユニバーサルデザイン採用 

• 建築物の国際標準化機構

（ISO）基準採用 

• アクセシビリティに関する

基準設定と遵守 

【世界銀行】アクセシビリティに関するテクニカル

ノートの作成、大規模インフラ整備、都市計画など

に関するアクセシビリティ確保のガイドライン作

成 

【日本】仮設・復興住宅の仕様ガイドライン作成 

 

重要インフラの

設計・デザイン 

 

• 教育・医療機関等重要インフ

ラの強靭性やアクセシビリ

ティの確保 

• 避難所等の設計、設備に関す

るマニュアル等の整備 

• インフラの整備・設計におけ

る障害当事者（団体）の参加 

【JICA】バングラデシュにおける多目的サイクロ

ンシェルター建設 

【世界銀行】ルーマニアにおける地震等災害時の避

難所も兼ねる消防署の改築支援 

【ADB】 バングラデシュのベンガル湾沿岸地域に

おけるコミュニティ参加による排水設備、地域の広

場などの計画、設計、設置 

【NGO】フィリピンにおけるコミュニティインフ

ラの整備マニュアル作成におけるNGOや障害者団

体の参加 

【日本】避難所運営に関するマニュアル作成 

 

情報・コミュニケーション障壁の除去  

災害リスクに関

する情報伝達 

• 障害に配慮したハザードマ

ップの作成 

【日本】障害対応ハザードマップの作成 

気象・災害情報、

早期警戒 

• 気象・災害情報、早期警戒の

伝達方法の改善 

【JICA】インドネシア国地震・津波観測及び情報発

信能力向上プロジェクト（地震・津波情報伝達フロ
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障壁と取組対象 対応方法 JICA、他機関、日本国内の事例 

ー、プロトコル作成、情報伝達訓練、障害者向けの

教材作成） 

【日本】気象・災害情報、早期警戒警報の伝達方法

の複数メディアの活用防災行政無線、障害者情報ア

クセシビリティ・コミュニケーション施策促進法の

制定 [35] 

【オランダ】アプリを使ったインクルーシブ警報の

展開 [36] 

政策・制度障壁と障害者・障害者団体の政策策定・実施への関与 

法制度の整備 • 防災・復興における障害者の

権利や配慮の明確化 

【インドネシア】障害者法で、中央、地方政府の障

害者に対する適切な滞在・居住地を確保する義務を

有する旨を明記 

【世界銀行】資金支援拠出、活動内容についての交

渉で相手国の努力事項として協議 

• 国内法の整備、施行細則等施

行に向けた規則・基準、標準

運用ルールなどの整備 

―― 

• 災害リスク削減、障害者の権

利を保護する各分野の国際

的な規範、基準の適用（例：

建築基準） 

【世界銀行】建築基準の設定に関する技術協力 

[37] 

政策・制度、計画

策定の体制強化 

• 障害に係るフォーカルポイ

ントの任命 

• 障害者及び当事者の関与に

よる政策・計画等の策定、実

施、モニタリング・評価の実

施 

【NGO】バングラデシュにおけるGaibandha Model

による障害者のエンパワメント、災害リスク削減に

向けた活動についての主体的な関与など 

障害主流化に係

る政策策定、実施

に係る行政官の

育成 

• 行政官の意識啓発、技能強化 【JICA】エクアドル国地域における障害者に焦点

を当てたインクルーシブ防災の実施能力強化（国別

研修）、障害者に焦点を当てたインクルーシブ防災

制度強化を通じたインクルーシブ防災条例策定支

援（国別研修）、チリ国防災インクルーシブなレジ

リエント都市（第三国研修） 

【世界銀行】防災手法に関する実務者向け研修 

障害当事者の地

域防災計画、活動

への参画の仕組

みづくり 

コミュニティ、障害当事者の防

災に係る計画策定の制度構築 

【日本】地区防災計画制度における障害当事者（団

体）の参加 

コミュニティ、障害当事者によ

る防災に係る計画策定 

【NGO】バングラデシュにおけるGaibandha Model

による障害者のエンパワメント、災害リスク削減に

向けた活動についての主体的な関与など 

障害の状況等に分類されたデータの収集  

 復旧局面での被災者情報収集 【オーストラリア】メルボルン大学Nossal Institute

と Christian Blind Mission（CBM）によるバヌアツに

おける被災調査 

地域のプロファイリング等 ―― 

出所：各種資料を基に調査チーム作成 

このほか、大規模インフラ整備においては、日本では、大規模インフラ整備におけるバリアフリー、

平時における施設の多目的利用等を想定した設計を導入している [38]。また、JICAでは課題別研修に

よる行政官に対するインクルーシブ防災に向けた能力強化も行っている。 
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(2) 国内における取組 

日本の防災・復興分野での障害者の包摂は、度重なる災害における障害者・高齢者の被害を受けて、

徐々に法制度整備が進められてきた。災害復興を契機に政策・施策の改善、さらに被災地域において

支援にあたる障害当事者団体など当事者の関与が進められてきたことが制度改善につながっている。 

災害発生の可能性が高まるなか、必要な措置を要する「災害弱者」という概念が 1991年度版防災白

書で言及されたのち、2004 年新潟・福島豪雨水害、台風 23 号水害、中越地震の際の高齢者や障害者

の被災状況から、災害時要援護者の避難支援ガイドラインが作成された。また、障害者を「医療モデ

ル」に基づき、機能障害により「何らかの能力がない、できない人」と捉える「災害弱者」ではなく、

障害者の社会参加を阻む障壁を問題とする「障害の社会モデル」の観点から [4]、「災害時要援護者」

の概念が考案された。さらに、東日本大震災の被害を受けて、2013年に災害対策基本法を改正し、高

齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要するものを「要配慮者」とした上で、このうち、避難に

おいて特に必要な措置を要するものを「避難行動要支援者」と定めた。これにより、避難行動要支援

者の名簿を作成、地方公共団体の災害時の対応計画でも活用を促した [34]。 

また、2013年の災害対策基本法を受けて、防災基本計画が修正され、地域防災計画への女性、障害

者を含む多様な主体の参画が明記され、上述の避難行動要支援者名簿の作成・活用による高齢者、障

害者の避難誘導、安否確認についての体制整備について言及している。併せて、「避難所における良

好な生活環境の確保に向けた取組指針」を策定するとともに、「避難所運営ガイドライン」「福祉避

難所の確保・運営ガイドライン」などを整備し、自治体等における取組の促進を図っている [39] [40] 

[41]。 

一方、2017 年の調査では、障害者の防災計画策定への参加状況は限定的であることが認められた。

地域防災計画への障害者の関与については、回答自治体（516 自治体）のうち、地方防災会議に障害

者が委員として参加している自治体は 6.0％、地域防災計画の策定にあたって障害者への意見聴取な

どを行う自治体は 6.4％であった。障害者が参加する地域の協議会等での防災についての協議や障害

当事者団体へのヒアリング実施はそれぞれ 8.7％、11.6％であったが、障害当事者団体との有効な協力

などにより障害者が関与した政策・制度策定の体制づくりは引き続き取り組んでいく必要がある [42]。 

(3) ドナー・国際機関による取組 

1) 世界銀行・災害削減復興グローバル・ファシリティ（GFDRR） 

世界銀行の事業における取組では、事業全体に対する環境社会配慮に関する方針とガイダンスに加

え13、アクセシビリティに関するテクニカルノートを作成している。テクニカルノートではデジタル

情報等の設計、防災セクターも含めた各セクターで整備するインフラ、施設整備、仕様において留意

すべき点をまとめている [43]。 

 
13 Environmental and Social Framework (ESF)、Environmental and Social Assessment（ESA） 
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また、防災・復興分野では、マルチドナーのパートナーシップである GFDRR（Global Facility for 

Disaster Reduction and Recovery）において防災分野の資金協力、技術協力、調査研究等を行っており、

防災に向けた政府や関係者の能力向上、アドボカシーを進めている。GFDRRでは、災害リスク管理、

復興プロセスにおける障害を包摂したプロジェクトの実施ガイドラインを策定している [31] [20]。 

2) UNDRR強靭な都市づくり (Making Cities Resilient 2030: MCR2030) 

UNDRRの取組では、オペレーションにおける障害インクルージョンの方針の策定と、SFDRRの実

施に向けたデータ整備に関する方針の整理、災害リスク削減・気候変動に係るテーマ別グループ

（Stakeholder Group of Persons with Disabilities: Thematic Group on Disaster Risk Reduction）との協力など、

障害当事者団体とのパートナーシップ形成を進めている。 

また、世界の都市が参加する「強靭な都市づくり（Making Cities Resilient 2030: MCR2030）」を実施

している。MCR2030 は、JICA をはじめ、国際機関、国連機関、国際赤十字委員会をコア・パートナ

ーとして 2020 年に設立され、10 年間のプログラムとして活動を開始している。地域ごとの調整委員

会を統括する Global Coordinating Committee は UNDRR 代表と Resilient-City Network の事務局長が共

同議長として統括する。都市が 2030年までに包摂的、安全、強靭、持続可能となるため形成されたイ

ニシアチブで、①エビデンスに基づく情報を提供し、各都市の災害リスク削減と強靭性に向けた各都

市の理解を深める、②地方政府の資金アクセス、計画策定能力、能力強化を通じて地域の強靭性を高

める戦略や計画の実施を支援することを目的としている。参加都市は強靭性ロードマップを用意し、

各自の取組の進捗状況をスコアカードで評価し、他国の他都市と共有することでピアレビューと知識・

経験の共有を図っている。現在 92か国、1,800以上の都市が参加している [44]。 

MCR2030では、災害リスク軽減と都市の強靭性の取組に障害者を包摂した取組を評価するために、

スコアカードに追加する形として、Annex for Inclusion of Persons with Disabilities V1.0を作成した。基

本 10要素に対する評価設問内容は表 8-8のとおりである [45]。 

表 8-8 MCR 2030障害者の包摂に関する追加指標 

Essential 1 強靭性の向上に向けた組織 

Q1.1 誰一人とりのこさない 

Q1.2 組織、調整、参加 

Essential 2 現在と将来のリスク・シナリオを特定、

理解し、活用する 

Q2.1 障害を包摂したリスク分析とリスク・シナリオのデザ

イン 

Q2.2 カスケーディング効果 

Essential 3 強靭性向上への財務能力の強化 

Q3.1 インクルーシブな財政メカニズム 

Essential 4 強靭な都市開発 

Q4.1 インクルーシブで強靭な都市デザイン 

Q4.2 建築基準法と基準（国、地方自治体による建

築基準でのアクセシビリティの扱いの有無） 

Essential 06 強靭性向上に向けた制度のキャパシティ

強化 

Q6.1 キャパシティ向上と強靭化に向けた包摂 

Q6.2 アクセスできる言語 

Essential 7 強靭性に向けた社会のキャパシティの理

解と強化 

Q7.1 障害当事者（団体）の積極的な参加 

Q7.2 障害当事者（団体）による能力向上と同団体に

対する能力向上 

Essential 8 インフラの強靭性の向上 

Q8.1 暴力からの保護 

Essential 9 効果的な緊急応急対応の確認 

Q9.1 インクルーシブな安否確認、モニタリング、早期警戒 

Ｑ9.2 訓練 



全世界（広域）障害主流化セクター別ガイダンスノート作成業務 

業務完了報告書－第 8 章 防災・復興分野における障害主流化 

 

8-19 

Q4.3 建築基準法と基準（国、自治体による建築基

準の実施・執行の実態・実効性） 

Q4.4 環境的障壁の除去 

Essential 5 自然のエコシステムで形成されている保

護機能向上に向けた自然の緩衝地帯の保全 

Ｑ9.3 意識啓発とマルチ・シナリオによる訓練 

Essential 10 復興の迅速化とBBB 

Q10.1 インクルーシブな復興と復旧 

Q10.2  教訓の蓄積 

出所： [45]を基に調査チーム作成 

この取組について、2024 年には 21 のパイロット都市を対象に、スコアカードの評価を行った。こ

の結果、①細分化されたデータの不在、②政策担当者の災害リスク削減と障害者に関する知識不足、

障害者と障害当事者団体の災害リスク削減に関する知識不足、③障害当事者（団体）の災害リスク削

減のプロセスへの参加が不十分であること、④地方政府等に障害インクルージョンに関する担当官が

任命されていない、という共通の課題が指摘された [46]。 

(4) JICA及びその他国際的な障害主流化の取組事例 

1) JICAによる地震等観測及び情報発信に向けたプロジェクト [47] 

インドネシア国地震・津波観測及び情報発信能力向上プロジェクト（2020～2025年）は、インドネ

シア気象気候地理物理庁に対して、地震及び津波の観測から情報伝達までの一連の能力向上を行う技

術協力プロジェクトである。活動のコンポーネントに地震・津波情報の地方政府から村レベルに伝達

するための能力強化があり、活動の中では障害当事者団体も参加した伝達訓練の実施や視覚障害者向

け解説教材の開発を行っている。 

2) JICAによる災害復興プロジェクト 

災害復興におけるプロジェクトでは、被災地域の社会経済インフラ、障害者を含む被災者の住宅等

の復興の側面に加え、将来の災害リスク軽減に向けた取組も含まれる場合がある。こうしたプロジェ

クトは、事前防災投資と性質が似ていることもあるため、障害者の案件計画・実施段階での参画や、

具体的に導入された合理的配慮等の実践など参考となる事例がある。 

例えば、フィリピンの台風ヨランダによる災害の復旧復興支援においては、障害者を含む多様な

人々が参加し、合意形成を重ねながら災害復旧・復興計画が策定されている。インフラの復旧・復興

では、州保健所に障害者が使えるトイレの設置、避難経路の導線の改善などの工夫がなされた [48]。 

インドネシアの中部スラウェシ州における震災を受けた支援では、空間計画に関するトレーニング

を実施し、制度理解と規制等に関する理解を深めるために障害者も含む住民への啓発活動を実施して

いる。また、パイロットプロジェクトにおいては、包摂性を担保するために、障害者の現状に関する

情報収集・分析を行った。一方、この際に、自治体では障害者の定義が正しく理解されず、現状把握

のためのデータ等情報収集が困難であったことが報告されている。平時におけるデータ収集や障害に

関わる行政との調整による体制整備が必要であることが指摘される [49]。 
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3) 障害者の参加による災害リスク管理体制の構築 

バングラデシュでは、国際NGOである Christian Blind Mission（CBM）、バングラデシュのNGOで

ある Centre for Disability in Development、Gaya Unnayan Kendraが、バングラデシュ北部のGaibandha県

において、障害当事者の参画を通じ災害リスク管理体制の構築に向けた活動を行った。当該地域はモ

ンスーン期の洪水に毎年見舞われてきた地域であった。プロジェクトでは、①障害者と障害当事者団

体のキャパシティ向上、②地方政府に対するインクルーシブ災害リスク管理についてのアドボカシー、

③災害リスク管理インフラやコミュニティレベルでの災害リスク管理の構築、④学校と協力した世帯

レベルの災害リスクへの意識啓発、⑤持続可能で強靭な生計創出と支援に取り組んでいる。 

対象はコミュニティレベルであるものの、本件のアプローチには様々な観点からより広域の体制構

築に参考となる要素が含まれている。特に、政策策定やインフラ整備などの防災投資に向けたアドボ

カシー活動、政府と障害者を含む地域との協力関係の構築などが挙げられる。活動にあたっては、コ

ミュニティの状況や障壁に関する詳細な調査と分析を行い、コミュニティレベルの意識啓発や能力強

化を行った上で、自助グループを形成、このグループを中心にコミュニティの災害管理委員会を発足

し、さらにより広範囲の区レベルの災害管理委員会を形成していった。このような組織を通じて、コ

ミュニティ周辺で破損が見られた堤防の改修、地方政府の庁舎のアクセシビリティ向上などに対しア

ドボカシーを行い、政府との協力関係を形成していった [32] [50] [51]。 

8.7 防災・復興分野における障害主流化に係る成果指標 

防災・復興分野の事業における障害主流化の成果を計測する指標について、UNDRRのMaking Cities 

Resilient（MCR）を用いた障害インクルージョンに向けた対策項目と指標例の整理を行い、表 8-9 に

まとめた。  

表 8-9 防災・復興分野の対策分野と指標例 

障壁と取組 アウトプット・アウトカム指標例 

物理的障壁の除去  

避難時の移動

の困難 

• 障害者の緊急時避難についての

個別計画策定 

 障害者の災害時避難に関する個別計画は策

定されているか 

建物、インフ

ラ等のアクセ

シビリティ 

• ユニバーサルデザインの採用 

• 建築物に対する国際標準化機構

（ISO）基準の採用 

• アクセシビリティに関する基準

の設定と遵守 

• 国・自治体の建築基準は障害者のアクセシビリ

ティについて適切な内容となっているか

（MCR4.2 ） 

• 障害者のインフラへのアクセシビリティに関

する国・自治体の建築基準や規制は適切に執行

されているか（MCR4.3 ） 

• アクセシビリティ、包摂性に配慮

した建物、インフラの復旧・再建 

• 復旧・再建された建物やインフラは、障害当事

者（団体）の適切な関与により、災害前より障

害者などに対するアクセシビリティ、包摂性が

向上したか（MCR10.1） 

重要インフラ

の設計・デザ

イン 

 

• 教育・医療機関、避難所、行政機

関等重要インフラの耐震基準、バ

リアフリー等の基準作成 

• 国・自治体の建築基準は障害者のアクセシビリ

ティについて適切な内容となっているか

（MCR4.2 ） 
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障壁と取組 アウトプット・アウトカム指標例 

• 避難所等の設計や設備に関する

マニュアル等の整備 

• 場合によっては、インフラの整

備・設計における障害当事者（団

体）の参加 

• 障害者のインフラへのアクセシビリティに関

する国・自治体の建築基準や規制は適切に執行

されているか（MCR4.3） 

 • アクセシビリティ、包摂性に配慮

した建物、インフラの復旧・再建 

• 復旧・再建された建物やインフラは、障害当事

者（団体）の適切な関与により、災害前より障

害者に対するアクセシビリティ、包摂性が向上

したか（MCR10.1） 

情報面の障壁  

災害リスクに

関する情報伝

達 

• 障害者による情報取得・利用に配

慮したハザードマップの作成 

• リスク分析結果は障害者にとってアクセシブ

ルで理解しやすい形態で公表されているか

（MCR2.1） 

• 災害リスクや強靭性確保に関する各種資料は

障害者にとってアクセシブルで理解しやすい

形態になっているか（MCR6.2） 

気象・災害情

報、早期警戒 

• 気象・災害情報、早期警戒の伝達

方法の改善 

• 国・地方自治体は気象、地震、火山、津波など

のマルチハザードの観測能力と障害を考慮し、

障害者に効果的に伝達できる早期警戒警報発

出の資機材や手段を持っているか（MCR9.1） 

政策・制度的障壁  

法制度の整備 • 防災・復興における障害者の権利

や配慮明確化 

• 災害リスク削減に係る各種計画、戦略等は障害

者について言及し、リスク管理の対象として含

めているか（MCR1.1） 

• 国内法の整備、施行細則等施行に

向けた規則・基準、標準運用ルー

ルなどの整備 

• 障害者のインフラへのアクセシビリティに関

する国・自治体の建築基準や規制は適切に執行

されているか（MCR4.3 ） 

• 災害リスク削減、障害者の権利を

保護する各分野の国際的な規範、

基準の適用（例：建築基準） 

• 国・自治体の建築基準は障害者のアクセシビリ

ティについて適切な内容となっているか

（MCR4.2 ） 

• 障害者のインフラへのアクセシビリティに関

する国・自治体の建築基準や規制は適切に執行

されているか（MCR4.3 ） 

政策・制度、計

画策定の体制

強化 

• 国・地方自治体に障害に係るフォ

ーカルポイントを任命する 

• 障害当事者の関与による政策・計

画等の策定、実施、モニタリング・

評価の実施 

• 障害インクルーシブな災害リスク削減に関す

る人材育成には、障害者、行政官、民間企業、

NGO など様々な人々が参加可能か。こうした

活動は障害当事者（団体）が積極的に関与して

計画・実施されているか（MCR6） 

• 障害当事者（団体）は防災計画に積極的に関与

しているか（MCR7.1） 

• 地方自治体は障害者を含めた避難訓練や災害

を想定した機会を実施しているか（MCR9.2） 

災害復興計画

の策定 

• 災害リスク削減、障害者の包摂性

を高めた復興計画の策定 

• 災害被害や災害前の状況を十分に検証し、障害

者、その他性別、年齢、収入や地域などの要素

を考慮した災害インパクトの分析から被害の

要因を検証する明確なプロセス・メカニズムが

構築されているか。こうしたプロセス、メカニ

ズムは復興計画の策定・実施に適切に生かされ

ているか（MCR10.2） 

障害主流化に

係る政策策

• 行政官の意識啓発、能力強化 • 障害インクルーシブな災害リスク削減に関す

る人材育成には、障害者、行政官、民間企業、
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障壁と取組 アウトプット・アウトカム指標例 

定、実施に係

る行政官の育

成 

NGO など様々な人々が参加可能か。こうした

活動は障害当事者（団体）が積極的に関与して

計画・実施されているか（MCR6） 

障害者参画とキャパシティ・ビルディング  

地域防災計

画、活動の権

限の付与 

• コミュニティ、障害当事者が参加

した防災計画策定 

• 障害者は地域の都市計画に意義のある形で参

画しているか（MCR4.0） 

• コミュニティ、障害当事者による

防災に係る計画策定 

• 障害当事者（団体）は防災計画に積極的に関与

しているか（MCR7.1） 

• 障害当事者が災害リスク削減に向けてデザイ

ンして計画した人材育成の取組・訓練はあるか

（MCR7.2） 

出所： [45]を基に調査チーム作成 
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 ガバナンス分野における障害主流化 

9.1 ガイダンスノートが対象とする主な取組領域 

ガバナンス分野の JICAグローバル・アジェンダ（課題別事業戦略、以下 JGA）に基づき、「法の支

配の実現」と「行政機能強化」の 2分野をガイダンスノートが対象とする主な取組領域とする（表 9-1）。

「海上保安能力強化」は、JGA においてガバナンス分野及び運輸交通分野の取組範囲に含まれるが、

障害者権利条約（CRPD）をはじめとする国際的なルールや規範等において、同分野に特化した障害主

流化の取組は明示的に言及されておらず、障害主流化との関連性は他の分野と比較して限定的である。

そのため、ガイダンスノート及び本報告書では、海上保安能力強化を対象分野に含めないこととする。 

表 9-1 ガバナンス分野のガイダンスノートが対象とする主な取組領域 

取組領域 取組内容 

1. 法の支配の実現クラスター 

法・司法  法令整備・運用支援（民法、民事訴訟法起草及び運用の支援、知的財

産制度の構築等） 

 司法アクセスの改善（法律扶助制度の構築、調停制度の普及・促進等） 

 法曹（判事、検察官等）人材の育成 

警察  市民と警察の信頼関係の構築 

 警察官の能力強化 

メディア  公共放送の機能強化 

 メディア関連制度の改善と向上 

選挙管理  有権者教育強化 

ビジネスと人権  脆弱層の権利を守るための取組（児童労働撤廃への取組等） 

2. 行政機能強化クラスター 

公務員制度の改善  公務員の試験・研修制度構築の支援 

 市民へのサービスデリバリー向上に寄与する地方行政官の人材育成 

公共人材の育成  リーダーとして活躍することが期待される人材の育成 

地方政府の計画策

定・実施能力向上 

 市民の参加、協働を踏まえた地方行政による開発計画策定、事業実施

を可能にする中央・地方の制度構築の支援 

参加の促進と透明性

の向上 

 行政の調達制度改善の支援 

 情報公開に関する制度構築及び手続整備の支援 

出所：JGA, [1], [2]を基に調査チーム作成 

9.2 障害者の視点から見るガバナンス分野の基本的理解 

国連の定義によれば、「グッド・ガバナンス」は 8つの特徴を持ち、その一つに「公平性と包摂性」

が含まれる。同定義を補足する文書において「公平性と包摂性」は次のように説明されている [3]。 

社会の幸福（well being）は、すべての構成員がその社会と関わりを持っていると感じ、排除

されていると感じないことが不可欠である。これには、すべてのグループ、特に最も脆弱なグ

ループが、自らの幸福を維持、または向上させる機会を得ることが求められる [3]。 

すなわち、障害者が社会から排除される現状を是正し、障害インクルージョンを推進することは、

グッド・ガバナンスの実現に不可欠な要素であり、ガバナンス分野の国際協力においても、同様に優

先的に取り組むべき課題である。 
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9.3 障害の視点から見るガバナンス分野の問題 

障害者がガバナンス分野において直面する主な問題として以下の 5点が挙げられる。 

(1) 障害者に対し差別的な法制度、規則、慣例等が多数存在し、差別に対する平等かつ効果的な法

的保護が欠如している 

(2) 障害者は法的能力が否定されることによって、障害のない人と同等に人権を享有できない状

況にある 

(3) 障害者は司法へのアクセスが阻害されている 

(4) メディア及び行政機関が発信する情報のアクセシビリティと内容に問題がある 

(4) - 1) 障害者はメディア及び行政機関が発信する情報へのアクセスが困難である 

(4) - 2) メディアにおいて、障害者の描写が不正確、または誤っている 

(5) 障害者は政策及び計画に係る意思決定プロセスへの参加が制限されている 

(1) 障害者に対し差別的な法制度、規則、慣例等が多数存在し、差別に対する平等かつ効果的

な法的保護が欠如している 

障害者に対し差別的な法制度、規則、慣例等は、障害者の権利保障を阻害する要因となっている。

多くの国では、婚姻、財産管理、投票、就労等の権利に関して、障害を理由とした制約が法令や制度

に記載されている。また、差別禁止や合理的配慮の提供に関する規定が存在しない、あるいは実効性

を欠いていることも少なくない。この結果、障害者は司法救済を求める際に不利な立場に置かれ、差

別的な対応に対する平等かつ効果的な法的保護を受けられない状況にある [4]。 

(2) 障害者は法的能力が否定されることによって、障害のない人と同等に人権を享有できない

状況にある 

多くの国において、代理人による意思決定制度（後見人制度や強制治療を認める精神保健法など）

の下で、障害者の法的能力が法令や制度により否定されている [5]。法的能力が認められることは、他

の基本的人権を享有するために不可欠であり、反対に、法的能力の否定によって、障害者は様々な公

的・私的活動を行うことが困難になる。法的能力が否定された場合、以下の権利・活動が制限される 

[5]。 

 司法へアクセスすること（司法へのアクセスについては、下記（3）「障害者は司法アクセスが

阻害されている」を参照） 

 自由に移動すること 

 どこで誰と生活するかを選択すること 

 自由に表現すること 

 婚姻をすること、家族を形成すること 

 治療に同意すること 

 投票すること、選挙に立候補すること 等 
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(3) 障害者は司法へのアクセスが阻害されている 

上記（1）に記載のとおり、障害者に対して法的能力を否定する法令や制度が依然として存在してい

る。法的人格は、司法の場において対等な立場に立ち、権利を主張する上で不可欠であるため、これ

らを否定する法令や制度は障害者の司法アクセスを著しく阻害する [5]。また、司法アクセスが法令

により制限されていない場合においても、司法手続に関する情報へのアクセシビリティが不十分であ

ることから、障害者が必要な法的支援にアクセスできない状況が多く見受けられる [6] [7]。さらに、

警察官などの「初期対応者（first responders）」による障害者への対応における、障害と人権に対する

理解の不足1、並びに司法手続における合理的配慮（手話通訳、字幕、点訳、絵カード、分かりやすい

言い換え等）の欠如は、障害者の司法アクセスを阻害する要因であると指摘されている [8] [9]。また、

日本の民事裁判手続のように司法手続のデジタル化の進展は、通信技術の活用によって様々な物理的

障壁の解消が望める一方、ITシステムの利用が苦手または困難な人の司法アクセスがさらに阻害され

る懸念も指摘されている2。 

以上の状況から、障害者は法的な解決が必要となった際に、障害のない人と比べて、司法制度にお

いて平等な対応が得られないという状況がある3。 

(4) メディア及び行政機関が発信する情報のアクセシビリティと内容に問題がある 

1) 障害者はメディア及び行政機関が発信する情報へのアクセスが困難である 

障害者は、メディアによる情報の取得にあたって様々な困難を抱える。例えば、視覚障害のある人

の場合、テレビ放送の視聴にあたっては、映像のみで提供される情報へのアクセスに大きな制約が生

じる [10] [11]。同様に、聴覚障害のある人は音声のみで提供される情報へのアクセスが困難である。

その結果、「知る権利」が十分に保障されず、意思決定を行うことが困難になる。 

同様に、行政機関は情報発信機関として、提供する文書やオンラインサービスを誰もがアクセスで

き、利用可能な形式で提供する必要があるが、現状においては課題がある [7]。また、上記（3）「障

害者は司法へのアクセスが阻害されている」で述べたように、行政機関の職員による態度や障害と人

権に対する無理解が、障害者による行政サービスの利用（情報の照会を含む）を妨げ、結果として障

害者の行政サービスへのアクセスが阻害されている [7]。 

2) メディアにおいて、障害者の描写が不正確、または誤っている 

メディアにおいて、障害者の描写が不正確な場合がある。例えば、障害は多様であるものの、報道

では特定の障害に偏ることが多い。また、障害者を社会の構成員としてではなく、保護の対象として

表現するなど、「障害の慈善モデル」や「障害の医学モデル」に基づく表現がメディアにおいて頻繁

 
1 勾留、収容において、関係者の障害と人権に関する無理解が障害者への虐待にもつながるケースが報告されている。 
2 障害当事者団体ヒアリング 
3 例えば、国連経済社会局（UN DESA）の調査（2018年）によると、3か国において法的助言を必要とした障害者の

うち、平均で 86％がその助言を受けられなかった [7]。 
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に用いられている [12]。こうした偏見やステレオタイプは、障害に対する社会の無理解を維持し、障

害者の社会への参画を阻害する要因となっている [12]。 

(5) 障害者は政策及び計画に係る意思決定プロセスへの参加が制限されている 

政治への参加は、国際法4において基本的人権として保障されているにもかかわらず、障害者の政治

への参加は依然として阻害され、時には否定される状況がある。例えば、中央ないし地方政府による

政策策定プロセスに関するアクセシブルな情報の欠如、政治参画の場（パブリックコメントの会場、

有権者登録の会場、投票所等）への移動手段の欠如、バリアフリー施設の未整備等が、障害者の意思

決定プロセスへの参加を妨げる要因となっている [13]。また、障害者権利条約（CRPD）において障

害当事者団体の政策・計画策定への参加が規定されているものの、これらの団体は意思決定プロセス

への十分な参加機会を得られていない。国際障害同盟（International Disability Alliance: IDA）が 2022年

に実施した「障害当事者団体に対する政策策定への参加に関する調査」によると、障害当事者団体の

意思決定プロセスへの参画は進展しているものの、意思決定において意味のある関与は実現されてい

ないと報告されている（調査結果の詳細は表 9-2に記載のとおり） [14]。 

その結果、障害者のニーズが政策や計画等に十分反映されず、障害のない人と平等に公共サービス

及び公共財の便益を享受することができない状況が生じている。例えば、障害者とその家族の自律を

考慮しない、短期的かつ一時的な支援（食品給付等）に留まる地方自治体の施策や、アクセシビリテ

ィを考慮しない公共インフラ整備等が挙げられる。これらの課題は、計画段階において障害当事者の

参画が十分に確保されていないことに起因している [15]。なお、障害当事者団体が政策及び計画の策

定に継続的に参画することは、当事者団体のエンパワメント及び能力強化に貢献するものである。こ

のため、行政が障害当事者団体の参画を制度的に保障することは、当事者団体による「より意味のあ

る関与」を可能にし、結果として障害者の視点がより的確に政策や計画に反映されることが期待され

る。 

表 9-2 障害当事者団体の政策策定への参加に関する調査（IDA, 2022年）の主な結果 

番号 結果 

1.  障害当事者団体の影響力は緩やかだが着実に高まっており、国際協力関係団体との関係に対す

る満足度は増加している一方、各国政府との関係に対する満足度は減少している。 

2.  障害当事者団体は以前よりも広範囲な問題について政策策定プロセスで政府等から意見が求め

られ、その内容は通常、障害当事者団体の優先課題と整合している。 

3.  参加の頻度及び意思決定における協働の程度は依然として限られているものの、参加の形態は

より正式なものへと変わりつつある。 

 
4 例えば、市民的、政治的権利に関する国際規約第 25条を参照。 

「すべての市民は、第二条に規定するいかなる差別もなく、かつ、不合理な制限なしに、次のことを行う権利及び機

会を有する。 

(a) 直接に、又は自由に選んだ代表者を通じて、政治に参与すること。 

(b) 普通かつ平等の選挙権に基づき秘密投票により行われ、選挙人の意思の自由な表明を保障する真正な定期的選挙

において、投票し及び選挙されること。 

(c) 一般的な平等条件の下で自国の公務に携わること。」 
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番号 結果 

4.  多様な障害当事者団体が意思決定において依然として取り残されている。 

5.  アクセシビリティや合理的配慮等、参加の前提条件が全体的に悪化していると認識されている。 

6.  障害当事者団体は依然として意味のある関与を行使するための能力、資源、機会を欠いている。 

7.  COVID-19パンデミックは障害者に不均衡に影響を与え、障害当事者団体の活動にも影響を与え

た。 

※下線部分は調査チームによる 出所： [14]を基に調査チーム作成 

また、障害者は就労機会への平等なアクセスにおいて制度的・社会的な障壁に直面しており5、公務

員として採用される機会が限られている。その結果、公務員として行政における意思決定プロセスへ

の障害者の参画も十分に確保されておらず、障害当事者の視点が政策形成に反映されにくい状況があ

る。 

9.4 ガバナンス分野における障害主流化の重要性 

前項 9.3 で述べたように、障害者の法的能力を否定する法令及び制度は、他の基本的人権の享有を

阻害し、社会的な排除を助長する要因となる。よって、インクルーシブな社会の実現に向けては、障

壁となる制度等の改善に取り組むことが不可欠である。さらに、障害者が意思決定プロセスに主体的

に関与することは、分野横断的に障害インクルージョンを推進するための基盤となる。したがって、

ガバナンス分野においては、障害者を含むすべての人の参画の機会を保障する制度設計が特に求めら

れる。こうした観点から、ガバナンス分野は障害インクルージョンの実現に向けて優先的に取り組む

べき分野の一つである。 

9.4.1 持続可能な開発目標（SDGs）達成への貢献 

ガバナンス分野における障害主流化は、持続可能な開発目標（SDGs）の達成に大きく貢献するもの

である。表 9-3に示すとおり、特に「国内及び国家間の不平等を是正する（ゴール 10）」及び「公正、

平和かつ包摂的な社会を推進する（ゴール 16）」の達成への貢献が挙げられる。 

表 9-3 障害と関連するガバナンス分野の SDGs 

ゴール ターゲット グローバル指標（※） 

10 国内及び国家間

の不平等を是正する

（格差是正） 

10.2 2030年までに、年齢、性別、障

害、人種、民族、出自、宗教、あるい

は経済的地位その他の状況に関わり

なく、全ての人々の能力強化及び社会

的、経済的及び政治的な包含を促進す

る。 

10.2.1 中位所得の半分未満で生活す

る人口の割合（年齢、性別、障害者別） 

10.3 差別的な法律、政策及び慣行の

撤廃、並びに適切な関連法規、政策、

行動の促進などを通じて、機会均等を

確保し、成果の不平等を是正する。 

10.3.1 国際人権法の下で禁止されて

いる差別の理由において、過去 12か月

の間に差別又は嫌がらせを個人的に感

じたと報告した人口の割合  

 
5 例えば [57]を参照。 
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ゴール ターゲット グローバル指標（※） 

16 公正、平和かつ包

摂的な社会を推進す

る（平和・ガバナンス） 

16.3 国家及び国際的なレベルでの

法の支配を促進し、全ての人々に司法

への平等なアクセスを提供する。 

16.3.1 過去 12 か月間に、(a)身体的暴

力、(b)心理的暴力及び/又は(c)性的暴力

を受け、所管官庁又はその他の公的に

承認された紛争解決機構に対して、被

害を届け出た者の割合 

16.3.3 過去 2年間に紛争を経験し、公

式又は非公式の紛争解決メカニズムに

アクセスした人口の割合 (メカニズム

の種類別) 

16.6 あらゆるレベルにおいて、有効

で説明責任のある透明性の高い公共

機関を発展させる。 

16.6.2 最後に利用した公共サービス

に満足した人の割合 

16.7 あらゆるレベルにおいて、対応

的、包摂的、参加型及び代表的な意思

決定を確保する。 

16.7.1 国全体における分布と比較し

た、国・地方の公的機関（(a) 議会、(b) 

公共サービス及び(c)司法を含む。）にお

ける性別、年齢別、障害者別、人口グル

ープ別の役職の割合 

16.7.2 国の政策決定過程が包摂的で

あり、かつ応答性を持つと考える人の

割合（性別、年齢別、障害者及び人口グ

ループ別） 

16.10 国内法規及び国際協定に従

い、情報への公共アクセスを確保し、

基本的自由を保障する。 

16.10.2 情報へのパブリックアクセス

を保障した憲法、法令、政策の実施を採

択している国の数 

16.b 持続可能な開発のための非差

別的な法規及び政策を推進し、実施す

る。 

16.b.1 

国際人権法の下で禁止されている差別

の理由において、過去 12か月の間に差

別又は嫌がらせを個人的に感じたと報

告した人口の割合 

※障害主流化に関連する指標のみ記載                       出所：SDGs及び [16]を基に調査チーム作成 

9.4.2 障害者権利条約（CRPD）の履行 

障害者権利条約（CRPD）は、障害者が他の者と平等に人権と基本的自由を享受することを目的とし

ており、ガバナンス分野が果たす重要な役割を強調している（ガバナンス分野に関連する条項は本章

の別添資料 1を参照）。障害者権利条約（CRPD）では、関連する諸条文が相互に関連しつつ、ガバナ

ンス分野における障害者の権利を包括的に保障しており、締約国には、これらの権利に基づくガバナ

ンス分野の障害インクルージョンに向けた継続的な取組が求められている。 

法整備支援に関しては、第 4条「一般義務」において、障害者の権利保障のための法律や制度の整

備・改正を求めており、第 5条「平等及び無差別」では、障害を理由とする差別の禁止と合理的配慮

の提供を含む平等な扱いの保障が規定されている。さらに、第 12条「法律の前に等しく認められる権

利」では、障害者が法的能力を享有すること及びその行使を保障することが義務付けられている。加

えて、第 14条「身体の自由及び安全」では、障害者が不法にまたは恣意的に自由を奪われないこと、

障害の存在をもって自由の剝奪を正当化しないことを確保する義務等が明記されている。 
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司法アクセスについては第 13条「司法手続の利用の機会」で、メディアについては第 8条「意識の

向上」、第 9条「施設及びサービス等の利用の容易さ」、第 21条「表現及び意見の自由並びに情報の

利用の機会」でそれぞれ規定されている。 

行政機能強化に関しては、第 4条「一般義務」及び第 33条「国内における実施及び監視」において

障害者権利条約（CRPD）の実施に向けた法令及び政策の策定・実施・モニタリング（監視）への障害

当事者の関与が求められている。また、第 29条「政治的及び公的活動への参加」では、障害者が選挙

に参加し、投票する権利が保障されており、第 27条「労働及び雇用」では、公的部門における障害者

の雇用が規定されている。 

9.4.3 JICAグローバル・アジェンダ（JGA）達成への貢献 

JGAにおいて、「法の支配の実現」クラスターの目標は「普遍的な価値（基本的人権、自由、平等

等）に基づき、法令の整備・運用能力や司法アクセスの向上、公共放送とメディアに対する支援を通

じ、基本的な権利・自由の保障・実現及び公正かつ透明なビジネス環境整備を目指す。」と設定され

ている [17]。この目標の達成に向けては、国際人権法（特に障害者権利条約（CRPD））と整合する国

内法の整備及びその適切な運用の促進、障害者の司法アクセスの向上、警察による障害者対応の質の

改善、障害者の有権者としての権利保障等に取り組むことが求められる。これらの取組により、JICA

のガバナンス分野における事業の受益者を拡大し、最も取り残されているグループの一つである障害

者の基本的な権利の保障に貢献することが可能である。また、メディアのアクセシビリティを向上さ

せ、すべての人々の情報へのアクセシビリティを確保することで、「知る権利」の保障に貢献できる。

さらに、メディアにおける障害の適切な表現を促進することは、障害者の社会的包摂及び人権の保障

（公的活動への参画等）に間接的に寄与するものである。 

「行政機能強化」クラスターにおいては、「法の支配等の普遍的価値及び住民との協働の視点に基

づいて適正かつ効率的な行政サービスを提供できる中央・地方の公務員制度の構築、人材育成を図る

とともに、受益者へのサービスデリバリーに必要な計画立案、事業実施の能力の強化を図ること」が

目標として示されている。この目標の達成に向けては、中央・地方政府の行政関係者による障害と人

権に関する理解の促進と意思決定プロセスにおける障害者の参画の確保が重要である。これにより、

障害者を含むすべての人々のニーズに応じた、適正かつ包摂的な公共サービスの提供が可能となる。 
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9.4.4 関連する国際動向 

 盲人、視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある者が発行された著作物を利用する機会を

促進するためのマラケシュ条約（2013年採択） [18] 

盲人である者、視覚障害者、知覚若しくは読字に関する障害のある者、身体的な障害により

書籍の利用が困難な者等6が著作物を利用する機会を促進するため、締約国は国内の著作権法に

おいて、アクセシブルな複製物（点字図書等）に関する著作権の制限または例外の規定を設け

るとしたもの。同条約により規定されている例外では、「権限を与えられた機関」（英：Authorized 

entity、点字図書館等を指す）が著作者の承諾を得ることなく、利用しやすい様式の複製物を作

成し、受益者に提供することを認めている。また、各締約国において、権限を与えられた機関

が作成したアクセシブルな複製物を国境を越えて交換することが可能となっている。 

 障害者の司法へのアクセスに関する国際原則とガイドライン（International Principles and 

Guidelines on Access to Justice for Persons with Disabilities）（2020年） [19] 

国連の障害者の権利に関する特別報告者（Special Rapporteur on the rights of persons with 

disabilities）、障害者権利委員会委員長（Chair of the Committee on the Rights of Persons with 

Disabilities）、障害とアクセシビリティに関する事務総長特使（Special Envoy of the Secretary-

General of the United Nations on Disability and Accessibility）により作成され、障害者の司法制度へ

の平等なアクセシビリティを保障するための原則、及びそれらを実装するための具体的な指針

（ガイドライン）を提供するもの。以下の 10の原則を示している7。 

▸ 原則 1 すべての障害者は法的能力を有し、障害を理由に司法へのアクセスを拒否されることはない。 

▸ 原則 2 施設及びサービスは、障害者の無差別かつ公正な司法への平等なアクセシビリティを確保する

ために、普遍的に利用可能（アクセシブル）でなければならない。 

▸ 原則 3 障害のある児童を含む障害者は、適当な手続上の配慮を受ける権利を有する。 

▸ 原則 4 障害者は、障害のない人と平等に、適時に、かつ利用しやすい（アクセシブルな）方法で、法

律上の通達及び情報にアクセスする権利を有する。 

▸ 原則 5 障害者は、国際法で認められているすべての実体的及び手続的な保障措置を障害のない人

と平等に受ける権利を有し、国家は適正手続を保障するために必要な便宜を提供しなければ

ならない。 

▸ 原則 6 障害者は、無償または負担しやすい費用で法的支援を受ける権利を有する。 

▸ 原則 7 障害者は、障害のない人と平等に司法の運営に参加する権利を有する。 

▸ 原則 8 障害者は、人権侵害及び犯罪に関し、苦情を申し立てる権利及び法的手続を開始する権利

を有し、その申立が調査され、実効的な救済を受ける権利を有する。 

▸ 原則 9 効果的かつ強固なモニタリング・メカニズムは、障害者の司法へのアクセスを支援する上で重要

な役割を果たす。 

▸ 原則 10 司法制度に従事するすべての者は、特に司法アクセスに関し、障害者の権利に対応する啓発

及び研修プログラムを提供されなければならない。 

 
6 詳細はマラケシュ第 4条「受益者」に記載のとおりである。 
7 [53]を参考に和訳。 
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 障害者のためのインクルーシブで質の高い警察サービス：10の行動分野（For inclusive quality 

police services for persons with disabilities: 10 areas of action）（2021年） [20] 

 障害とアクセシビリティに関する国連事務総長特使により作成され、障害者が警察のサービ

スに平等にアクセスできるようにするための原則（「行動分野」）とそれらを実装するための

具体的な指針（ガイドライン）を提供するもの。以下の 10の行動分野が示されている。 

▸ 行動分野１ 啓発活動 

▸ 行動分野 2 情報へのアクセス及びコミュニケーション手段の確保 

▸ 行動分野 3 警察施設への自由なアクセス 

▸ 行動分野 4 都市部等における警察官と障害者の関わり 

▸ 行動分野 5 障害者が直面する危機的状況 

▸ 行動分野 6 災害等緊急事態 

▸ 行動分野 7 法執行の実施 

▸ 行動分野 8 障害者が当事者となる犯罪 

▸ 行動分野 9 国境警備 

▸ 行動分野 10 警察組織内及び地域社会における警察の教育的役割 

9.5 ガバナンス分野において障害者のアクセスや参画を阻む障壁 

障害者が直面する障壁は、法制度、物理的環境、情報アクセシビリティ、社会的態度、経済的要因

など多岐にわたり、相互に影響し合いながら障害者の参画や権利行使の機会等を制限している。した

がって、障害者の権利保障に資するガバナンスの構築にあたっては、これらの複合的な障壁を体系的

に把握し、制度設計・運用のあらゆる段階において障害者が排除されるリスクを最小化する視点が重

要である。表 9-4に具体例を示す。 

表 9-4 ガバナンス分野において障害者が直面する障壁 

障壁 具体例 

制度的障壁  差別的な法令等の存在、及び障害者の権利を保障する法令の不在：障害を理

由に婚姻、投票、就労等の権利を制限する法令や規則が残存しており、障害者

に対する平等な法的保護を欠いている。このような差別的な法制度は、障害者

権利条約（CRPD）が求める「平等及び無差別」の原則に反し、障害者の社会

参加を根本的に阻害している。 

また、障害者の権利を保障する基本法及び実施計画、合理的配慮の否定を含む

障害に基づく差別を禁止する法律の不在も障壁となっている。 

 法的能力の制限を正当化する制度：障害者の法的能力を否定する法令や制度

（例：代理人による意思決定制度）は、本人の意思の尊重を妨げ、司法にアク

セスすることを含め、様々な人権の行使を制限する。 

 選挙に立候補することを制限する法制度：多くの国において、選挙に立候補

するための要件を定める法制度は「能力」、「適性」、「不健康」等という文言を

含み、その解釈によって、障害者の立候補が拒否されることがある。 

 司法手続における手続上の配慮の欠如：司法手続において、情報通信技術
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障壁 具体例 

（ICT）やコミュニケーション支援機器の活用、コミュニケーション支援（手

話通訳、字幕、点訳や絵カード、分かりやすい表現など）、刑事司法手続にお

いて情報の取得・利用やコミュニケーション支援をする者を立ち会わせる「立

会いの制度」の構築等8の整備が不十分である。結果、障害者の権利行使が困

難となっている。 

 障害者のための救済措置9の欠如：救済措置（非司法的なものを含む）は、司

法アクセス確保のため欠かせない要素であるものの、障害者のための救済措

置が十分に講じられていないことが多い10。 

 公務員及び公共人材育成における障害者へのサービスデリバリーに関する視

点の欠如：公務員及び公共人材の育成において、障害のある市民へのサービ

スデリバリーに関する視点が不足している。その結果、行政サービスは障害者

のニーズに合うように設計されておらず、行政機関の職員の態度や無理解が

障害のある市民による利用を抑制し、障害者は行政サービスを障害のない人

と等しく享受できない。 

 障害者の応募を妨げる応募条件：公務部門において、能力や適性とは関係の

ない条件が応募資格や採用基準として設定される場合があり、これにより障

害者が本来応募可能なポジションへの応募を控えざるを得ず、公務員として

の雇用機会が不当に制限されることがある11。 

物理的障壁  各種施設のアクセシビリティの欠如：警察署や裁判所、収容施設等の司法関

係施設、市役所、保健所、コミュニティセンター等行政サービスを提供する機

関の施設、並びに投票所、パブリックコメントの会場、議会、政党の施設等の

政治参画の場への移動手段が限られており、バリアフリーな施設（エレベータ

ーが設置されている裁判所庁舎等12）及び設備（筆談ボード等のツール、投票

所において車いすのまま利用できる高さ・構造を備えた記載台等）も不足して

いる。 

情報面の障壁  アクセシブルな情報の欠如：公的機関による情報（特に司法手続、行政手続、

選挙、政策策定プロセスに関する情報）及びメディアによる情報が、アクセシ

ブルな形式（点字、音声、分かりやすい言語等）で提供されていない。 

意識上の障壁 

（否定的な態度・差

別・無理解） 

 法律行為を行う能力に関する偏見：精神障害のある人の判断能力、法律行為

を行う能力に関して、誤った考え（能力について、一律に「できる・できない」

という線引きをすることを前提とする「事理弁識能力」の考え方等13）が存在

し、この考えが一律的な能力制限等、差別的な仕組みの根拠となっている。 

 障害者の意思決定プロセスへの参画に対する意欲ないし能力に関する偏見：

障害者は政治や政策策定プロセスへの関心や能力がないとする偏見が存在す

る14。その結果、選挙制度等政治参画の仕組みは障害者のニーズを無視したり、

意思決定プロセスへ参加するために必要な支援（投票所への移動支援等）を得

 
8 手続上の配慮の例は [9]を引用。 
9 人権侵害や差別的取扱いを被った場合、または被る可能性が高い場合に、手続を通じて被害除去や被害回復等を図る

制度や手段のこと。 
10 国連障害者権利委員会が加盟国に対して救済措置の構築の欠如を指摘したケースには、差別的取扱い、障害を理由

とする自由の剥奪、法的能力の否定、強制不妊手術等がある [22]（脚注 181～189）。 
11 [46]及び [62]を参照。 
12 日本弁護士連合会の 2023年人権擁護大会の決議によると、2023年時点で日本国内には、エレベーターが設置されて

いない 2階建ての裁判所庁舎（独立簡裁を含む）が 200以上存在していた [26]。 
13 詳細は [54]を参照。 
14 例えば、ハノイ市の障害者の家族 50世帯を対象とした調査において、世帯の半数は障害者が「政治課題に関心を持

つ必要がない」ことを理由とし、「投票する必要がない」と考えると回答した [55]。 
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障壁 具体例 

られなかったりする状況が生まれる。 

 障害者の就労に関する偏見：多くの雇用主や人事担当者が障害者の職務適性

に疑問を持ち、障害のない人を優先する傾向がある。このため、障害者が公務

員として雇用されることが妨げられる。 

 窓口等の対応者による偏見や差別的な態度：司法関係者（特に警察等初期対

応者）による障害者への偏見や無理解が、司法手続の利用を抑制する。なお、

障害者が勾留・収容・保護される際、刑事、児童保護、司法の関係者による障

害と人権に対する無理解等が障害者の虐待に至る場合もある15。同様に、行政

サービス手続を行う行政職員や、政党職員、議会職員、投票所職員が、障害と

人権や合理的配慮に関する十分な知識や技能を身に付けておらず、障害者の

行政サービスへのアクセス、政治参画が阻害される。 

 情報発信者（特にメディア）による偏見：情報発信者が持っている偏見（障害

の慈善モデルや障害の医学モデルに基づき、障害者を保護の対象とすること

等）が、メディアにおいて障害者の誤った描写を普及させ、社会全体の無理解

を維持させる。 
出所：主に [7], [13], [21], [22], [23], [24]及び [9]を基に調査チーム作成 

9.6 ガバナンス分野における障害主流化に向けた対策と取組  

9.6.1 障壁に対する日本国内の取組 

前項で述べた障壁に対する取組の例を下表に記載する。 

表 9-5 ガバナンス分野の障壁に対する取組の例 

障壁 取組の例 

制度的障壁  障害者の法的能力を否定する、障害者の立候補を制限する等、差別的な法令ま

たは条項の撤廃 

 各種手続において配慮の提供を求める対応要領等の策定・施行 

物理的障壁  司法関係施設、行政関連施設、及び政治参画の場の施設のバリアフリー化（ス

ロープ、エレベーター、点字ブロックの設置等）16 

 司法関係施設、行政関連施設、及び政治参画の場のアクセシビリティ向上のた

めの設備整備（筆談ボードや老眼鏡・拡大鏡等ツールの常備、投票所において

車いすのまま利用できる高さ・構造を備えた記載台の設置等） 

情報面の障壁  公的機関が発信する情報（特に司法手続、行政手続、選挙、政策策定プロセス

に関する情報）について、アクセシブルな形式（点字、音声、分かりやすい言

語等）で提供することを求める規定、指針等の策定 

 メディアによる情報のアクセシビリティを保障するため、字幕放送、解説放

送、手話放送、分かりやすい言葉の使用、文字の表示時間の調整等、ユニバー

サルデザインを通してアクセシブルな形態で提供されることを求める指針等

の策定 

 障害者のコミュニケーションを保障するためのツールの作成、配布（コミュニ

ケーションボード、投票支援カード等） 

 
15 例えば、カナダでの移民収容 [58]、オーストラリアでの拘留における障害者への虐待が [61]報告されている。 
16 例えば、日本の最高裁判所のバリアフリーについて [25]を参照 
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意識上の障壁 

（否定的な態度・差

別・無理解） 

 司法関係者及び行政関係者を対象とした啓発活動、研修の実施 

 合理的配慮の提供に関する優良事例集の作成と普及 

 障害者の雇用を促進する法令の制定 

 政策策定プロセスにおいて障害者の参画、または障害者当事者（団体）の意見

聴取を求める方針等の設定 

出所：主に [25], [26], [27], [10], [11]及び以下「1) 法的能力を否定する仕組みの撤廃に資する取組」から

「4) 意思決定プロセスへの参画を促進するための取組」まで引用している文献を基に調査チーム作成 

 

また、「9.3 障害の視点から見るガバナンス分野の問題」17で整理した課題に対する日本国内の取組

事例を、以下に紹介する。 

1) 法的能力を否定する仕組みの撤廃に資する取組 

国連障害者権利委員会は、2022 年 10 月 7 日付の「日本の第１回政府報告に関する総括所見」にお

いて、下記の点に対して懸念を示した。 

意思決定能力の評価に基づき、障害者、特に精神障害者、知的障害者の法的能力の制限を許

容すること、並びに、民法の下での意思決定を代行する制度を永続することによって、障害

者が法律の前にひとしく認められる権利を否定する法規定（第 27パラグラフ第⒜項） [28] 

その後、2024年2月に、法務大臣が法制審議会に対して成年後見制度の見直しについて諮問を行い、

同審議会が同月に「民法（成年後見等関係）部会」を設置した。2025年 7月時点では、同部会による

検討が継続されているが、2025 年 6 月 10 日開催の部会会議において、成年後見人に包括的な代理権

を付与し、必要がなくなったとしても制度の利用が終了しないことから本人の自己決定を必要以上に

制限するとされている18民法第 859 条の見直しについて検討等を行っている [29]。同検討は能力の制

限を正当化する法制度という障壁の解消に向けた取組である。 

2) 司法へのアクセスの確保のための取組 

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」（2023年 3月 14日に閣議決定）に従い、

警察庁及び最高裁判所が、警察庁及び裁判所の職員の業務を対象とする対応要領を作成し、公表した。 

 警察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領 

（2023年 12月 15日最終改正） [30] 

 裁判所における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領 

（2024年 4月 5日実施） [31] 

 
17 9.3 で挙げた問題「障害者に差別的な法制度、規則、慣例等が多数存在し、差別に対する平等かつ効果的な法的保護

が欠如している」について、障害者が障害のない人と同等の権利を保障する上では、障害者の権利保障を実現するた

めの法律や政策の整備、合理的配慮の否定を含む障害による差別の法的な位置付けと差別禁止のための法制度の確

立が重要である。 
18 例えば [56]を参照。 
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これらの対応要領は、職員による不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供の義務を定めて

おり、これらの義務を監督する責務を負う職員の役割、違反があった場合の懲戒処分、相談体制の整

備の必要性、並びに職員を対象とした研修及び啓発の必要性について明記している。 

また、内閣府は、障害者に対する差別の解消に向けた取組として、相談窓口「つなぐ窓口」を設置

している。同窓口では、不当な差別的取扱いや合理的配慮の提供についての相談を地方自治体や各省

庁の適切な相談窓口に取り次ぐとともに、障害者差別解消法に関する質問への回答を提供することに

より、障害者に対する救済措置を講じている [32]。 

3) 公共サービス・情報へのアクセシビリティに関する取組 

総務省は、「放送分野における情報アクセシビリティに関する指針」（2018年 2月 7日策定、2023

年 10月 17日改定）により、放送事業者別（NHK、地上系民放等）の字幕放送、解説放送及び手話放

送の普及目標を定めている [33]。 

また同省は、国及び地方公共団体等の公的機関によるウェブアクセシビリティ対応を支援すること

を目的として、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」（2024年）を通達した。同ガイドラインで

は、公的機関においてウェブアクセシビリティへの対応が求められる背景、日本産業規格（JIS）の基

準「JIS X 8341-3」に基づき実施すべき取組項目と手順、重視すべき考え方等を解説するとともに、優

良事例集を提供している [34]。 

さらに、国の機関が設置する公共サービスの窓口業務に従事する職員の障害に対する理解を促進し、

障害者を含むすべての人々の公共サービスへのアクセスを向上させるため、内閣府は 2005年に「公共

サービス窓口における配慮マニュアル」を発行している [35]。また、同様の目的のもと、独自のガイ

ドラインやマニュアルを作成している地方公共団体も存在する19。 

4) 意思決定プロセスへの参画を促進するための取組 

日本は、障害者基本法において、障害に関する政策及び計画の策定プロセスにおける障害当事者（団

体）の参画を定めている（障害者基本法第 10条及び第 11条）。障害者施策推進本部（当時）は 1995

年 5月に「市町村障害者計画策定指針」を策定し、同方針において障害者団体の意見を障害者計画に

反映させるように努めることを求めている [36]。この指針により、計画策定プロセスへの障害当事者

の参画が促進されている。内閣府による調査「地方公共団体における障害者計画の策定状況等につい

て」（2014年）によると、都道府県の 80.9%、指定都市の 70.0%が、障害者計画の策定にあたり障害

当事者へのヒアリングを実施したと回答している [37]。 

また総務省は、投票所における障壁の解消を推進するために「障害のある⽅に対する投票所での対

応例について」（2023年）という資料を作成している。同資料では投票所での対応について、障害者

に対する共通の対応、障害種別の対応例、並びに投票方法（点字投票、代理投票等）に関する説明を

 
19 例えば、大阪府障がい者差別解消ガイドライン（2025年 3月）を参照 [60] 
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提供している [38]。さらに、地方公共団体が障害者の投票のために作成しているツール（コミュニケ

ーションボード、投票支援カード、代理投票のためのヘルプカード、音声コードを付した案内の配布、

知的障害者のための投票をサポートする動画等）を収集、公表している（図 9-1を参照）。 

さらに、障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を設定している選挙管理委員会があ

る。例えば、新潟県の選挙管理委員会は、上記「2) 司法へのアクセスの確保のための取組」で紹介し

た、警察庁、最高裁判所と同様に、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」（2023

年 3月 14日閣議決定）に基づく選挙における対応要領を施行している [39]。 

  
衆議院選挙用コミュニケーションボードの例 

（東京都作成） 

投票支援カードの例 

（福島県福島市作成） 

 

 

代理投票に関する案内リーフレット 

（東京都狛江市作成） 

知的障害者への投票支援に関する動画 

（東京都狛江市作成） 

出所： [38]を基に調査チーム作成 

図 9-1 総務省が公表している障害者に対する投票所での対応のためのツールの例 

また、公務部門での雇用に関して、障害者雇用促進法20第 38条（雇用に関する国及び地方公共団体

の義務）は、国及び地方公共団体における障害者雇用率を設定している。2025年 9月時点での国及び

地方公共団体の法定障害者雇用率は 3.0%21である。また、国及び地方公共団体を含む全雇用主に適用

される規定（厚生労働省作成の「障害者差別禁止指針」 [40]、「合理的配慮指針」 [41]等）のほか、

 
20 障害者の雇用の促進等に関する法律（1960年法律第 123号） 
21 ただし、経過措置として、2026年 7月までは 2.8%に設定されている [59]. 

 

代理投票に関するお問い合わせは

○○市選挙管理委員会 TEL. 00-0000-0000
〇〇市選挙管理委員会
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厚生労働省や人事院等が公務部門における障害者の雇用に関する基本方針や手引き等を作成している。

例えば、「公務部門における障害者雇用に関する基本方針」（2018年 10月 23日） [42]、「職員の募

集及び採用時並びに採用後において障害者に対して各省各庁の長が講ずべき措置に関する指針」（2018

年 12月 27日） [43]、障害者雇用促進法第 7条により国及び地方公共団体に作成が義務付けられてい

る「障害者活躍推進計画」の作成の手引き [44]（計画書の例、具体的な取組事例を含む）、「公的機

関における障害者への合理的配慮事例集」 [45]がある。さらに、内閣官房内閣人事局、厚生労働省、

人事院が「公務部門における障害者雇用マニュアル」 [46]を作成している。 

なお、国の機関に配置された障害のある職員を支援するため、厚生労働省は「国の機関の職員に対

する障害者の職場適応支援者養成事業」を実施している。本事業では、障害のある職員に対して適切

な支援を行うため、「個別支援者」を配置し、選任された職員に対しては、職場適応支援に必要な専

門的知識及びスキルを習得するための研修が提供される（研修内容は民間の「ジョブコーチ養成研修」

に準ずる） [46]。 

9.6.2 他国際援助機関における取組事例 

(1) ドイツ国際協力公社（GIZ）地方分権及び地方政府開発支援プログラム 

（2017年‐2020年）（ベナン） [47] 

本件はベナンにおいて、地方分権の過程で地方政府に権限移譲された業務とサービスの効果的な実

施を支援したプロジェクトである。地方政府による開発計画策定業務において、障害者の参画を促進

するために、障害者のニーズ調査、障害者の権利及びアクセシビリティに関する研修モジュールの開

発、地方政府職員及び障害当事者団体構成員の能力強化を実施した。その結果、下記の活動が地方政

府の年次投資計画に含まれるようになった。 

 防災活動関係者を対象とした障害インクルージョンに関する能力強化の実施 

 公共インフラのバリアフリー化（市場、トイレなど） 

 障害者の生計支援（農業訓練など） 

 補助器具（車いす等）の配布 

 地方政府における障害者の権利委員会の設立 

(2) GIZ 人権促進と汚職防止のための司法及び刑務所改革プログラム 

（2012年‐2021年）（バングラデシュ） [47] 

本件はGIZが実施した司法アクセス改善のプロジェクトである。バングラデシュにおける障害者権

利条約（CRPD）の遵守状況に関する調査の結果を踏まえて、下記の取組が実施された。 

 障害者のニーズが反映されるよう刑務所法の改正法案の草案支援 

 パラリーガル（法律支援者）を対象とした、障害者の権利に関するモジュールを含む研修の実施 

 裁判外紛争解決手続として導入した修復的司法（Restorative Justice）において、障害者が手続の

場所及び時間を選べるように設計 
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 事件に優先順位を付ける事件調整委員会（Case Coordination Committees）委員に対し障害者の権

利及びニーズに関する啓発活動を実施 

 障害者がパラリーガルからサービスを受ける件数のモニタリング  

(3) 障害者の権利促進に関する国連パートナーシップ（Global Disability Fund（旧 UNPRPD））

障害者のための障壁のない司法へのアクセス（2016年‐2021年）（カンボジア） [48] 

本件は、障害者の権利を保護することを目的に、司法アクセスの向上を図るため、国連開発計画

（UNDP）及び国連人権高等弁務官事務所（OHCHR）が実施したプロジェクトである。下記の取組を

通じて障害者の権利保護を向上させた。 

 カンボジア国家障害者戦略計画（2019年～2023年）への司法アクセスに関する取組の組み込み 

 国家障害法（National Disability Law）の改正プロセスにおける障害者の参画を促進 

 障害者のための法律扶助に関する手引きの作成 

 裁判官、検察官、裁判所書記官及び弁護士、社会問題・退役軍人・青少年更正省（Ministry of Social 

Affairs, Veterans and Youth Rehabilitation）、及び障害者活動協議会（Disability Action Council）職員

を対象とした障害者権利条約（CRPD）に関する研修の実施 

 司法アクセスの向上のためのアドボカシーに関する障害当事者団体の能力強化 

(4) Global Disability Fund 障害者の権利促進プロジェクト（2012年‐2017年） 

（インドネシア） [49] 

本件は、障害関連行政の能力強化及び障害データ収集の改善を通じて障害者の権利に関する政策の

推進を図るプロジェクトである。 

成果 1「ネットワーク構築、関係者間の連携促進、優良事例の共有、及び公務員の研修を通じて、

市政府の能力を強化する」において、同成果を担当した国連教育科学文化機関（UNESCO）が下記の

活動を実施した。 

 法制度の障害者権利条約（CRPD）との整合性調査の実施、調査結果に基づき国会及び社会省に

提言 

 障害者法の草案に関する、障害当事者団体と立法府の対話の実施促進 

 全国 5都市の地方政府職員及び障害当事者団体を対象とした、障害者権利条約（CRPD）並びに

障害者の権利保障のための計画及び予算策定に関する研修の実施 

 市政府及び障害当事者団体が参加する「インクルーシブ都市ネットワーク」の創設と会議の開催 

(5) 欧州安全保障協力機構民主制度・人権事務所（OSCE-ODIHR）による、障害者の政治参画

促進の取組 [50] 

OSCE-ODIHRは、加盟国における障害者の権利を促進するために、下記の取組を実施している。 

 国会における障害インクルージョンに関する調査：国会や政党の障害インクルージョンの現状

を評価する監査手法を用い、結果に基づき国会及び政党に対し技術支援を実施 
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 eラーニングツールの提供：「障害者の参加促進：国会と政党のためのインタラクティブツール」

により、障害者が直面する課題とその解決方法を学ぶ教材を提供 

 若者向けメンタリングプログラム：障害のある若者と国会や地方議会等の職員をマッチングし、

政治参画を促進 

 アクセシブルな情報発信の推進：知的障害者等の参加を促進するため、読みやすい版（Easy-to-

Read: ETR）形式での情報提供を推進。ETRの研修や資料作成、オンラインコミュニティの形成

も支援。 

9.7 ガバナンス分野における障害主流化に係る成果指標 

OHCHRは、障害者権利条約（CRPD）に定められている義務の達成状況を測定するための指標例を

作成している [51]。ガバナンス分野と関連性が高い条項（本章の別添資料 1を参照）の指標に基づき、

表 9-6にガバナンス分野の事業における障害主流化に係る指標例を示す。 

表 9-6：ガバナンス分野の事業における障害主流化指標例 

分野 指標例 

1.法の支配の実現クラスター 

法・司法  障害者に対するスティグマや差別を永続させる法律の規定の有無 

 当事者が参画した法制度改革等の検討会の回数 

 障害に関するヘイトクライム及び有害な慣行、並びに障害者に関する偏見の是

正に関する研修を受けた司法関係機関職員の割合 

 法学教育（大学やその他の教育機関）の中で、障害者の法的能力の権利と意思

決定支援の権利に関する必修のコースの有無 

 障害者の法的能力の権利及び意思決定支援の権利に関する啓発活動の実施回数

（対象：障害者、公証人、裁判官・裁判所職員、医療・金融サービス提供者、

支援者、家族、地域社会） 

 法的能力の行使制限または障害者権利条約（CRPD）第 12条違反に関する苦情

の受理・調査・裁定割合、申立人有利の裁定割合、裁定遵守割合（制度別に集

計） 

 法的手続において、障害者のための無料法律扶助へのアクセスを確保した者の

割合 

 障害者の法的手続参加のための手続的配慮及び性別・年齢に応じた配慮の要請

件数と提供割合（性別、年齢、障害種別、法律分野、手続種類、関係者の役割

別） 

 障害と人権について研修を受けた司法、法曹界のメンバーの数と割合 

 司法制度及び関連機関において、間接的な参加者（証人、鑑定人、陪審員等）

として法的手続に参加する障害者の数と割合 

警察  障害に関するヘイトクライム、有害な慣行、障害者への定型化された観念との

闘いに関する研修受講者の割合（警察及び関係機関職員） 

 警察及び関係機関職員の採用・任務遂行における合理的配慮の要請件数と提供

割合 

 障害者権利条約（CRPD）に関する研修受講者の数と割合（警察及び関係機関職

員） 
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分野 指標例 

メディア  障害者に関する報道・障害者の多様性・障害者との協議促進に関するメディア

規制当局の具体的計画の有無（インクルーシブな指針、報道ガイドライン、障

害者団体との協議の仕組みを含む） 

 障害者に対応した報道に関する倫理規定等、明文化した方針を採用している公

共・民間メディア企業の数と割合 

 ニュース・時事報道に登場する障害者の数と割合（キャスター、解説者、専門

家、一般市民等の役割別、性別・年齢・障害別集計） 

 マスメディア及びインターネット事業者に対する情報通信アクセシビリティに

関する義務的基準を定める法的枠組の有無 

 手話言語通訳、音声説明、字幕、及びその他のアクセシビリティ確保手段を用

いるテレビ放送番組数の割合、及び放送時間の割合 

 情報アクセシビリティ及びその義務基準の啓発キャンペーンの活動数、受講人

口の割合 

 アクセシビリティに関する基準遵守の指導を受けた、公衆に情報及びサービス

を提供する民間事業者の数と割合 

選挙管理  選挙人名簿に有権者登録されている障害者の数と割合（性別、年齢、障害、管

轄区別に集計）  

 障害者の投票権に関する研修受講者数と割合（うち、特に選挙業務に従事する

人（公務員、投票所職員、選挙監視員、市民）の数と割合） 

 アクセシビリティ面での支援または合理的配慮の提供を受けて投票権を行使し

た障害者の数 

 選挙手続において、選挙管理機関のオブザーバー、またはその他の役割として

公務を遂行した障害者の数 

 投票率（障害別に集計） 

ビジネスと人権  障害者に関する規定を含む強制労働の禁止と撲滅のための法律及び政策の有無 

 障害のある子どもに関する規定を含む「最悪の形態の児童労働」22の禁止と撲滅

のための法律及び政策の有無 

 強制労働に従事している人の数と割合（性別、年齢、障害別に集計） 

2.行政機能強化クラスター 

公務員制度の改善  行政機関において、障害者権利条約（CRPD）に基づく平等及び非差別に関する

研修受講者数と割合 

 公務部門における合理的配慮の要請件数と提供割合 

 障害者の全国分布と比較した公的機関（国会及び地方議会、公共サービス、司

法）におけるポストの割合 

 アクセシビリティ基準に準拠した政府のウェブサイト及びアプリの割合 

 公共サービス利用にて代替通信手段の利用を認められた障害者の割合 

 障害者の情報アクセシビリティに関する研修を受けた人の数と割合 

 公務部門において障害者雇用を促進する国家戦略や計画（一般に含める形また

は障害特化の形）の有無 

 
22 国際労働機関（ILO）の「最悪の形態の児童労働の禁止及び撤廃のための即時の行動に関する条約」（1999年 6月

17日採択）を参照。 
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分野 指標例 

公共人材の育成  コミュニケーションと情報へのアクセスに責任を持つ公共人材のうち、障害者

の情報へのアクセスとコミュニケーションの代替様式に関する研修を受けた人

の数と割合。 

 全国分布と比較した、公的機関（国会及び地方議会、公共サービス、司法）に

おけるポストの割合（性別、年齢、障害者、人口グループ別に集計） 

※SDG指標 16.7.1 

地方政府の計画策

定・実施能力向上 

 障害者の権利に関する政策・プログラム等の設計・実施・モニタリング及び研

修・研究への障害当事者の関与を目的に実施された協議実施の回数 

 障害当事者が参画した、地方政府による計画策定のワークショップ、協議会等

の回数 

 地方政府による計画策定にあたって、ヒアリングを受けた障害当事者の数 

 意思決定が包括的であると考える人口の割合（性別、年齢、障害、人口グルー

プ別に集計）※SDGs指標 16.7.2 

参加の促進と透明

性の向上 

 情報公開請求に対するアクセシブルな形式での回答件数と割合 

 ユニバーサルデザイン及びアクセシビリティの基準を採用する公共調達指針の

数 

出所：障害者権利条約（CRPD）第 1～4条、第 5条、第 8条、第 9条、第 12条、第 13条、第 21条、第 27条、第 29

条及び第 33条の指標（ [51]）に基づき、日本障害者協議会による仮訳（ [52]）を参考に調査チームにて作成 
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別添資料 1：ガバナンス分野において障害者権利条約（CRPD）締約国に義務付けられて

いる事項一覧 

 

条項 条文 

第四条 一般的義務 

第 1項 第⒜号～第⒞号 

1 締約国は、障害に基づくいかなる差別もなしに、全ての障害者のあ

らゆる人権及び基本的自由を完全に実現することを確保し、及び促進

することを約束する。このため、締約国は、次のことを約束する。 

（a） この条約において認められる権利の実現のため、全ての適当な

立法措置、行政措置その他の措置をとること。 

（b） 障害者に対する差別となる既存の法律、規則、慣習及び慣行を

修正し、又は廃止するための全ての適当な措置（立法を含む。）をとる

こと。 

（c） 全ての政策及び計画において障害者の人権の保護及び促進を考

慮に入れること。 

第四条 一般的義務 

第 3項 

締約国は、この条約を実施するための法令及び政策の作成及び実施に

おいて、並びに障害者に関する問題についての他の意思決定過程にお

いて、障害者（障害のある児童を含む。以下この 3において同じ。）を

代表する団体を通じ、障害者と緊密に協議し、及び障害者を積極的に関

与させる。 

第五条 平等及び無差別 

第 1項、第 2項 

1 締約国は、全ての者が、法律の前に又は法律に基づいて平等であり、

並びにいかなる差別もなしに法律による平等の保護及び利益を受ける

権利を有することを認める。 

2 締約国は、障害に基づくあらゆる差別を禁止するものとし、いかな

る理由による差別に対しても平等かつ効果的な法的保護を障害者に保

障する。 

第八条 意識の向上 

第 2項 第⒞号 

2 このため、1の措置には、次のことを含む。 

〔略〕 

（c） 全ての報道機関が、この条約の目的に適合するように障害者を

描写するよう奨励すること。 

第九条 施設及びサービス等

の利用の容易さ 

第 1項 第⒝号 

1 締約国は、障害者が自立して生活し、及び生活のあらゆる側面に完

全に参加することを可能にすることを目的として、障害者が、他の者と

の平等を基礎として、都市及び農村の双方において、物理的環境、輸送

機関、情報通信（情報通信機器及び情報通信システムを含む。）並びに

公衆に開放され、又は提供される他の施設及びサービスを利用する機

会を有することを確保するための適当な措置をとる。この措置は、施設

及びサービス等の利用の容易さに対する妨げ及び障壁を特定し、及び

撤廃することを含むものとし、特に次の事項について適用する。 

〔略〕 

（b） 情報、通信その他のサービス（電子サービス及び緊急事態に係

るサービスを含む。） 
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条項 条文 

第十二条 法律の前にひとし

く認められる権利 

第 1項～第 4項 

1 締約国は、障害者が全ての場所において法律の前に人として認めら

れる権利を有することを再確認する。 

2 締約国は、障害者が生活のあらゆる側面において他の者との平等を

基礎として法的能力を享有することを認める。 

3 締約国は、障害者がその法的能力の行使に当たって必要とする支援

を利用する機会を提供するための適当な措置をとる。 

4 締約国は、法的能力の行使に関連する全ての措置において、濫用を

防止するための適当かつ効果的な保障を国際人権法に従って定めるこ

とを確保する。当該保障は、法的能力の行使に関連する措置が、障害者

の権利、意思及び選好を尊重すること、利益相反を生じさせず、及び不

当な影響を及ぼさないこと、障害者の状況に応じ、かつ、適合すること、

可能な限り短い期間に適用されること並びに権限のある、独立の、か

つ、公平な当局又は司法機関による定期的な審査の対象となることを

確保するものとする。当該保障は、当該措置が障害者の権利及び利益に

及ぼす影響の程度に応じたものとする。 

第十三条 司法手続の利用の

機会 

1 締約国は、障害者が全ての法的手続（捜査段階その他予備的な段階

を含む。）において直接及び間接の参加者（証人を含む。）として効果

的な役割を果たすことを容易にするため、手続上の配慮及び年齢に適

した配慮が提供されること等により、障害者が他の者との平等を基礎

として司法手続を利用する効果的な機会を有することを確保する。 

2 締約国は、障害者が司法手続を利用する効果的な機会を有すること

を確保することに役立てるため、司法に係る分野に携わる者（警察官及

び刑務官を含む。）に対する適当な研修を促進する。 

第十四条 身体の自由及び安

全 

1 締約国は、障害者に対し、他の者との平等を基礎として、次のこと

を確保する。 

（a） 身体の自由及び安全についての権利を享有すること。 

（b） 不法に又は恣意的に自由を奪われないこと、いかなる自由の剝

奪も法律に従って行われること及びいかなる場合においても自由の剝

奪が障害の存在によって正当化されないこと。 

2 締約国は、障害者がいずれの手続を通じて自由を奪われた場合であ

っても、当該障害者が、他の者との平等を基礎として国際人権法による

保障を受ける権利を有すること並びにこの条約の目的及び原則に従っ

て取り扱われること（合理的配慮の提供によるものを含む。）を確保す

る。 

第二十一条 表現及び意見の

自由並びに情報の利用の機会 

第⒞号、第⒟号 

締約国は、障害者が、第二条に定めるあらゆる形態の意思疎通であって

自ら選択するものにより、表現及び意見の自由（他の者との平等を基礎

として情報及び考えを求め、受け、及び伝える自由を含む。）について

の権利を行使することができることを確保するための全ての適当な措

置をとる。この措置には、次のことによるものを含む。 

〔略〕 

（c） 一般公衆に対してサービス（インターネットによるものを含

む。）を提供する民間の団体が情報及びサービスを障害者にとって利用

しやすい又は使用可能な様式で提供するよう要請すること。 

（d） マスメディア（インターネットを通じて情報を提供する者を含

む。）がそのサービスを障害者にとって利用しやすいものとするよう奨

励すること。 
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条項 条文 

第二十七条 労働及び雇用 

第 1項 第⒢号、第⒣号 

1 締約国は、障害者が他の者との平等を基礎として労働についての権

利を有することを認める。この権利には、障害者に対して開放され、障

害者を包容し、及び障害者にとって利用しやすい労働市場及び労働環

境において、障害者が自由に選択し、又は承諾する労働によって生計を

立てる機会を有する権利を含む。締約国は、特に次のことのための適当

な措置（立法によるものを含む。）をとることにより、労働についての

障害者（雇用の過程で障害を有することとなった者を含む。）の権利が

実現されることを保障し、及び促進する。 

〔略〕 

（g） 公的部門において障害者を雇用すること。 

（h） 適当な政策及び措置（積極的差別是正措置、奨励措置その他の

措置を含めることができる。）を通じて、民間部門における障害者の雇

用を促進すること。 

第二十九条 政治的及び公的

活動への参加 

締約国は、障害者に対して政治的権利を保障し、及び他の者との平等を

基礎としてこの権利を享受する機会を保障するものとし、次のことを

約束する。 

（a） 特に次のことを行うことにより、障害者が、直接に、又は自由

に選んだ代表者を通じて、他の者との平等を基礎として、政治的及び公

的活動に効果的かつ完全に参加することができること（障害者が投票

し、及び選挙される権利及び機会を含む。）を確保すること。 

（i） 投票の手続、設備及び資料が適当な及び利用しやすいものであ

り、並びにその理解及び使用が容易であることを確保すること。 

（ii） 障害者が、選挙及び国民投票において脅迫を受けることなく秘

密投票によって投票し、選挙に立候補し、並びに政府のあらゆる段階に

おいて実質的に在職し、及びあらゆる公務を遂行する権利を保護する

こと。この場合において、適当なときは支援機器及び新たな機器の使用

を容易にするものとする。 

（iii） 選挙人としての障害者の意思の自由な表明を保障すること。こ

のため、必要な場合には、障害者の要請に応じて、当該障害者により選

択される者が投票の際に援助することを認めること。 

（b） 障害者が、差別なしに、かつ、他の者との平等を基礎として、

政治に効果的かつ完全に参加することができる環境を積極的に促進

し、及び政治への障害者の参加を奨励すること。政治への参加には、次

のことを含む。 

（i） 国の公的及び政治的活動に関係のある非政府機関及び非政府団

体に参加し、並びに政党の活動及び運営に参加すること。 

（ii） 国際、国内、地域及び地方の各段階において障害者を代表する

ための障害者の組織を結成し、並びにこれに参加すること。 

第三十三条 国内における実

施及び監視 

第 2項、第 3項 

2 締約国は、自国の法律上及び行政上の制度に従い、この条約の実施

を促進し、保護し、及び監視するための枠組み（適当な場合には、一又

は二以上の独立した仕組みを含む。）を自国内において維持し、強化し、

指定し、又は設置する。締約国は、このような仕組みを指定し、又は設

置する場合には、人権の保護及び促進のための国内機構の地位及び役

割に関する原則を考慮に入れる。 

3 市民社会（特に、障害者及び障害者を代表する団体）は、監視の過

程に十分に関与し、かつ、参加する。 

出所：障害者権利条約（CRPD）を基に調査チーム作成 
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